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平成23年９月28日（水曜日）

午後１時４分開会

会議に付託された議案等

○議案第24号 平成22年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（７人）

主 査 田 口 雄 二

副 主 査 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（１人）

委 員 坂 口 博 美

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

環境森林部次長
金 丸 政 保（ 総 括 ）

県 参 事 兼
環境森林部次長 黒 木 由 典
（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
山 内 武 則環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
福 満 和 徳

も り

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 経 営 課 長 佐 藤 浩 一

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

み や ざ き ス ギ
武 田 義 昭活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

○田口主査 ただいまから、決算特別委員会環

境農林水産分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会における協

議内容について御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会説明要領により行われま

すが、決算事項別の説明は「目」の執行残が100

万円以上のもの、及び執行率が90％未満のもの

について、また、主要施策の成果は、主なもの

について説明がございますので、審査に当たり

ましてはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合の審査の進め方についてでありますが、そ

の場合、主査において他の分科会との時間調整

を行った上で、質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたので、よろしくお願いいた

します。

次に、審査の進め方ですが、お手元に配付の

分科会審査の進め方（案）のとおり、農政水産

部につきましては、部長概要説明後、各課を２

班にグループ分けして説明及び質疑を行い、最
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後に総括質疑の場を設けたいと考えております。

審査の進め方について御異議ありませんか｡

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、分科会審査の進め方の

とおり進めさせていただきます。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時５分休憩

午後１時10分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

平成22年度決算について執行部の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

○加藤環境森林部長 環境森林部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、平成22年度の環境森林部の決算に

つきまして御説明いたします。

お手元に配付しております決算特別委員会資

料の１ページをお開きいただきたいと思います。

１ページから２ページにかけまして、県の総合

計画に基づく施策の体系表を掲げております。

主要施策の主な内容について御説明いたしま

す。

まず、「自然と共生した環境にやさしい社会づ

くり」ですが、「地球温暖化防止に貢献する社会

づくり」につきましては、①の二酸化炭素等排

出削減行動の推進並びに②の新エネルギーの導

入促進として、地球温暖化防止のため、広く県

民への普及啓発に努めるとともに、住宅用太陽

光発電システム設置への補助等により、新エネ

ルギーの普及に取り組んだところであります｡

次の「環境への負荷が少ない循環型社会づく

り」につきましては、③の４Ｒと廃棄物の適正

処理の推進として、循環型社会の形成に向けて、

宮崎県循環型社会推進計画を策定するとともに、

ごみの適正処理やリサイクルの推進など総合的

に取り組みました。また、エコクリーンプラザ

の浸出水調整池補強工事の円滑な推進に努めた

ところであります。

次の「きれいな空気・きれいな水の確保」に

つきましては、④の良好な大気環境の保全、並

びに⑤の良好な水環境の保全として、大気や水

質の常時監視の実施や、合併処理浄化槽の整備

促進に努めたところであります。

次の「豊かな自然環境の保全・創出」につき

ましては、⑦の多面的な機能を持続的に発揮す

る森林づくりの推進として、森林環境税を活用

しまして、県民等による森林づくり活動等への

支援や、児童生徒等を対象にした森林環境教育

の推進等を行ったところであります｡

次の「環境保全のために行動する人づくり」

につきましては、⑩の環境学習の推進並びに⑪

の県民、団体、事業者、行政等による環境保全

活動の推進として、県立図書館に設置しており

ます環境情報センターの運営を通じて、環境学

習の活動を支援するとともに、県民、団体等で

構成する環境みやざき推進協議会と連携し、県

民総ぐるみ運動「クリーンアップ宮崎」の実施

など、環境保全活動の推進に努めたところであ

ります｡

次に、「安全で安心な暮らしの確保」ですが、

「災害に強い県土づくり」につきましては、⑫

の安全・安心な県土づくりの推進として、山地

災害から県民の生命や財産を守るために、治山

事業や保安林整備事業等を実施するとともに、

森林環境税を活用し、公益保全上重要な森林を

対象に、広葉樹の植栽を行うなど、水資源の涵

養や県土の保全に努めたところであります｡

続きまして、２ページをごらんください。「林
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業の振興」ですが、「環境を守る多様な森林づく

り」につきましては、⑬の健全で多様な森林づ

くりの推進、並びに⑭の適正な森林管理の推進

として、水源涵養等の公益的機能を有する森林

の整備等を行うとともに、地域森林計画の策定

や植栽未済地総合対策の推進、林内路網の整備

等に努めたところであります｡

次に、「新たな木の時代を築く林業・木材産業

づくり」につきましては、⑮の合理的な原木供

給体制の整備、⑯のグローバルな競争に打ち勝

つ木材産業の構築、並びに⑰の県産材の需要拡

大の推進として、高性能林業機械の導入や、高

次加工製品流通体制の整備に努めるとともに、

県外出荷の拡大に向けた新たな需要先を確保す

るための商談会開催や、公共施設等の木造化な

どに対する支援を行ったところであります。ま

た、⑱の未来を拓く新たな技術開発・普及指導

として、林業技術センターにおいて、地域林業

に密着した試験研究を行い、その開発した技術

等の現場への早期移転に努めるとともに、木材

利用技術センターにおいて、杉を中心とする利

用技術開発等の試験研究や、企業に対する技術

指導に努めたところであります｡

次に、「森林と共生する活力ある山村づくり」

につきましては、⑲の山村地域の定住環境の整

備、並びに⑳の特用林産の振興として、治山施

設や集落防災施設等の整備を促進し、安全で快

適な生活環境の確保を図るとともに、乾シイタ

ケや木炭などの生産基盤の整備を支援したとこ

ろであります｡

最後に、「森林・林業・木材産業、山村を担う

人づくり」につきましては、○21 の森林・林業・

木材産業を支える担い手の確保・育成として、

林業就業者の確保・育成や、就労環境改善への

支援等による林業事業体の育成に努めたところ

であります｡

以上が、環境森林部の平成22年度の主要施策

の主な内容であります。

続きまして、３ページをお開きください。２

の平成22年度歳出決算の状況につきまして御説

明いたします。

このページの表の一番下の合計の段をごらん

ください。環境森林部の合計ですが、一般会計

と特別会計を合わせまして、予算額299億1,282

万9,000円に対しまして、支出済額255億4,844

万9,794円となっております。また、翌年度への

繰越額が、繰越明許費37億8,885万6,000円、事

故繰越3,485万2,000円となっております。この

結果、不用額は５億4,067万1,206円となり、執

行率は85.4％となっておりますが、翌年度への

繰越額を含めた執行率は、98.2％となっており

ます。

続きまして、６ページをお開きください。（３）

の平成22年度環境森林部に係る監査結果報告書

指摘事項等についてであります。ごらんのよう

に、指摘事項は５件、注意事項は２件でありま

した。

このうち指摘事項５件の内容について御説明

いたします。まず、①収入事務についてであり

ますが、西諸県農林振興局において、ひなもり

台県民ふれあいの森地内の立木処分について、

納入通知書によるべきところを現金払込書によ

り収納したものであります。

また、②支出事務では、１点目は、山村木材

振興課において、宮崎県森林整備加速化・林業

再生事業補助金について、実績報告書の提出後

に概算払いが行われたものであります。２点目

は、林業技術センターにおいて、職員の住居届

について届け出処理がなかったものであります。

次に、③契約事務ですが、西諸県農林振興局
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において、森林整備業務委託について、契約締

結期限内に契約が締結されていないものがあっ

たものであります。

最後に、④物品の管理ですが、循環社会推進

課において、公用車の管理について、道路運送

車両法に定められた12カ月の法定定期点検整備

を実施していなかったものであります。

監査指摘事項につきましては、以上でありま

すが、今後、このような指導を受けることがな

いよう、財務規則等に基づく適正な事務処理を

指導徹底してまいりたいと存じます。

最後に、お手元に配付されております平成22

年度宮崎県歳入歳出決算審査及び基金運用状況

審査意見書において、２件の意見・留意事項が

ありましたが、これについては、後ほど、関係

課長から御説明させていただきます。

以上、環境森林部の主要施策の主な内容と決

算状況等でございます。詳細につきましては、

それぞれ担当課長が御説明いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

○山内環境森林課長 それでは、ただいまから、

各課ごとに説明をしてまいりますけれども、ま

ず、使用します資料でありますけれども、各課

の説明に当たりましては、今、ごらんいただき

ました決算特別委員会資料、それと22年度主要

施策の成果に関する報告書、さらに22年度宮崎

県歳入歳出決算審査意見書・基金運用状況審査

意見書、主にこの３つを使って説明させていた

だきます。

それでは、環境森林課につきまして説明をい

たします。

まず最初に、平成22年度決算特別委員会資料

の３ページをお願いいたします。環境森林課の

一般会計の決算は、予算額が46億1,721万2,000

円に対しまして、支出済額45億5,132万277円で、

事故繰越額が3,485万2,000円で、不用額は3,103

万9,723円であります。この結果、執行率は98.6

％となっておりますが、繰越額を含めますと99.3

％であります。次に、特別会計の決算でありま

すが、予算額は２億9,771万円に対しまして、支

出済額が２億6,043万4,810円で、不用額は3,727

万5,190円、執行率は87.5％であります。

次に、７ページをお願いいたします。目の不

用額が100万円以上のもの及び執行率が90％未満

のものについて御説明いたします。

まず、（目）計画調査費、不用額は339万2,000

円であります。これは、住宅用太陽光発電シス

テムに対する補助金の執行残でありまして、申

し込み受け付け終了以降に、資金繰りの都合等

から、システムの設置の中止とか延期により申

請の取り下げがなされたことによるものであり

ます。

次に、（目）環境保全費で、不用額は646万7,597

円であります。その主なものは、負担金補助及

び交付金の556万8,500円で、これは、事業主体

である市町村の省エネ設備工事の入札残による

ものであります。

８ページをごらんください。（目）林業総務費

で、不用額は1,850万1,168円であります。これ

は、ほとんどが給料、職員手当、共済費の執行

残でありまして、当初、県費で予算措置をして

おりました人件費を、国庫補助事業の確定に伴

い、県費から国庫補助事業の事務費と振りかえ

たことによるものであります。

９ページをごらんください。（目）林業振興指

導費で、不用額は216万5,684円であります。そ

の主なものは、森林づくり応援団育成・支援事

業の現地指導・検査の旅費、新聞広告などの役

務費の執行残や森林吸収源活用モデル事業の測

量面積の減に伴う委託料の執行残であります。
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11ページをごらんください。山林基本財産特

別会計であります。（目）基本財産造成費につき

ましては、不用額2,977万5,184円、執行率63.3

％となっておりますが、その主なものは、県有

林における間伐事業において、冬場に断続的な

雪が降ったため間伐材の搬出路の開設が計画ど

おりできず、役務費の欄ですけれども、木材市

場の手数料573万3,632円及び、委託料の木材市

場までの運搬手数料2,379万9,914円が不用と

なったことによるものであります。

次に、12ページをごらんください。拡大造林

事業特別会計であります。（目）拡大造林事業費

については、不用額749万7,446円となっており

ますが、その主なものは、独立行政法人森林農

地整備センターから県が費用を受け入れて行う

分収林契約において、同センターが計画どおり

の予算確保ができなかったため、県として事業

執行ができなかったことから、委託料551万451

円の執行残が生じたものであります。

決算の状況は以上でございます。

次に、主要施策の成果について説明をいたし

ます。

平成22年度主要施策の成果に関する報告書

の115ページをお開きいただきたいと思います。

まず、１）の地球温暖化防止に貢献する社会づ

くりであります。その下の表の上から３つ目の

太陽光発電システム導入促進であります。右端

の欄にありますように、県内の住宅に太陽光発

電システムを設置する方々に１キロワット当た

り３万円、上限10万円の補助を行ったところで

あります。

その下の住宅用太陽光発電システム融資制度

では、住宅用太陽光発電システムの購入及び設

置の費用に対し、300万円を限度に融資をいたし

ました。平成22年度の新規融資は１億6,578万円

であり、年度末の融資残高は３億4,535万円と

なっております。

次に、116ページをお開きください。○新宮崎県

環境基本総合計画改定では、本県の特性を生か

した環境に優しい持続可能な社会づくりを目指

す宮崎県環境計画を策定したところであります。

今後とも、太陽光発電など新エネルギーの普及

促進を図り、地球温暖化防止に貢献する社会づ

くりに努めてまいりたいと考えております。

次に、117ページをごらんください。４）豊か

な自然環境の保全・創出であります。下の表の○新

「みやざき森づくりコミッション」体制整備で

あります。社会貢献活動の一環として、森づく

りに関心のある企業やＮＰＯ等の活動を支援す

るための組織「みやざき森づくりコミッション」

の体制を整備するとともに、森づくり誘致セミ

ナーの開催や企業の森づくり協定締結を支援し

たところであります。

118ページをごらんください。森林づくり応援

団育成・支援では、県民参加の森づくりを推進

するため、森づくり活動を公募し、活動に必要

な経費の補助や植樹に必要な苗木を提供するな

ど、森づくりボランティア団体の活動を支援し

たところであります｡

次に、県営林維持管理強化促進でありますが、

一ツ葉海岸県有林や諸県県有林等において、松

葉かきやヒノキの枝打ち等の森林整備、管理道

の土砂除去等を行い、健全な森林維持造成や、

雇用・就業機会の創出に努めたところでありま

す。

今後とも、県民や企業等と協力して森づくり

を推進し、豊かな自然環境の保全・創出に努め

てまいりたいと考えております。

次に、119ページをごらんください。５）環境

保全のために行動する人づくりであります。120
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ページをお開きください。環境情報センター運

営では、県立図書館内に当センターを設置し、

環境に関する情報提供や窓口での相談業務を

行ったところであり、利用者数１万5,956人と

なっております。そのほか、環境保全アドバイ

ザーの派遣も実施したところであります｡

○新 幼児期におけるリサイクル等環境学習推進

では、幼児期における環境学習のための指導者

用マニュアルを3,000部作成し、幼稚園や保育所

等に配布したところであります｡

今後とも、県民の環境学習に関する意欲の向

上と実践活動の支援のため、関係機関と連携し

ながら事業の一層の充実に努めてまいりたいと

考えております。

次に、122ページをお開きください。（１）の

環境を守る多様な森林づくりであります。表の

１段目の森林・林業長期計画策定では、森林・

林業を取り巻く新たな情勢の変化等を的確に反

映した第七次宮崎県森林・林業長期計画を策定

したところであります。

○新 森林資源活用温暖化対策推進では、温室効

果ガスの排出削減や吸収量をクレジットとして

取り扱うＪ―ＶＥＲ制度の普及促進を図るため、

説明会の開催やリーフレットの作成、配布を行っ

たところです。また、門川県有林において、モ

デル的に二酸化炭素の森林吸収や削減によるＪ

―ＶＥＲ取得に取り組んだところであります｡

今後とも、第七次宮崎県森林・林業長期計画

の着実な推進や、Ｊ―ＶＥＲ制度を有効活用し

た取り組みなどを通じて、環境を守る多様な森

林づくりに努めてまいりたいと考えております。

主要施策の成果については以上であります。

次に、監査指摘・要望事項について説明をい

たします。

お手元の平成22年度宮崎県歳入歳出決算審査

及び基金運用状況審査意見書をごらんくださ

い。38ページであります。（４）の山林基本財産

特別会計でありますが、意見・留意事項等にあ

りますように、多額の借入金を抱えているので、

諸経費の節減に努めるなど、より効率的な運営

が望まれるという意見をいただいております。

また、39ページ、（５）の拡大造林事業特別会

計につきましても、同様の意見をいただいてい

るところであります｡

これらにつきましては、今後とも、伐採収入

の確保を図るとともに、有利な補助事業の活用

等や諸経費の節減など、効率的な事業執行に努

めてまいりたいと考えております。

環境森林課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○橋本環境管理課長 続きまして、環境管理課

の平成22年度の決算及び主要施策の成果につき

まして御説明申し上げます。

委員会資料の３ページをお願いいたします。

環境管理課の決算の状況につきましては、予算

額６億4,134万3,000円に対しまして、支出済額

６億755万2,956円、繰越明許費450万円、不用額

は2,929万44円であります。執行率は94.7％と

なっておりますが、繰越額を含めました執行率

は95.4％でございます。

次に、13ページをお開きください。目の不用

額が100万円以上のものにつきまして御説明いた

します。

（目）環境保全費で、不用額は2,929万44円で

あります。主なものといたしましては、まず、

負担金補助及び交付金で不用額1,678万3,700円

であります。これは、市町村に対します合併処

理浄化槽整備の補助で、市町村の実績が見込み

を下回ったことによる執行残の1,677万6,000円

が主なものでございます。また、扶助費の不用
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額693万9,635円でございますが、これは、旧土

呂久鉱山に係ります公害健康被害に対する医療

費等の実績が見込みを下回ったことによるもの

でございます｡

次に、主要施策の成果の主なものにつきまし

て御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の123ページを

お願いいたします。３）きれいな空気・きれい

な水の確保でございます。大気汚染常時監視で

ありますが、大気汚染の未然防止を図るため、

大気の汚染の状況を測定いたしました。測定の

結果、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質

が大陸からの影響等により環境基準を達成して

おりませんでしたが、その他の項目につきまし

ては環境基準を達成しており、大気の状況はお

おむね良好でございました。

次に、水質環境基準等監視でございます。河

川等の水質汚濁の未然防止を図りますため、宮

崎市を除く県内の河川や地下水の水質の状況を

測定いたしました。測定の結果、砒素等が一部

の地点で環境基準を超えておりましたが、全体

ではおおむね良好でございました。

次に、124ページをごらんください。公害保健

対策でございます。高千穂町土呂久地区の慢性

砒素中毒症につきまして、住民健康観察検診や

公害健康被害認定者に対する補償給付を行った

ところであります。

次に、浄化槽整備であります。第２次生活排

水対策総合基本計画に基づき、市町村が実施す

る浄化槽の整備を促進するため、市町村へ補助

を行ったところであり、おおむね計画どおり整

備が進んでおります。

次に、○新 浄化槽適正管理強化でありますが、

緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し啓発員

を雇用することにより、法定検査未受検者に対

して文書や電話により適正管理の周知、啓発を

行ったところであります｡

環境管理課からの説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○福田循環社会推進課長 循環社会推進課の平

成22年度の決算及び主要施策の成果について御

説明いたします。

決算特別委員会資料の３ページをお開きくだ

さい。循環社会推進課の決算の状況は、予算額

が12億8,456万3,000円に対しまして、支出済額

が12億7,773万7,490円で、不用額は682万5,510

円であります。この結果、執行率は99.5％であ

ります。

次に、14ページをお開きください。目の不用

額が100万円以上のものは、（目）環境保全費で、

不用額は682万5,510円であります。その主なも

のとしましては、旅費が131万4,054円、需用費

が199万7,125円、委託料が144万9,721円、負担

金補助及び交付金が147万9,927円となっており

ます。これらはいずれも、節約や業務量の減な

どにより執行残が生じたものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の127ページを

お開きください。２）環境への負荷が少ない循

環型社会づくりであります。まず、○新 海岸漂着

物の処理に関する地域計画策定推進であります

が、これは、海岸漂着物処理推進法に基づき、

海岸漂着物の円滑な処理等の対策を推進するた

め、本県の特性を踏まえた県計画を策定したも

のであります。今後とも、国や市町村と連携を

図りながら、地域計画にのっとり漂着物の円滑

な処理等を推進してまいりたいと思います。

次に、ダイオキシン類等排出監視強化であり

ますが、これは、産業廃棄物の焼却施設や埋立
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処分場等から排出されるガスや放流水等に含ま

れるダイオキシン類などの有害物質を測定して、

異常値を示した処理業者に対して施設の改善等

適正処分を促すものであります。測定の結果、

すべての施設が基準値を満たしておりました。

今後とも、県民の安全・安心の確保のため測定

を継続してまいりたいと考えております。

次に、廃棄物適正処理推進ネットワーク強化

であります。産業廃棄物の適正処理を推進する

ため、本課及び県内７保健所に廃棄物監視員を18

名配置いたしまして、処理業者等に対する立入

検査、不法投棄監視パトロール等徹底した監視

活動を行った結果、不法投棄は件数、量とも減

少したところであります。今後とも、積極的な

行政指導、行政処分を含め徹底した監視活動を

継続してまいります。

次に、公共関与推進でありますが、これは、

エコクリーンプラザみやざきの安定した運営を

推進するために、環境整備公社に対し運営費の

補助や浸出水調整池の補強工事に要する経費の

貸し付けなどを行ったものであります。また、

エコクリーンプラザみやざきを活用した環境学

習啓発事業につきましては、環境学習コーナー

を使った環境教育や環境啓発イベントなどを実

施しております。

128ページをごらんください。○新循環型社会形

成のための総合対策推進であります。まず、宮

崎県循環型社会推進計画の策定でありますが、

これは、廃棄物の適正処理や本県の地域性を生

かした循環型社会の形成を一体的に推進するた

め、平成23年度から10年間を期間とする計画を

策定したものであります。また、循環型社会形

成のためには、県民や事業者の理解と実践が大

変重要でありますことから、テレビスポットＣ

Ｍ等による広報や、ごみ減量化テキストの配布、

排出事業者等の講習会や不法投棄防止啓発キャ

ンペーンの実施など、各種の啓発事業に取り組

んだところであります。また、産業廃棄物のリ

サイクルを促進するため、処理業者等が設置す

るリサイクル施設整備費の補助として、２施設

の支援を行いました。今後とも、循環型社会の

形成に向けて、県民や事業者の意識の向上を図

るとともに、リサイクルの取り組み支援などに

よりまして、廃棄物の適正処理や再生利用の促

進などに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上が、循環社会推進課の決算の状況と主要

施策であります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して報

告すべき事項はありません。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

○森自然環境課長 再び決算特別委員会資料に

お戻りいただきまして、自然環境課の平成22年

度の決算及び主要施策の成果について御説明い

たします。

資料の３ページをお開きください。自然環境

課の欄をごらんください。予算額51億9,524

万6,000円に対しまして、支出済額39億5,315

万2,638円、繰越明許費11億4,353万1,000円、不

用額は9,856万2,362円でございます。執行率

は76.1％となっておりますが、繰越額を含めた

執行率は98.1％でございます。

次に、目の不用額が100万円以上のもの、また

は目の執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

16ページをお開きください。（目）林業振興指

導費の不用額が104万1,381円となっております。

これは、昨年、大規模な災害の発生が少なかっ

たことから、荒廃渓流等流木流出防止対策事業
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における流木等の除去に係る委託料の一部が執

行残となったものでございます｡

次に、17ページをお開きください。（目）治山

費の不用額が7,164万188円になっております。

これは、平成21年度から22年度に繰り越しした

山地治山事業や地すべり防止事業などの工事請

負費や事務費の執行残によるものでございます。

なお、繰り越ししました35カ所につきましては、

計画どおり完了しております。また、執行率73.5

％につきましては、山地治山事業などにおいて

国の経済・雇用緊急対策に係る補正に伴いまし

て工期が不足し、平成23年度へ繰り越しをした

ものでございます｡

次に、18ページをごらんください。（目）狩猟

費の不用額が959万608円になっております。こ

れは、有害鳥獣（シカ・サル）被害防止緊急対

策事業により雇用しました48名のシカ・サル捕

獲対策指導員の委託料の執行残及び旅費等事務

経費の節約によるものでございます｡

次に、19ページをお開きください。（目）公園

費の執行率が83.7％になっております。これは、

自然公園事業におきまして、国の経済・雇用緊

急対策補正に伴って工期が不足し、繰り越しを

余儀なくされたものでございます。

次に、（目）林業災害復旧費の不用額が1,459

万4,112円になっております。これは、21年度か

ら繰り越ししました治山施設災害復旧事業、宮

崎市の海岸施設災害でございますが、工事請負

費等の執行残が生じたことによるものでござい

ます。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書129

ページをお開きください。４）豊かな自然環境

の保全・創出でございます。野生動植物生息状

況等調査でございます。この事業は、生物多様

性の確保を促進するため、野生動植物の生息状

況等の調査結果に基づいて、絶滅の危機に瀕し

ている1,486種の野生動植物を掲載しましたレッ

ドデータブックを10年ぶりに改訂いたしまして、

図書館や学校など約500の関係機関に配布いたし

ました。

次に、県木「フェニックス」保全対策であり

ます。この事業は、南方系の害虫「ヤシオオオ

サゾウムシ」による被害の蔓延を防止するため

実施しているものでございまして、個人や法人

が所有する被害木12本の伐倒駆除を行うととも

に、市町村が行います薬剤散布73本につきまし

て助成をいたしました。

また、松くい虫の伐倒駆除及び薬剤防除につ

きましては、その被害蔓延防止を図るため、主

に海岸沿いの松林を対象に伐倒駆除358立方メー

トルや薬剤散布692ヘクタールを行ったところで

ございます。

次に、130ページをごらんください。○改市町村

有害鳥獣捕獲促進でございます。この事業は、

シカ等の有害鳥獣捕獲を促進し、農林作物被害

を軽減するため、26市町村の有害鳥獣捕獲班や18

市町村の野生猿特別捕獲班の捕獲活動に対しま

して、市町村と連携して助成を行うとともに、

シカ１頭当たり8,000円から１万円の助成を行

い、19の市町村で3,926頭を有害捕獲したところ

でございます。

次に、○新 有害鳥獣（シカ・サル）被害防止緊

急対策でございます。この事業は、緊急雇用創

出臨時特例基金を活用いたしまして、シカや猿

の被害の多い22市町村に対策指導捕獲員48名を

配置しまして、わななどによる捕獲を行うとと

もに、モデル集落において捕獲技術の普及啓発

を行ったところでございます。今後とも、関係
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市町村と連携をいたしまして、適切な有害捕獲

の推進に努めてまいりたいと考えております。

次に、○改 自然公園等利用施設整備でございま

す。この事業は、自然公園の利用者が安全かつ

快適に利用できるようにするため、市町村と連

携いたしまして、青島園地の駐車場あるいは高

千穂峡園地の防護さくの整備などを行ったとこ

ろでございます。

次に、132ページをごらんください。１）災害

に強い県土づくりでございます。山地治山でご

ざいます。この事業は、山地災害を防止するた

め、渓流や山腹斜面を安定させる谷どめ工や土

どめ工とあわせまして、植栽や間伐等の森林整

備を通しまして、崩壊斜面や水源地域等の復旧

整備を行うものでございます。22年度は、主な

実績内容にありますように、山地崩壊地や荒廃

渓流などの復旧を行います復旧治山事業を、高

千穂町中原山地区ほか13カ所で実施したところ

でございます。また、水源地域における荒廃地

の復旧整備を行う水源地域整備事業を、椎葉村

尾前地区ほか６カ所で実施したところでありま

す。さらに、地すべりによる被害を防止するた

め、日之影町星山地区ほか３カ所で地すべり防

止事業に取り組んだところでございます。

次に、保安林整備でございます。この事業は、

立木密度が込み合ったり、風害あるいは病虫害

等によりましてその機能が低下している保安林

を対象に、除間伐等の改良事業や、下刈り、植

栽等の保育事業を実施し、その機能回復を図っ

たところでございます。

次に、県単治山についてでございます。この

事業は、国庫補助の対象にならない小規模な災

害復旧や治山施設の整備等を行うものでござい

ます。22年度は、主な実績内容にありますよう

に、延岡市市棚地区ほか26カ所において実施し

たところでございます。

今後とも、災害に強い県土づくりに努めてま

いりたいと考えております。

以上が、自然環境課の決算状況と主要施策の

成果でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しては、

特に報告すべき事項はございません。

以上が、自然環境課からの説明でございます。

○佐藤森林経営課長 それでは、森林経営課に

ついて御説明いたします。

もう一回、委員会資料の３ページにお戻りい

ただきたいと思います。森林経営課につきまし

ては、決算の状況にございますように、予算額118

億8,321万1,000円に対しまして、支出済額が95

億1,819万2,505円、繰越明許費が21億9,743

万6,000円で、不用額は１億6,758万2,495円であ

ります。この結果、執行率は80.1％、繰越額を

含めると98.6％になります。

次に、目の不用額が100万円以上のもの、また

は執行率が90％未満のものについて御説明いた

します。

森林計画課のインデックスがついておりま

す20ページをお願いいたします。（目）林業振興

指導費の不用額170万5,320円についてでありま

す。これは、森林整備地域活動支援交付金事業

の事業費確定に伴う執行残や、林業普及指導費

の備品購入に係る入札残等であります。

21ページをお願いいたします。（目）造林費の

不用額923万6,355円でございます。これは、新

燃岳噴火の影響によります奥地共同間伐促進事

業の実績減少に伴う執行残等によるものであり

ます。なお、この明細につきましては、平成21

年度から22年度に繰り越しましたものも含まれ

ておりますが、これにつきましては、計画どお

り完了しております。
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次に、執行費の88.2％でありますけれども、

これは、森林整備事業等におきまして、市町村

の事業費の一部が翌年度に繰り越したことなど

によるものでございます｡

22ページをごらんください。（目）林道費の不

用額9,228万3,415円であります。これは、平成21

年度から22年度に繰り越した森林保全林道整備

事業等の工事費や事務費の執行残によるもので

あります。なお、繰り越しをいたしました106カ

所につきましては、計画どおり完了しておりま

す。

次に、執行率の73.5％でありますけれども、

道整備交付金事業等におきまして、工法の検討

等に日程を要したことなどにより工期が不足し、

工事の一部を翌年度に繰り越したことなどによ

るものであります。

23ページをごらんください。（目）林業試験場

費の執行率52％でございます。これは、経済・

雇用緊急対策に伴う補正の関係で工期が不足し

たことなどにより、事業の一部を繰り越したこ

となどによるものでございます｡

24ページをごらんください。（目）林道災害復

旧費の不用額6,371万7,428円及び執行率83.5％

でありますが、これは、平成22年度に発生した

災害に係る国から県への予算割り当てが見込み

を下回ったことによる不用額や、平成21年度か

ら22年度に繰り越した事業に係る事務費の執行

残によるものであります。なお、繰り越しまし

た６カ所につきましては、計画どおり完了して

おります。

決算の状況につきましては、以上でございま

す。

続きまして、主要施策の成果をお願いいたし

ます。この成果につきまして主なものについて

御説明いたします。

135ページをお願いいたします。１）の災害に

強い県土づくりについてであります。水を貯え、

災害に強い森林づくり事業では、森林環境税を

活用いたしまして、荒廃した林地への広葉樹の

植栽を、９市町村で52ヘクタール、針広混交林

へ誘導するための間伐を、４市町村で121ヘク

タール実施し、水資源の涵養や県土の保全に努

めたところでございます。

次に、136ページをお開きください。（１）の

環境を守る多様な森林づくりについてでありま

す。森林整備地域活動支援交付金事業では、市

町村長と森林所有者とが協定を締結して実施す

る作業道の補修や刈り払い、森林の被害調査に

対しまして、宮崎市ほか25市町村に対して交付

金の交付をしたところでございます。

続きまして、流域育成林整備事業では、森林

資源の循環利用を図るための造林、下刈り、除

間伐等を、県内５流域で１万1,262ヘクタール実

施し、多様な森林づくりに努めたところでござ

います。

次に、138ページをお開きください。森林保全

林道整備事業から３段目の山のみち地域づくり

交付金事業では、五ヶ瀬町の岩神大石線ほか40

路線56工区で林道の開設・改良及び舗装を実施

し、林内路網の整備に努めたところであります｡

また、新規事業の森林路網整備専門技術者養

成事業では、路網を加速的に整備していくため

の実践力のある路網整備技術者７名の人材育成

に努めたところでございます。

今後とも、市町村等関係機関と連携を図りな

がら、適切な森林整備に努めてまいりたいと考

えております。

続きまして、140ページをお開きください。

（２）新たな木の時代を築く林業・木材産業づ

くりについてであります。林業普及指導事業で
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は、県内に32名の林業普及指導員を配置いたし

まして、森林所有者等に対しまして、林業技術

や林業経営の巡回指導等を実施したほか、林業

普及指導員の資質向上のために各種研修を行い

ますとともに、林業経営推進システムの開発を

行いました。

次に、141ページの（３）の森林と共生する活

力ある山村づくりについてであります。里山エ

リア再生交付金林道整備事業では、高千穂・日

之影地区におきまして、定住環境の向上と山村

地域の振興を図るための林道等の基盤整備に努

めたところでございます。

主要施策の成果については以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございません。

森林経営課からは以上でございます。

○水垂山村・木材振興課長 それでは、山村・

木材振興課の平成22年度の決算及び主要施策の

成果について御説明いたします。

委員会資料の３ページをお開きください。一

般会計につきましては、表の山村・木材振興課

の段にありますように、予算額57億3,895万9,000

円に対しまして、支出済額52億7,376万7,459円、

繰越明許費４億4,338万9,000円、不用額2,180

万2,541円で、執行率は91.9％でありますが、繰

越額を含めた執行率は99.6％となっております。

次に、特別会計につきましては、予算額２

億5,458万5,000円に対しまして、支出済額１

億629万1,659円、不用額１億4,829万3,341円で、

執行率は41.8％であります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

26ページをお開きください。一般会計、（目）

林業振興指導費で不用額は2,179万9,181円であ

ります。主なものは、負担金補助及び交付金1,278

万5,315円でありまして、その主なものは、新燃

岳降灰しいたけ被害対策事業において、被害区

域が想定より縮小したことによる洗浄機等の購

入補助の減など、事業費の確定に伴う補助金の

執行残等であります。なお、この明細には平成21

年度からの繰越額も含まれておりますが、これ

につきましては不用額はございません。

次に、28ページをごらんください。林業改善

資金特別会計であります。これは、林業・木材

産業の設備投資などに対して貸し付ける無利子

の制度資金でありますが、（目）林業振興指導費

で不用額１億4,829万3,341円で、執行率41.8％

であります。これは、主に貸付金の執行残によ

るものであります。

決算の状況につきましては以上であります。

次に、主要施策の成果について、その主なも

のを御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の143ページを

お開きください。（２）新たな木の時代を築く林

業・木材産業づくりであります｡

初めに、林業・木材産業改善資金であります

が、主な実績内容にありますように、シイタケ

乾燥機など林産物の新たな生産方式の導入や、

作業員のための輸送車など安全衛生施設の導入

資金として１億498万円を無利子で融資し、林

業・木材産業の経営改善に努めたところであり

ます｡

また、○新 木材産業連携サポート推進でありま

すが、製材品に対する消費者ニーズが品質、性

能の確かな乾燥材などにシフトしておりますこ

とから、乾燥材生産技術の向上を図るため、中

小製材工場等が連携して行う乾燥材の共同生産

等に支援を行ったところであります｡

144ページをごらんください。森林整備加速

化・林業再生でありますが、本事業は、森林整
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備加速化・林業再生基金を活用して、森林組合

や民間事業体を対象に、高性能林業機械の導入

や木材加工施設整備等への支援を行い、県産材

の安定供給体制の整備に努めるとともに、木質

バイオマスの安定供給とその有効活用を図るた

め、木質ボイラー等の施設整備や間伐材の購入

に対し支援を行ったところであります。また、

木造公共施設の整備や間伐材の運搬経費等を支

援し、県産材の利用促進に努めたところであり

ます｡

次に、146ページをごらんください。○新大きな

「みやざきスギ」活用の家パイオニアでありま

すが、森林資源の充実に伴い、増加する大径材

を有効に活用するため、木材業界と住宅業界が

協働して行う大径材を活用した家づくりの提案

や、付加価値の高い製品開発等に対し支援を行っ

たところであります｡

次に、147ページをごらんください。○新みやざ

き木づかいプロジェクト推進でありますが、県

民が木材に触れ合い親しむイベント「宮崎やま

んかん祭り」を西都市において開催するなど、

木材利用の意義や重要性をわかりやすく普及啓

発する「木育」活動への支援等を行ったところ

でございます。

次に、木材利用技術センター運営であります

が、杉材の利用について幅広く検討するための

スギシンポジウムの開催を初め、杉大径材等の

乾燥技術に関する研究など13の課題についての

試験研究や、国からの受託共同研究に取り組む

とともに、県内の民間企業等に対する指導・助

言などを行ったところであります｡

今後とも、これらの取り組みによりまして川

上、川下が一体となった安定供給体制を整備す

るとともに、県外等への販路開拓や木質バイオ

マスの利用促進を図り、県産材のさらなる需要

拡大に努めてまいります。

次に、150ページをごらんください。（３）森

林と共生する活力ある山村づくりであります。

特用林産物生産振興総合対策でありますが、シ

イタケなど特用林産物の生産体制整備や、新規

参入促進への支援を行うとともに、新燃岳の降

灰によるシイタケ被害対策としまして、降灰除

去用の洗浄機やシイタケ原木被覆用シート等の

資材購入への支援を行ったところであります。

特用林産は、山村地域を初めとする地域経済を

支える重要な産業でありますことから、今後と

も、その生産体制の整備や生産者の確保・育成

などに努めてまいります。

次に、152ページをごらんください。（４）森

林・林業・木材産業、山村を担う人づくりであ

ります。○新 原木新供給システム構築モデルであ

りますが、森林組合が間伐の実施を民間の素材

生産事業体と連携して行う取り組みや、森林組

合連合会がバイオマス加工施設等と協定を締結

し、安定した価格と量で木材を供給する取り組

みへの支援を行い、事業量の確保による林業事

業体の経営基盤の強化を促進したところでござ

います。

次に、林業担い手対策基金でありますが、人

づくりとしまして、林業への就業を目指す高校

生34人に育英資金を貸与し、林業後継者の確保

に努めるとともに、基盤づくりとしまして、1,100

ヘクタールの森林境界の明確化、就労環境づく

りとしまして、社会保険の掛金助成などを実施

し、林業事業体の経営基盤の強化と就労環境の

向上に努めたところでございます。

次に、153ページをごらんください。○改林業労

働安全衛生総合対策でございますが、林業労働

災害の防止を図るため、伐採現場等の巡回指導

や研修会等を開催するとともに、振動障害の早
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期発見と予防のための特殊健康診断への支援を

行ったところでございます。

これらの取り組みによりまして、林業事業体

の就労環境の改善等が促進され、新規就業者が

増加するなどの効果があらわれてきております

が、労働災害の発生や林業就業者の減少・高齢

化は続いておりますことから、今後とも、これ

らの施策を強化し、担い手の確保・育成に取り

組んでまいります。

以上が、決算の状況と主要施策の成果でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

山村・木材振興課からは以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○田口主査 以上で執行部の説明が終了いたし

ました。委員の皆さんの質疑をお受けいたしま

す。

暫時休憩いたします。

午後２時14分休憩

午後２時19分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

委員の皆様の質疑をお受けいたします。

○中野委員 主要施策の128ページ、くだらん質

問だけど、テレビスポットはいつ流しちょっと

かな。見たことがないっちゃけど。昼の視聴率

の少ないときに流しているのか。

○福田循環社会推進課長 テレビスポットＣＭ

は２種類流しておりましたけれども、それぞれ87

回とか88回とか流しておりまして、時間帯につ

きましては、いろいろ時間帯で価格があるもの

ですから、それらに満遍なく流しているので、

夜の時間帯にも流れている分もございます。

○中野委員 わかりました。

○福田委員 124ページ、浄化槽整備ですが、着

実に実績が上がっておりまして、大変望ましい

と思っております。私、ある会合に行っており

ましたら、意外な盲点を見たんです。というの

は、県内一円の農村部の公民館、いろんな集落

が補助事業でつくっていますね。一番多いのは

農政水産部の暖地営農むらづくり時代の公民館

が非常に多いと考えました。県単事業なんかで

営農研修施設と名称が出ています。1,200～1,300

万程度の施設でしたが。その自治公民館の会合

の中で審議されている内容を見ましたら、浄化

槽の整備の問題が出ていました。もちろん県や

市町村の補助を受けてつくった公民館ですから、

当時は単独槽、新しいものでは合併処理槽がつ

いていますね。特に以前の単独槽は、やっぱり

公共施設ですから、この辺は盲点だなと思った

んですが、ぜひ、単独槽の合併処理槽への移行、

それと同時に、適正管理強化、この辺の検査が

受けられていないとか、中に詳しい方がおられ

まして、法定検査の問題まで言っておられまし

た。その辺まで出ていましたから、私は、個人

の施設と違って補助事業でつくった小さな公民

館等、盲点だなと考えました。今、順調に切り

かえが進んでいますし、あるいは法定検査につ

いても、環境管理課長のほうで努力をされてい

るということが前回の委員会でもございました

から、私は評価をしたいんですが、そういう盲

点もあると思いますが、お気づきになっていま

すか。

○橋本環境管理課長 ただいまのお話にありま

したように、農政部門からの補助金等でつくら

れている浄化槽については、合併処理浄化槽、

単独処理浄化槽の適正管理につきましては、他

の浄化槽と同じでございますので、ただいま行っ

ております法定検査等を受けていない浄化槽へ
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の適正管理の維持についての啓発を、それらを

含めて行っているところでございますが、再度

点検をいたしまして、十分にそこまで目が届い

ているかということは確認をしていきたいと

思っております。

○福田委員 以前のものは単独槽が多いですか

ら、公共施設の一つになるわけですから、ぜひ、

特別枠なんかをつくって、宮崎市を除く各関係

市町村に合併処理槽への切りかえを進めていく

べきだとあの意見を聞いて感じました。要望し

ておきたいと思います。

それから、今度は、山村・木材振興課、146ペー

ジ、大きな「みやざきスギ」活用の家パイオニ

ア事業ですが、関西でしたか、現地を御案内い

ただきまして見させていただきました。大変立

派な建物ができておりまして、これが普及すれ

ば木材の消費が加速度的に伸びるなという感じ

がしたんですが、一面、どちらかというと、こ

のタイプのおうちは、私の勘が当たるかどうか

はわかりませんが、富裕層向けの住宅かなとい

う感じがいたしました。大きな柱を使ってやっ

ている。そこで、こういう実証実験も大事であ

りますが、私は、これがだめだとは申しません。

これと並行して、もう少し外材のシェアを食っ

ていくような本県産木材の使用の実証的なパイ

オニア事業をやるべきではないかなということ

を感じたんですが、その辺は大都会でおやりに

なっているんでしょうか。工務店さんは、どち

らかといいますとそう大きい工務店さんではご

ざいませんでした。戸建て住宅の木材消費を大

量にしているパワービルダー等を使った実証実

験をやる時期に来ているんじゃないかなと思い

ます。私は大径材から見て考えたんですが、そ

の辺はどうですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 大きな「み

やざきスギ」活用の家パイオニア事業、確かに、

業者と組んで杉を使ったモデル的なものをやっ

ているということで、ある程度立派なものを見

られたのかもしれません。それ以外にも、こと

しやっているのは、住宅の施主に柱をプレゼン

トして、81本ですけれども、普通の住宅の施主

さんに対してＰＲするとか、今年度から立ち上

げた日本一「みやざきスギ」を中心に、大手の

ハウスメーカーなり、外材を使っているメーカー

なりに「みやざきスギ」を売り込むというよう

な形を今、しているところでございます。

また、産直住宅のほうもいろいろ取り組みを、

同じページにありますけれども、やっていると

ころでございまして、それらを含めて、一般の

住宅にも「みやざきスギ」を使っていただくよ

うな取り組みも進めているところです。

○福田委員 大径材活用というのが悪いんじゃ

ないですよ。こういう富裕層向けの住宅建築の

仕方も大事ですから、しかも大径材の活用がで

きるんですから望ましいと思いますが、一方で

は、木材の大量消費を促す、いわゆるパワービ

ルダー等を使って徹底してやらんといかんなと。

林業関係、非常に農政と並んで暗いニュースが

多いですから、これは宮崎県とか九州で売って

おったんでは、今まではそれで済んだんですが、

関東圏や関西圏で消費を伸ばす施策を、これを

きっかけにぜひ考えるべき時期に来ているん

じゃないかと思いますが、課長は東京からお見

えですかね。

○武田みやざきスギ活用推進室長 おっしゃる

とおり、宮崎のほうも木が育っていまして、大

径材というのがたしか２割ぐらいかと思うんで

すけれども、出てきている状況。これを進めて

いくのは非常に重要なことだと考えています。

当然、大口需要の先とか県外への出荷というの



- 16 -

は非常に重要なことだと思っております。例え

ば、主要施策の145ページなんですけれども、日

本一「みやざきスギ」県外セールス強化事業と

いうのもやっておりまして、ここにおきまして、

県産材の普及などで対外的というか、県外のほ

うへの売り込みなんかも事業として行っている

ところです。見ていただくと、主な実績内容の

ところにもありますとおり、大口需要先への集

合説明会や交流商談会の開催なども行いながら、

宮崎の杉を県外に売り込むということをしてい

るところでございます。

○福田委員 この件は、私は、この委員会にお

りましたから、何回かお話をさせていただきま

したが、事実、こういう事業は何回もおやりに

なっているんですが、成果が出ていないんです。

宮崎県は日本一の杉県、元知事の松形知事が一

生懸命やられて、そういう状況下にありますが、

もうそろそろ成果を出してしかるべき時期じゃ

ないかなと、このように考えております。これ

もやりました、あれもやりましたと、毎年、主

要施策の成果に関する報告書を読みますと、特

に林務関係のものは非常にタイトルがいいです

ね。立派ですよ。このタイトルと中身が一致す

るようにやってもらう時期に来たんじゃないか

なという気がいたしますので、お願いをいたし

ておきたいと思います。

もう一つ、144ページ、繰越事業で書いてござ

いますが、林務の関係で今までは原木シイタケ

一本でございましたが、菌床に取り組まれてい

る経過が載っております。これは大変前進だな

と思っております。特に、今回クローズアップ

されましたのは、原発事故で原木と菌床という

言葉が頻繁にマスコミに流れていますね。もち

ろん両方とも素材が放射能に汚染されておった

ら使えないわけですが、基本的には、どちらか

というと菌床のほうが対消費者に向かって―

原木もそうですが、施設栽培であればいいわけ

でして、そういう意味では、この前、林務にお

尋ねしたときに、この事業はもう終わりだとい

うことをお聞きしたんです。原発事故をきっか

けに、キノコの安全・安心の面からもう一回国

に働きかけをされるべきではないかと思うんで

すが、それはどうですか。

○水垂山村・木材振興課長 森林整備加速化・

林業再生、これは今年度までの事業でございま

すが、前回の委員会でもお話ししましたように、

非常に山村地域、林業・木材産業の活性化にとっ

て必要であるということから、つい先日も、知

事が上京した際に要望したところでございます。

それ以前にもやっておりまして、波状的に国の

ほうにも中央のほうにも要望しているところで

ございます。

○福田委員 ありがとうございます。ぜひ、継

続して復活できるようにお願いをしておきたい

と思います。

私は青果物の関係でよく全国の市場を回るん

ですが、もちろん、菌床よりも原木が品物がよ

くて価格が高いことは自明の理でありますが、

しかし、普通の消費としては大変菌床が多くて、

中央市場等においてはそれが圧倒的なシェアを

占めている。特に宮崎県は中山間地域での所得

の確保に今、困難をきわめておりますから、も

う一回取り組みを強めていただきますようにお

願いをしておきたいと思います。以上。

○押川委員 124ページ、同じく浄化槽の適正管

理についてでありますけれども、先ほど、課長

のほうから説明がありましたけれども、法定検

査を実施していない浄化槽設置者に対して文

書・電話等々で適正管理の必要性を周知して、

法定検査率が８％上昇したということでありま
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すけれども、今回のマル新の事業に対してどの

ような評価をされていらっしゃるのか、お聞き

しておきたいと思います。

○橋本環境管理課長 浄化槽の適正検査につき

ましては、過去の検査率の推移を見ますと、年

間１％程度ずつしか上がっていなかったところ

でございますが、昨年度、この事業をさせてい

ただいたことによりまして、今、委員のほうか

らお話がありましたとおり、８％程度検査率は

上昇したということでございます。ことしもま

た同様の事業をやらせていただいておりますの

で、年度末にはさらに検査率は上がってくるも

のと考えておりまして、２年間の啓発を行うこ

とで、浄化槽管理者の方々の間の中には、検査

を含めまして、適正管理の重要性をかなり認識

していただけるものというふうに考えておりま

す。今後も、さらに手を緩めることなく、検査

率の向上につきましては、適正な維持管理全体

について、啓発を続けていきたいというふうに

考えております。

○押川委員 継続されて23年度もやられるとい

うことですね。

○橋本環境管理課長 現在、取り組んでいると

ころでございます。

○押川委員 同じく８％になったときにはどの

くらいの検査率の状況になりますか。

○橋本環境管理課長 今、まだ年度の途中でご

ざいますので、どのくらいになるかというとこ

ろはまだ……。

○押川委員 ８％とした場合。

○橋本環境管理課長 22年度末で22.4％でござ

いますので、さらに８％といたしますと30％程

度でございますが、私ども、今の状況では、検

査率はそれよりはもっと上に上がってくるもの

というふうに考えております。

○押川委員 本年度は継続でということであり

ますけれども、次年度以降、本年度の状況を見

ながら予算との絡みの中でまたどうされるかと

いうことでしょうけれども、検査率を上げるた

めの工夫というものは、終わってしまったらま

たもとに戻るんじゃなくて、ずっと上げてほし

いということで、我々、委員会の中でずっと意

見を言ったり議論をしておるわけでありますか

ら、また24年度に向かってはどういう形でされ

るのか、我々も期待をしておりますけれども、

意見・要望も以前から言っていますように、で

きれば設置者あたりとの絡みがどうなのかとい

うのが見えてくるといいのかなという気はする

んです。検査をさせるということじゃなくて、

何らかの絡みの中で検査率が上がるシステム、

そういったものをぜひお願いをしておきたいな

と、そのように思います。

○橋本環境管理課長 委員のほうからお話があ

りましたとおり、啓発だけでは検査率は上がっ

てこないということは私どもも十分認識してお

ります。保守点検業者さん、環境科学協会、検

査機関なども含めまして、この維持管理にかか

わりますさまざまな機関や関係者の方々との連

携も図りながら、さらに新しいシステム、浄化

槽管理者の方々が維持管理しやすい、取り組み

やすいシステムを今後考えていきたいというふ

うに思っております。

○押川委員 ぜひ、そのような方向で今後取り

組んでいただきますようにお願いをしておきた

いと思います。

それから、130ページ、市町村有害鳥獣捕獲促

進についてでありますけれども、有害鳥獣捕獲

班206班の2,259名ということとかずっと書いて

あるんですが、そして、施策の成果の中に、有

害鳥獣捕獲班や野生猿等特別捕獲班の捕獲活動
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に対する支援ということでありますから、恐ら

く人件費あたりかなと思いますけれども、電気

さく等の設置あたりはどのくらいこの中でやっ

ていらっしゃるんですか。

○森自然環境課長 平成22年度は809万4,000円

補助をいたしまして、電さくもしくはシカネッ

トにもなっておりますが、合わせて129キロを実

施したところでございます。

○押川委員 今回、我々常任委員会で綾のほう

の猿あたりを追い払うシステム等も見たんです

が、そういうモデル的なものの予算あたりは、

この決算の中にはどこかで出てくるんですか。

○森自然環境課長 昨年度から鳥獣被害対策プ

ロジェクトを組んでおりますけれども、今、委

員おっしゃるのは、農政水産部のほうで集落対

策の一環でやられている部分だと思います。私

どもは捕獲対策と森林の生育環境の対策という

ことで、そちらのほうをやらせていただいてお

ります。

○押川委員 わかりました。またがっているも

のですから、なかなか我々もどこまでだという

のが理解しにくい部分がありまして、申しわけ

ありませんでした。

それから、木材関係、特に中山間地では、材

価が安いというようなことでいろんな対策を

打っていらっしゃるわけであります。22年度も

いろんなイベントなりシンポジウムなり開催さ

れていらっしゃいますけれども、例えば、木材

利用技術センターの運営でシンポジウムをされ

たとかいう形の中で、１億800万ぐらいの予算を

使っていらっしゃるわけです。総体的には相当

のそういったＰＲあたりも含んだ事業というの

があるわけでありますけれども、効果というの

はどのような認識をされていらっしゃるのかな

ということをお聞きしておきたいと思います。

○水垂山村・木材振興課長 木材利用技術セン

ターが行いましたシンポジウムでありますとか、

あるいは宮崎やまんかん祭り、杉コレクショ

ン、147ページの実績のところに細かい数字を上

げておりますが、非常に多くの方に御参加いた

だいて、木のよさ、温かみ、そういったものに

ついての理解が深まっているものと理解してい

るところでございます。

○押川委員 ありがとうございました。ぜひ、

そういうことで、今後もいろんな形の中でまた

取り組みされるというふうに思いますけれども、

できるだけ県産材のＰＲ、あるいはその活用が

できるような形の中でさらに努力をしていただ

ければありがたいと思います。よろしくお願い

しておきたいと思います。

それから、152ページの林業担い手対策基金で

ありますけれども、ここに林業後継者への育英

資金貸与というようなことで34名分ということ

であります。林業においても、農業もそうであ

りますけれども、なかなか後継者確保が難しい

という中で、こういう貸与あたりをしながらど

れだけの方々が従事されるのかなと思うんです

けれども、これは初めてじゃないと思いますか

ら、そういう貸与資金あたりをつくった中での

林業に後継者として残っていらっしゃる方がわ

かれば、お教え願いたいと思います。

○水垂山村・木材振興課長 林業後継者への育

英資金貸与事業につきましては、基金を創設し

ました当初からこういった事業がございまして、

入郷地域の市町村を中心としまして非常に活用

されているということでございます。実績とし

ましては、平成５年から20年度まで、実数464名

の卒業者がありますが、その中で林業関係の職

についている人が12％に当たる38名ということ

でございます｡
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○押川委員 なかなか厳しい状況だなというふ

うには思いますけれども、こういうものを活用

されて後継者あたりにつながれば少しは効果と

いうものはあるのかなと思います。全然ないよ

りもましですね。わかりました。

それから、決算特別委員会資料の12ページ、

聞き落としたと思うんですけれども、拡大造林

事業費の中の委託料でありますけれども、550万

前後、これは分収林関係という話で、ちょっと

聞き取りにくかったんですが、再度、説明をお

願いしたいと思います。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 12ペー

ジの拡大造林事業特別会計でございますけれど

も、これは、県が造林者となって行う県行造林

の事業の特別会計でございます。

○押川委員 わかりました。

○新見委員 主要施策の成果に関する報告書に

ついてお伺いしたいと思います。129ページの自

然環境課ですけれども、今般、レッドデータブッ

クを10年ぶりに改訂されたということで、立派

な赤い冊子になっておりますけれども、これは

国際生物多様性年を記念しての作成みたいです

が、今回このレッドデータブックを改訂するに

当たって、どういった方々が、どのぐらいの年

月をかけて改訂に当たられたかを教えていただ

きたいと思います。

○森自然環境課長 レッドデータブックを作成

するに当たりまして、平成20年からレッドデー

タブック改訂委員会というのを設置しまして、

植物の専門家を３人、動物の専門家を５人、合

計の８人を委嘱いたしまして、平成21年度まで

に５回開催しております。平成21年にその成果

を踏まえながら原稿を作成いたしまして、平成22

年度に印刷をしたということになっております。

もちろん、印刷までにも、委員会形式以外の、

例えば委員との打ち合わせというようなことは

たびたびやっておりますけれども、正式な会合

としましては５回を開催しているところでござ

います。

○新見委員 この10年間で完全に絶滅した種と

いうのはあるんでしょうか。

○森自然環境課長 植物で2000年から2010年の

間に15種絶滅しております。それから、野生で

絶滅しているのが１種、植物では合計16種が絶

滅している。動物では絶滅種はございません。

○新見委員 絶滅の危機に瀕しているようなも

のに対しての保護とか、そういった動きはどう

なるんでしょうか。

○森自然環境課長 このレッドデータブックを

作成するに当たりまして、植物では3,000種のう

ちから879種、動物では7,000種、本県に生息し

ていると言われておりますが、それから607種を

レッドデータブックに載せているような状況に

なっておりますが、2000版に比べまして298種ふ

えているというようなことでございます。この

レッドデータブックを活用いたしまして、例え

ば開発行為に係るアセスメントの参考資料にし

ていただくとか、自然保護の理解を深めていた

だくツールにするとか、そういったことを通し

ながら、絶滅危惧種をなるべく減らしていくよ

うなことも考えておりますし、あるいは重要生

息地というのを、今、県内６カ所指定している

ところでございますけれども、そういう重要生

息地の指定を広げていきながら、固有種を守り

育てていこうというふうに考えております。

○新見委員 それと、別件ですが、127ページ、

循環社会推進課ですけれども、新規事業で海岸

漂着物の処理に関する地域計画策定推進が挙

がっておりますが、説明を聞き逃したかもしれ

ませんけれども、22年度に計画策定に着手して、
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何年計画でこれができ上がるんでしょうか。

○福田循環社会推進課長 この海岸漂着物の計

画は、通常のいろんな総合計画等があります。

５年計画とか10年計画とございますけれども、

そういった何年間を見通してというものではな

くて、これまで海岸の漂着物に対する処理責任

者とか役割分担とかいうのが明確に決まってい

なかったものですから、それをこういう責任分

担、役割分担で処理をしていきましょうという

ふうなものを立てた計画でございまして、言っ

てみれば、向こうずっとこの計画にのっとって

やっていくという計画でございまして、もし、

改定することがあるとしましたら、例えば、今、

海岸漂着物の計画の中では重点区域というのを

指定しております。このあたりに漂着物がたく

さんたまって、そこを重点的に処理しなくちゃ

いけないとかいうふうなものを決めていってお

るんですけれども、今後の台風災害等で違うと

ころにもたくさん漂着物がたまるというふうな

ことがありましたら、随時、必要があればその

時点で見直していくというふうな計画になって

おります。

○新見委員 それと、海岸は宮崎県のみならず

隣県も当然あるわけですけれども、他県との計

画策定に当たっての連携みたいなものはあるん

でしょうか。

○福田循環社会推進課長 計画策定に当たって

は、特に他県と情報交換なり意見を聴取したと

いうことはありませんが、計画の中では、当然、

各県ともこういう計画をつくりますので、その

ときは隣県あたりとの連携といいますか、それ

は書き込んでおりますので、そういう場面にな

れば当然、各県ともお互い協力・連携しながら

対応していくということになろうかと思います。

○新見委員 わかりました。

○岩下委員 環境管理課長にお伺いします

が、123ページの水質環境基準等監視という項目

の中で、8,548万6,000円という大きな金額でさ

れているんですが、河川の水質調査115地点に

なっていますが、これは全県下でしょうか。

○橋本環境管理課長 まず、8,548万6,000円に

つきましては、河川と公共用水域の調査以外に、

地下水の常時監視に係ります井戸の利用状況調

査というのを平成22年度に行っております。そ

ちらのほうに約6,200万程度予算を使わせていた

だいたところでございまして、河川等の常時監

視につきましては、残りの2,000万程度を使って

おります。河川等の公共用水域と申しますが、

その常時監視につきましては、毎年計画を立て

まして、測定する地点、測定する回数を決めて

おります。それに基づきまして、委託により、

生活環境項目、健康項目、それぞれの項目につ

きまして監視を行って測定を行っているところ

でございます。

○岩下委員 うちの地元でもそうですけれども、

川の水質においては異常はない。しかし、子供

を川で遊ばせられない。どうしてかといいます

と、ヘドロがたまっているというわけですね。

ですから、昔を懐かしんで川に行って入ったと

ころ、30～40センチぶくぶく潜ってしまう、足

がはまってしまう。それで臭くてたまらんとい

うわけです。ですから、水質では別に問題はあ

りませんよということで調査はあるんですけれ

ども、ヘドロ関係で調査というのはこの中には

入っていないわけですね。

○橋本環境管理課長 委員おっしゃいますよう

に、ヘドロということにつきましての調査は行っ

ておりませんが、それは川をきれいにするとい

うことではないかと思います。それにつきまし

ては、別の事業で、次の124ページの上から４つ
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目の事業で、「未来につなぐ『ふるさとの水辺』

再発見」というものがございますけれども、こ

れにつきましては、人間が持っております感覚

によりまして水質を評価する、そういったこと

を小学生の方々を中心にやっていただくことに

よって、川の水をきれいにする。そういったこ

とを皆さんに普及したい。直接的に測定ではご

ざいませんけれども、そういったことで啓発を

するということを行っておるところでございま

す。

○岩下委員 水辺の環境を守ろうということで、

ボランティア活動がかなりうちの地元でも積極

的にされているんですけれども、あのにおいだ

けはどうしようもないということで、また今後、

何かそういった制度なりありましたらお願いし

ます。その場所だけじゃなくて、その上流も、

とても潜れない。環境教育という形の中では、

子供たちが川で遊んで、魚をとったり、そういっ

た点では非常に大事なことじゃないかなと思い

ますので、今後御検討いただければありがたい

と思います。

○橋本環境管理課長 私どもも、ぜひ、そのよ

うな川、皆さんに愛されるきれいな川を守って

いきたい、つくっていきたいと考えております

ので、今後もこのような事業を利用して啓発に

努めていきたいと思います。

○岩下委員 ありがとうございました。よろし

くお願いします。

○中野委員 成果に関する報告書の127ページ、

先ほどの新見委員の関連ですけれども、海岸漂

着物、台風の後なんか、材木なんかが流れてき

て、今までどこが責任持って取るかというのが

明確じゃなかったんですね。これは法律か何か

変わって、この計画をつくるということは、災

害の後の漂着物なんかもこの計画に基づいて処

理できるということでいいわけですか。

○福田循環社会推進課長 委員おっしゃるとお

り、これまで台風災害はもちろんですけれども、

それ以外のときにも、海岸に着いている漂着物

をだれが責任を持ってやるかという部分が明確

でないために、具体的な処理をする際にいろい

ろと混乱も招いた部分もありましたので、これ

が今回、国の海岸漂着物処理推進法という法律

が21年にできました。その中で海岸管理者、例

えば、県でいえば河川課であるとか漁港漁場整

備課であるとか、そういった海岸の管理者とい

うのが決まっていますので、その海岸管理者が

まず責任を持って処理する、処理責任はそこに

あるということが明確にうたわれましたので、

それに基づいて計画もつくったということでご

ざいます｡

○中野委員 宮崎の海岸線を見れば、責任者は

ほとんど県ですか。市町村もあるわけですか。

○福田循環社会推進課長 宮崎県の海岸でいき

ますと、現実には県がすべて管理者ということ

になります。

○中野委員 新しい法律では、財源は交付税と

か何か明記されてあるわけですか。

○福田循環社会推進課長 財源については、一

般的にはそれぞれの管理者が県単の予算で組ん

でおりますけれども、今回、法律に基づいて地

域計画を我々つくりましたので、先ほど、御説

明のときに重点区域というところを決めていま

すと申し上げましたが、そこについては、国の

グリーンニューディール基金という基金を使っ

て処理ができるようになっていますので、その

財源は県単とは別物として用意はされておりま

す。

○中野委員 わかりました。

118ページ、県営林維持管理強化促進（県単）
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事業２億4,960万、これは、簡単に言うと、緊急

雇用対策があるからたまたまこういう金額に

なったということでいいんですか。

それと、緊急雇用対策が切れた場合の通常の

県営林の管理費はどれぐらいか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 県営林
も り

維持管理強化促進事業ですけれども、これは、

委員お話しのように、緊急雇用の対策事業を活

用しまして、県が所有しております海岸県有林

の松葉かき、ヒノキの枝打ちとか、作業道の整

備とか、そういったことに活用させていただい

て、県有林の整備・保全、あわせて雇用対策に

活用しようということで、約２億5,000万ほどか

けて事業を行っているところでございます。

県有林と県行造林と２つの特別会計がござい

ます。通常の管理につきましては、県行造林の

伐採収入、県有林は長伐期にすべて移行してお

りますので、県有林の間伐による収益、そういっ

たもので維持・保全事業を行っているところで

ございます。

○中野委員 確認しますけれども、この強化促

進事業は、たまたま緊急雇用対策があったから、

ある間はこれが出てくるということで、その制

度がなくなればここの欄は消えるということで

いいんですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 御指摘
も り

のように、緊急雇用対策で大きく２億5,000万と

いうことで有効に活用させていただいたという

こ と で 、 通 常 は 財 産 収 入 が 、 県 有 林 で

約5,000～6,000万ぐらい、それと県行造林のほ

うで約6,500万ぐらいの立木売り払いがございま

すので、その益金の中で経費を出して維持管理

しているということでございます｡

○中野委員 委員会資料、給料なんか出ていま

すけど、環境森林部の各課の今の職員数を教え

てください。

○山内環境森林課長 環境森林部の職員数です

けれども、まず環境森林課が部長、次長を入れ

て31名です。環境管理課が現員としましては17

名です。循環社会推進課が14名。自然環境課21

名。森林経営課が19名。山村・木材振興課が24

名。それと３部共管で工事検査課というのがあ

るんですけれども、そちらのほうに５名で、トー

タルで本課で131名です。出先としましては林業

技術センターと木材利用技術センター。

○中野委員 わかりました。

○福田委員 144ページの森林整備加速化・林業

再生事業の関係ですが、特に木質バイオの関係。

ことし、委員会の県北調査で今やっている22年

度のものを見せていただきまして、非常に立派

にできていまして、特にチップが旭化成のひも

つきということで、これは大丈夫だなというふ

うに感じたんです。補助率も高かったから。こ

こにあります小林市ほか１町、日向市ほか１町、

これは完成して稼働していると思うんですが、

現況を教えてください。

○武田みやざきスギ活用推進室長 木質バイオ

マス加工・利用施設整備等への支援ということ

で、木質バイオマス加工施設、小林市ほか１町

ということなんですけれども、現在、小林市の

宮崎ウッドペレットのほうは、３月から稼働を

始めていまして、一時期、夏場にちょっと休止

はしたんですけれども、今、稼働しているとこ

ろです。あと三共という企業もやっておりまし

て、これも稼働しているところです。

日向市ほかのところなんですけれども、利用

施設ということでボイラーのほうを入れたりと

かしております。これについては21年度と22年

度にやっておりますけれども、施設整備のほう

は終わっているということでございます。
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済みません。小林市のほうで、ひなもり園と

いうところが22年度に加速化事業で入れている

ところです。日向の温泉施設のほうにも林構事

業のほうで21年に入れております。それぞれ稼

働しているというふうに聞いております。

○福田委員 今の説明では、両施設とも順調に

稼働していると、経営的にも問題なくいけると、

そういうふうに解釈していいんですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 それぞれ稼

働しているということなんですけれども、全く

問題がないというわけではないので、ペレット

の質の改良とか、そういうのを進めながら稼働

を続けているところでございます。

○福田委員 延岡の立派な施設を見せていただ

きましたが、あれはペレットじゃなくてチップ

でしたね。これは両方ともペレット方式ですね、

最終商品。

○武田みやざきスギ活用推進室長 延岡のチッ

プのほうは、チップの燃料になると聞いており

ます。ペレットに加工するわけではなくて、チッ

プに加工してそのまま使う。

○田口主査 その意味は違って、小林の話はチッ

プなのかペレットなのかということです。

○武田みやざきスギ活用推進室長 小林のほう

の施設については、ペレットに加工して熱利用

をしているということでございます｡

○福田委員 私は、３年前でしたか、４年前、

岡山の先進工場、あれは銘建工業でしたか、あ

そこを視察しまして、当時、その工場の経営者

から聞いたことは、ペレット加工しての燃料使

用というのは無理があると。加工費を一段かけ

るわけですからね。そういう方式では延岡のチッ

プ方式は理にかなっているなと行って見て感心

したんでしたが、ペレットを使ってＡ重油の代

替燃料の試験も農政のほうでも何回もやってき

ましたね。しかし、なかなかうまくいかない。

単価の問題等、あるいは燃料の連続供給、自動

供給の問題、そういう問題がありますから、私

は何回もお話を申し上げますが、今また石油価

格がかなり下がりましたから、ペレットや木質

バイオマスの対石油優位性がなくなるんですね。

常時優位性を保つためには、本県は林産県です

から、コストをかけない木質バイオマス燃料を

つくる技術を確立しなくてはいけないなと思っ

ております。メーカーだけがこうだああだと押

し売りするようではだめだと思います。

延岡の機械はヨーロッパの先進国のものが来

ていましたから、かなり高性能の機械で感心し

たんですが、製造コストをかけないバイオマス

燃料をつくる方式を確立する必要があると思い

ます。もちろん、ペレットがオールアウトじゃ

ないんですよ。いわゆる家庭用の暖房機等につ

いては、ああいう荒削りのチップは使えません

が、見ばからしまして、やっぱりペレットです

ね。岡山県の真庭市でしたか、あそこもそのよ

うにされていました。しかし、バイオマスを大

量に使う工場はチップでしたね。その辺から私

もちょっと心配になりまして……。延岡のもの

は75％ぐらいの補助だそうですが、決算では８

億8,300万ですから、６億6,700万残っています

が、国のは全然ないんですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 それぞれの

施設に対して補助率は決まっておりまして、２

分の１とか３分の１とか協定なんかがあると思

いますけれども、その補助率で施設は建ってい

るところでございます。国から来た補助金でで

すね。

○福田委員 ここでは県と事業主体半々と書い

てありますね。50％・50％で。延岡は国の事業

が入ったということを御説明になりましたね。
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県も余力があって県単の事業かなと思ったんで

すが。

○武田みやざきスギ活用推進室長 県２分の１、

事業主体２分の１と書いてあるのは、国から来

た補助金が、一たん、森林整備加速化・林業再

生基金に入りまして、そこから出ているという

ことで、表現上は県というふうになっておりま

す。

○福田委員 内容は国の補助金ですね。

○武田みやざきスギ活用推進室長 済みません。

言葉が足りずに申しわけありません。県の２分

の１というのは、国から来ているお金が使われ

ているということでございます。

○福田委員 延岡の75％の高率補助は、オール

国の資金ですか。

○田口主査 延岡はたしか谷明産業だったです

か、そこの補助率の件です。

○武田みやざきスギ活用推進室長 75％という

ことなんですけれども、施設整備と原料を仕入

れる費用に対する補助もやっておりまして、合

わせてそれぐらいの補助率になっているという

ことでございます。

○福田委員 わかりました。

そこで最後にお願いでありますが、本県は、

かつていろんな木材加工施設、大径材集成材の

工場とかをやってきました。長続きしないんで

すね。ですから、せっかく県の大事な予算を投

入してつくった施設が、これから順調に稼働で

きるようにフォローもしてほしいなと、そうい

う気持ちでいっぱいでありまして、ぜひ、その

点をくれぐれも要望しておきたいと思います。

以上でございます。

○武田みやざきスギ活用推進室長 木質バイオ

マスの利用については重要な位置づけだと思っ

ておりますので、今後とも、事業がうまく回っ

ていく支援をしていきたいと思っております。

○二見副主査 140ページの林業普及指導の件に

ついてお伺いしたいんですけれども、実績内容

の一番下の林業経営推進システムの開発という

のは、内容は一体どういうものなのか、教えて

いただけないでしょうか。

○佐藤森林経営課長 林業普及につきましては、

市町村の指導とか森林組合の指導、林家の指導

というのが主なものになりますけれども、これ

につきましては、今、叫ばれております施業の

集約化等を進めていかなくてはいけないという

ことで、パソコンを媒体として、パソコンの中

に森林の図面とか写真を呼び込んで、所有者等

に対してこういう集約の方法がありますよとか、

市町村とか森林組合に対してこういうことをや

りましょうやというツールとして開発したのが

このシステムでございます。パソコンを開きま

すと、任意に呼び込むんですけれども、その中

で、例えば森林簿の内容とか、それに付随する

写真が並列して見れるようになっております。

○二見副主査 この間のＧＩＳシステムですか、

あれに関連する内容と同じといいますか、要す

るに県のほうがそのシステムを利用して各森林

組合や、そういったところに情報提供なり、経

営指導といいますか、そういうものをするシス

テムということですか。

○佐藤森林経営課長 この前おいでになって見

ていただいたＧＩＳシステムほどには機能は高

度ではありませんけれども、持ち運びができる

ということで、容量等も限られて、あれよりも

若干落ちますけれども、ＧＩＳシステムの機能

に近い形で、先ほど申しましたように、図面と

写真を並列して見れるとか、その程度のシステ

ムになっております。

○二見副主査 もう一点なんですが、いろんな
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補助制度とか人材育成とかにも取り組んでい

らっしゃるのはわかったんですけれども、138

ページの森林路網整備専門技術者養成について

なんですが、この決算額が4,200万ほどになって

います。ほかの育成の割合に比べて、これだけ

が１名当たり大体600万ほどかかっているみたい

なんですけれども、ほかのはそこまで費用はか

かっていないと思うんですが、内容は一体どう

いったものに使われているんでしょうか。

○佐藤森林経営課長 この事業は、ちょっと御

説明申しましたけれども、現場の路線選定から

測量、計画等を総合的にできる路網の技術者を

育てるということで、これも緊急雇用創出特例

基金を使いまして人件費等の補助を行っている

ところでございますが、これは、治山林道の専

門的な機関であります本県にあります治山林道

協会に委託しております。その中で、全体事業

費は4,200万程度となっておりますけれども、ほ

ぼ１年間、研修生を雇い入れる形で教育いたし

ますので、この中身の約2,200万程度が研修生へ

の手当ということになっておりまして、そのほ

か、講師等の手当が1,800万程度ということに

なっております。この７名の方につきましては、

若い方ということで、20歳から38歳までの方な

んですけれども、平均年齢が約28歳ということ

で、この７名の修了者の方は全員、森林組合に

技術者として採用されております。以上です。

○田口主査 ほかにございますか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、以上をもって環境森林

部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時20分休憩

午後３時22分再開

○田口主査 委員会を再開いたします。

あすの分科会は、午前10時に再開し、農政水

産部の審査を行うことといたします。

そのほか、何かございませんか。

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕

○田口主査 以上で本日の分科会を終了いたし

ます。

午後３時22分散会
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平成23年９月29日（木曜日）

午前10時１分再開

出席委員（８人）

主 査 田 口 雄 二

副 主 査 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

農政水産部次長
緒 方 文 彦（ 総 括 ）

農政水産部次長
押 川 延 夫（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司（ 水 産 担 当 ）

畜 産 ・ 口 蹄 疫
永 山 英 也復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

ブ ラ ン ド ・
鈴 木 大 造流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

営 農 支 援 課 長 山 内 年

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

畑かん営農推進室長 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁業・資源管理室長 成 原 淳 一

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 高 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策室長 岩 﨑 充 祐

工 事 検 査 監 中 尾 正 史

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 井 上 裕 一

畜 産 試 験 場 長 税 田 緑

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

議 事 課 主 幹 伊 豆 雅 広

総務課主任主事 押 川 康 成

○田口主査 分科会を再開いたします。

農政水産部の審査を行います。

まず、部長より平成22年度決算の概要につい

て説明をお願いいたします。

○岡村農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

本日は、農政担当次長の押川と畜産試験場長

の税田が、行事により午前中の分科会を欠席さ

せていただいております。大変申しわけござい

ません。よろしくお願いいたします。

それでは、平成22年度の決算につきまして、

説明をさせていただきす。

お手元の普通会計決算特別委員会資料の１

ページをおあけください。平成22年度の主要施

策の内容についてでございます。
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まず１、総合計画に基づく施策の体系表をご

らんいただきたいと思います。

農政水産部では、新みやざき創造計画や部門

別計画に基づきまして、各種施策を積極的に推

進してきたところでございます。

初めに、「経済・交流の舞台づくり」の農業の

振興につきましては、まず、意欲ある担い手づ

くりとして、担い手への農地の利用集積や、認

定農業者及び農業法人の育成・確保、他産業か

らの農業参入支援などに努めたところでござい

ます。

また、力強い産地づくりでは、商品ブランド

認証制度の推進や効率的な生産・流通体制の整

備、畑地かんがい施設等の農業生産基盤の整備

等を推進するとともに、地球温暖化への対応な

どに取り組んだところでございます。

次に、食と農の絆づくりでは、食品表示の適

正化や、県民運動としての地産地消、食育活動

の推進などに取り組むとともに、家畜伝染病防

疫体制の強化に努めたところでございます。

さらに、環境と調和した循環型農業づくりで

は、エコファーマーの育成やバイオマス資源の

利活用の推進などを図るとともに、元気な地域

づくりでは、中山間地域等直接支払制度の推進

やグリーン・ツーリズムの推進など、農村地域

の活性化に取り組んだところでございます。

次に、２ページの水産業の振興につきまして

は、豊かな資源の持続的利用と水産技術開発の

推進として、資源づくりを推進するため、種苗

の生産及び放流、魚礁漁場の造成等に取り組ん

だところでございます。

次に、競争力のある経営と消費者に信頼され

る水産物の供給の推進では、漁協組織の強化の

推進や、ブランド認証品のＰＲによる消費拡大

など、生産・流通体制の強化を図ったところで

ございます。

また、多様な担い手の確保と多面的機能を有

する魅力ある漁村の創造では、漁業士等のリー

ダーの育成や漁港・漁村の整備などに取り組ん

だところでございます。

以上が、平成22年度の主要施策の主な内容で

ございます。詳細につきましては、後ほど、各

課長から御説明いたします。

次に、22年度の決算状況について御説明いた

します。

３ページをお開きください。２の平成22年度

決算事項別明細総括表についてでございますが、

まず、一般会計の部の合計の欄をごらんくださ

い。最終予算額1,862億1,398万1,240円に対し、

支出済額1,749億2,677万537円、翌年度への繰越

額が、明許繰り越し98億1,457万6,500円、事故

繰り越し155万8,000円、不用額が14億7,107

万6,203円となっております。また、特別会計に

つきましては、最終予算額５億3,692万円に対し、

支出済額が３億1,179万3,272円、不用額が２

億2,512万6,728円となっております。特別会計

を含めました農政水産部の合計では、最終予算

額1,867億5,090万1,240円に対し、支出済額1,752

億3,856万3,809円となっており、執行率は93.8

％、繰越額を含めますと99.1％となっておりま

す。

なお、詳細な決算の状況につきましては、後

ほど、各課長から御説明させていただきます。

次に、監査における指摘事項についてでござ

います。

５ページをお開きください。（１）収入事務の

指摘事項でございますが、農業改良資金につい

て、「財務規則に定められた滞納整理票が作成さ

れてないものが見受けられた」との指摘につき

ましては、財務規則に基づく滞納整理票を作成
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し、備えつけたところであります｡

次に、（２）支出事務の指摘事項でございます

が、みやざきブランド推進対策事業費補助金ほ

かについて、交付決定事務のおくれ等を指摘さ

れております。これにつきましては、事業内容

の精査を効率的に行うための事務処理体制の整

備や、進捗管理表の作成などにより、適正な事

務処理に努めることといたしました。

このほか、契約事務において、契約書の作成

時期についての指摘、物品の管理について、亡

失損傷報告書が提出されていないなどの指摘を

受けております。指摘の内容につきましては、

記載どおりでございますが、今後、このような

指摘を受けることのないよう、規則に基づく適

正な事務処理を指導徹底してまいります。

なお、別途配付されております平成22年度宮

崎県歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査意

見書において、２件の意見・留意事項がござい

ましたが、これにつきましては、後ほど、関係

課長から御説明させていただきます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○田口主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより、農政企画課、地域農業推進課、営

農支援課、農産園芸課の審査を行います。

平成22年度決算について、各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は４課の説明がすべて終了

した後にお願いいたします。

○郡司農政企画課長 農政企画課でございます。

農政企画課の平成22年度の決算状況につきまし

て御説明いたします。

初めに、お手元の平成22年度普通会計決算特

別委員会資料の３ページをお開きください。一

番上の農政企画課のところでございます。農政

企画課は、一般会計のみで、平成22年度最終予

算額24億9,140万3,000円に対し、支出済額23

億1,933万9,625円、翌年度への繰越額１億5,290

万5,000円、不用額1,915万8,375円となり、執行

率は93.1％となってございます。

次に、農政企画課の決算事項別の明細は、８

ページから10ページに記載してあります。説明

につきましては、一般会計の目における予算の

不用額が100万円以上のものと執行率が90％未満

のものについて、説明をさせていただきます。

なお、各課におきましても、同様の説明とさ

せていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

８ページをごらんください。まず、（目）農業

総務費につきましては、不用額が1,549万1,311

円となっております。主なものは、委託料と次

のページの負担金・補助及び交付金でございま

して、委託料につきましては、農業、水産業の

長期計画作成に係る計画書の作成費でございま

すけれども、長期計画が危機事象の発生を反映

させるため、計画そのものの作成を本年度に延

期したことに伴うものでございます。

次に、負担金・補助及び交付金でございます

が、「みやざきブランド」連携型プロモーション

強化等の補助金につきまして、２月から３月に

予定しておりましたフェア等が新燃岳噴火や東

日本大震災の影響で開催できなかったというこ

とにより、執行残となったもの等でございます。

次に、９ページのほうをお開きください。（目）

農業協同組合指導費で執行率が87％となってお

ります。これは、危機事象の発生等による常例

検査の縮小に伴うもの及び需用費等の事務費の

節約によるものでございます｡

次に、（目）総合農業試験場費でございますが、
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不用額が291万4,736円となってございます。こ

れは、試験場管理費の節約による執行残でござ

います｡

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について、その主なものについて説明いたした

いと思います。

平成22年度主要施策の成果に関する報告書

の203ページをお開きいただきたいと思います。

（２）力強い産地づくりでございます。主な事

業の１つ目の○新 儲かる農水産業を支援する試験

研究機能強化につきましては、安全・安心、健

康、環境等、時代が求める多様なニーズに対応

した技術開発や、新品目・新品種の育成を行う

ため、産学官や農商工連携等の共同研究とし

て、21の研究課題への緊急的な取り組みを行い、

今現在、生産現場への成果普及を行っていると

ころでございます。

次に、地球温暖化対応産地構造改革モデル実

証につきましては、地球温暖化の進行による農

水産物生産への影響が懸念される中で、平成20

年度に設置いたしました農水産業温暖化研究セ

ンターを核に大学や民間企業等の協力を得なが

ら、将来的な温暖化予測や農業への影響調査等

を実施いたしました。引き続き、温暖化に対応

できる産地づくりに向けた取り組みを進めてま

いりたいと考えておるところであります｡

次に、204ページのほうをお願いしたいと思い

ます。○新 「みやざきブランド」連携型プロモー

ション強化につきましては、量販店等でのトッ

プセールスや、海外におけるフェアの開催等を

通して、本県農畜産物のＰＲや販売促進に努め、

さまざまな業態との連携による情報発信力の強

化に努めてまいったところでございます。

次に、○新 みやざきの畜産再生・再スタート支

援につきましては、口蹄疫からの再生・再スター

トを図るため、畜産関係者等が一堂に会した「新

生！みやざきの畜産」総決起大会を開催し、口

蹄疫からの再生・復興に向けた機運の醸成を図

りました。また、本県畜産物の信頼性の回復や

イメージアップを図るため、量販店等でのトッ

プセールスや各種キャンペーン等を開催したと

ころであります｡

次に、○改 みやざき型集約物流体制確立につき

ましては、ピーマン等の共同販売品目を中心に

効率的輸送体系の確立に向けて、輸送コストの

削減や品質維持等に取り組みますとともに、海

上航路への利用を促進し、定時的・安定的な輸

送体制の構築を推進したところであります｡

農事試験につきましては、本県独自の品種開

発、省力化・低コスト化を目指した宮崎方式の

栽培技術の確立など、本県農業の基幹となる技

術等の開発に取り組んだところでございます。

今後とも、安全・安心、健康、環境などの多様

なニーズに対応できるとともに、農業者の所得

確保につながるための試験研究を一生懸命進め

てまいりたいというふうに考えております。

以上が、主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果についてでございますけれ

ども、監査委員の決算審査意見書につきまして

は、特に報告すべき事項はありません。

農政企画課は以上でございます。よろしくお

願いします。

○奥野地域農業推進課長 地域農業推進課でご

ざいます。

初めに、お手元の平成22年度普通会計決算特

別委員会資料の３ページをお開きください。地

域農業推進課は、一般会計と特別会計がありま

すが、まず、一般会計について御説明いたしま

す。平成22年度最終予算額30億2,646万6,000円

に対しまして、支出済額は28億3,593万7,111円、
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翌年度への繰越額は１億3,622万円、不用額

は5,430万8,889円となり、執行率は93.7％となっ

ております。

次に、特別会計ですが、最終予算額は２億1,516

万7,000円に対しまして、支出済額は２億1,515

万5,188円、不用額は１万1,812円となり、執行

率は99.9％となっております。

次に、当課の決算事項別の明細は11ページか

ら14ページに記載しております。11ページをご

らんください。一般会計ですが、（目）農業改良

普及費につきましては、不用額が124万38円と

なっております。これは、報償費や旅費が主な

ものですが、鳥インフルエンザや新燃岳噴火に

よって、研修会や会議の開催を中止したこと等

による執行残でございます｡

12ページをごらんください。（目）農業振興費

につきましては、不用額が5,256万5,440円、執

行率が88.7％となっております。これは、農業

大学校の運営における執行残や、みやざき農業

経営力強化支援事業における執行残、また、経

営構造対策事業における入札残等でございます。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について、その主なものを御説明いたします。

平成22年度主要施策の成果に関する報告書

の207ページをお開きください。まず、（１）の

意欲ある担い手づくりにつきましては、認定農

業者や農業法人の育成、また、新規就農者の確

保や他産業からの農業参入を支援するとともに、

耕作放棄地の解消や農地の利用集積を推進いた

しました。

主な事業及び実績ですが、みやざきフロンティ

ア農地再生事業では、耕作放棄地の再生整備を

推進するとともに、他産業からの農業参入や農

業法人の経営力強化に対する支援を行ったとこ

ろでございます。

次に、208ページをお開きください。みやざき

農業経営力強化支援事業ですが、農業法人の経

営力強化を図るため、経営の規模拡大や多角化

を目指す農業法人等における新規雇用を支援し

たところでございます。

次の○新 みやざき農商工連携ビジネスチャンス

発掘事業ですが、地域の農業者や商工業者の持

つアイデアを幅広く掘り起こし、事業者間のマッ

チングを効率的に行うことにより、地域発の農

商工連携の事業化を促進したところでございま

す。

同じく、○新 農地利用集積円滑化促進事業です

が、農地法の改正によりまして、全市町村に農

地利用集積円滑化団体を設置することとなった

ことから、農地集積サポーターを配置し、新制

度の定着を図るとともに、担い手への農地の利

用集積を促進したところでございます。

○新 みやざき担い手経営資源継承総合対策事業

でございますが、担い手の減少・高齢化が進行

する中、産地みずからが確保すべき担い手を明

確化し、これらの担い手に農地・施設などの経

営資源を円滑に継承する仕組みを構築し、地域

農業の維持発展を図る取り組みを支援したとこ

ろでございます。今後とも引き続き、産地や関

係機関の連携のもと、意欲ある担い手の育成確

保に向けた取り組みを進めてまいりたいと思い

ます。

次に、211ページをお開きください。（５）の

元気な地域づくりにつきましては、中山間地域

の特色ある地域資源を生かした付加価値の高い

農業の展開や、都市と農村の交流の促進等、農

村の活性化を推進いたしました。

主な事業及び実績ですが、中山間地域等直接

支払制度推進事業です。中山間地域等において、

集落協定に基づき、共同での草刈りや水路の維
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持管理などに取り組むことによりまして、持続

的な農業生産活動や耕作放棄地の防止が図られ

たところでございます。引き続き、中山間地域

の活性化に向けて事業を推進してまいりたいと

考えております。

以上が、主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果についてでありますが、監

査委員の決算審査意見書に関して特に報告すべ

き事項はありません。

地域農業推進課は以上でございます。

○山内営農支援課長 営農支援課でございます。

初めに、お手元の平成22年度普通会計決算特

別委員会資料の３ページをお開きください。営

農支援課におきましては、一般会計並びに農業

改良資金特別会計がございます。

まず、一般会計は、最終予算額22億4,160

万6,000円に対し、支出済額は21億9,676万3,859

円で、その結果、不用額は4,484万2,141円とな

り、執行率は98.0％です。

特別会計は、最終予算額１億454万1,000円に

対し、支出済額は7,623万4,347円で、その結果、

不用額は2,830万6,653円となり、執行率は72.9

％です。

次に、当課の決算事項別の明細は、15ページ

から19ページに記載してございます。15ページ

をお開きください。まず、（目）農業総務費につ

きましては、不用額が777万9,858円となってお

ります。これは、報酬や職員手当等が主なもの

で、産休代替非常勤職員の報酬や、職員手当は

時間外手当の執行残などが不用となったもので

あります。

（目）農業改良普及費につきましては、不用

額が536万5,364円となっております。これは、

旅費や委託料、使用料が主なもので、各農業改

良普及センターなどにおいて節約を行ったこと

によるものであります。

16ページの（目）農業振興費につきましては、

不用額が1,751万6,737円となっております。こ

れは、17ページの負担金・補助及び交付金が主

なもので、融資機関等に支払う利子補給金と利

子助成金の確定額が予定額を下回ったことによ

るものであります。

（目）肥料対策費につきましては、不用額が332

万7,125円となっております。これは、旅費と需

用費が主なもので、各農林振興局等において節

約を行ったことによるものであります。

（目）植物防疫費につきましては、不用額

が1,085万3,057円となっております。これは、

旅費と需用費と役務費が主なもので、旅費と需

用費は病害虫防除・肥料検査センター等におい

て節約を行ったこと、役務費は農産物安全・安

心日本一推進事業でマイナー作物の登録拡大試

験を実施した際、作物残留試験が一部不要になっ

たことに伴うものでございます。

次に、19ページをお願いいたします。農業改

良資金特別会計の（目）農業振興費につきまし

ては、不用額が2,830万6,653円となっておりま

す。これは、昨年度の農業改良資金の制度改正

に伴いまして、平成22年10月１日より貸付主体

が（株）日本政策金融公庫に移管されまして、

県の貸し付けが終了したことにより特別会計を

廃止した際に生じたものでありまして、主に延

滞違約金の国への納入が、国との協議の結果、

全額県への歳入と認められまして、不要となっ

たことに伴う執行残によるものであります。

以上が、決算事項別の明細であります｡

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について主なものを説明いたします。

報告書の213ページをごらんください。（１）

の施策、意欲ある担い手づくりについてであり
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ます。主な事業、元気な農家をつくる経営健康

診断では、本県農業の担い手の育成及び経営強

化を図るため、経営改善意欲の高い農家に対し

まして、経営革新プランの作成支援やプランに

基づく経営健康診断、コンサルティング等の重

点指導を実施しました。

また、利子補給金・助成金では、農業近代化

資金などの各種農業制度資金への利子補給・利

子助成を行いまして、農業者の経営改善や規模

拡大等について支援を図ってきたところでござ

います。

次に、214ページをお開きください。（２）の

施策、力強い産地づくりについてであります。

農業改良普及センター運営では、農業技術の多

様化・高度化等に対応するため、県下８カ所の

農業改良普及センターを拠点といたしまして、

普及指導員の行う巡回指導、相談、研修、講習

会等を進めてまいりました。

また、農産物安全・安心日本一推進では、生

産者はもとより営農指導員や農薬販売者等を対

象といたしました農薬適正使用研修会等を実施

するとともに、青果市場を通じた系統外生産者

への生産履歴の記帳推進、マイナー作物の農薬

登録拡大に努めたところでございます。

215ページをごらんください。○新鳥獣被害防止

地域力パワーアップでは、鳥獣被害対策スペシャ

リストと、本庁及び各地域の鳥獣被害対策特命

チームとの連携によりまして、鳥獣被害対策マ

イスター等の人材育成や、研修会の開催により

まして、野生鳥獣を寄せつけない集落環境づく

りの支援とか、モデル集落の設置に取り組んで

きたところでございます。

施策の成果といたしましては、安全な農産物

の生産体制づくりや、地域ぐるみでの鳥獣被害

対策の確立を図ったところでございますけれど

も、今後とも、力強い産地づくりに向けた加工

品の開発、もうかる農業の展開など、農業者の

高度で多様なニーズにこたえ得る普及事業の強

化を進めていく必要があると考えております。

次に、216ページをお開きください。（３）の

施策、食と農の絆づくりについてであります。

みやざきモデル食育・地産地消推進では、食育・

地産地消の推進大会を開催するなど、県民に対

する普及啓発を行うとともに、学校給食への地

元食材活用や、地域の自主的活動に対する支援

等を実施いたしました。

成果といたしましては、生産から流通・消費

に至る食の安全・安心の確保に向けました総合

的な施策の推進を図ったところでありますけれ

ども、今後とも、市町村段階における食育・地

産地消推進計画の策定を促進するなど、県民運

動としての食育・地産地消の展開を進めていく

必要があると考えております。

次に、218ページをごらんください。（４）の

施策、環境と調和した循環型農業づくりについ

てであります。「宮崎産なら安心」産地体制確立

では、環境保全型農業の開発・実証を行うとと

もに、営農集団の取り組みを支援するとともに、

ＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進を行いまし

た。

成果といたしましては、先進的取り組みによ

る環境保全型農業への誘導が着実に図られつつ

ありますけれども、環境に配慮した農作物の生

産体制の強化等に引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。

以上が、主要施策の成果でございます。

最後に、平成22年度宮崎県歳入歳出決算審査

意見書について御報告いたします。

審査意見書の36ページをごらんください。

（２）農業改良資金特別会計についてでありま
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す。この中の一番下にありますように、「就農支

援資金については、新設された就農支援資金特

別会計に継承されたが、農業改良資金について

は、収入未済額が一般会計に引き継がれており、

その早期解消に向けた取り組みが望まれる」と

いう意見・留意事項等がありました。農業改良

資金の償還指導は、延滞者の固定化が進むとと

もに、近年の厳しい農業情勢を背景といたしま

して、年々、困難の度合いを増してございます。

このような状況から、各農林振興局を中心とい

たしまして、農協等の関係機関との連携を図り

ながら、借受者の農業経営改善が適切に図られ

るよう、きめ細かな営農経営指導を実施し、延

滞金の回収を粘り強く行うとともに、保証人を

交えた面談を行うなど、償還金の分割納付を含

めまして、延滞者の個々の実情に応じた償還指

導に取り組んでいるところでございます。

なお、イにありますように、平成22年度末の

収入未済額は、前年度と比べ870万円余減少して

おりますけれども、今後とも、個々のケースに

応じた償還指導を確実に実施し、収入未済額の

圧縮を図ってまいります。

営農支援課は以上であります。

○加勇田農産園芸課長 農産園芸課の平成22年

度予算に係る決算状況等について御説明いたし

ます。

初めに、お手元の平成22年度普通会計決算特

別委員会資料の３ページをお開きください。

農産園芸課は一般会計のみでございます。

平成22年度一般会計の最終予算額30億6,660

万8,000円に対し、支出済額は６億7,011万9,535

円、翌年度への繰越額は23億7,121万6,000円、

不用額は2,527万2,465円となり、その結果、執

行率は21.9％、繰越額を含めた執行率は、99.2

％となっております。

次に、当課の決算事項別の明細は20ページか

ら21ページに記載しております。20ページをお

開きください。（目）農作物対策費につきまして

は、翌年度への繰り越しが23億7,121万6,000円、

不用額が2,519万5,902円、執行率が17.0％となっ

ております。これは、強い産地づくり対策事業

等の繰り越しや、元気みやざき園芸産地確立事

業等の効率的な執行及び入札残に伴う執行残で

ございます｡

以上が、決算事項別の説明でございます。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について、その主なものを説明いたします。

平成22年度主要施策の成果に関する報告書

の219ページをお開きください。（１）の施策、

意欲ある担い手づくりの主な事業、青果物価格

安定対策についてであります。主な実績内容の

欄にございます指定野菜価格安定対策事業を初

め、５つの国及び県の事業によりまして、野菜

価格低落時に農家への価格差補給交付金を交付

したところでございます。平成22年度は、これ

ら制度全体で、約７億200万円の補給金の交付が

行われ、農家経営の安定に寄与したところでご

ざいます。

次に、220ページをお開きください。（２）の

施策、力強い産地づくりについてであります。

稲作等生産構造改革促進対策についてですが、

気象変動に強い米づくりや新たな需要に対応し

た多様な米づくりを推進するため、高温耐性品

種や焼酎原料用の加工用品種等の実証試験を行

うとともに、経営規模拡大に必要な機械・施設

の整備に取り組んだところでございます｡

次に、強い産地づくり対策についてでありま

す。農産園芸作物に対する産地競争力強化のた

めの支援といたしまして、茶の防霜ファン、低

コスト耐候性ハウス、農産物加工処理施設など
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の整備に取り組んだところでございます。なお、

ほとんどが23年度への繰り越しとなっておりま

すが、これは、本事業のほとんどが口蹄疫から

の復興の取り組みなどを支援いたします食料自

給率向上・産地再生緊急対策交付金を活用した

ものでございまして、国の補正予算成立が遅い

といったこともございまして、年が明けてから

の事業着工となりまして、工期が不足したこと

によるものでございます。

次に、221ページをお開きください。○新園芸産

地基盤強化緊急整備につきましては、耐候性の

高いハウスの整備やホウレンソウの収穫機、キュ

ウリ・ピーマンの集出荷施設などの整備を進め、

園芸産地の基盤強化や生産の省力化、高付加価

値化を図ったところでございます。

次に、挑戦！みやざき施設園芸産地改革につ

いてであります。重油価格高騰を受け、ハウス

の内張２層カーテンや循環扇等の省エネ設備や

ヒートポンプの導入により、環境に優しい脱石

油型農業への転換を推進したところでございま

す。

次に、○新 茶業経営構造改革総合対策について

であります。茶の新改植や防霜ファンの整備、

荒茶の品質向上を図るための製茶技術研修会等

を実施するとともに、みやざき茶の販路拡大・

ＰＲ等を行い、生産から流通に至る総合的な対

策に努めたところでございます。

次に、○新 「みやざきの花」産地パワーアップ

推進でございます。中山間地域の花卉振興や、

環境に配慮した花卉生産への取り組みを推進す

るため、課題解決に向けた新技術・新品目等の

展示圃の設置や、ラナンキュラス球根冷蔵庫や

電球型蛍光灯などの条件整備に取り組んだとこ

ろでございます。

次に、222ページをお開きください。○新果樹ブ

ランド力向上産地戦略推進についてであります。

マンゴーや完熟キンカン等のブランド品目にお

いて、非破壊糖度計の導入など、さらなる信頼

性確保や品質向上を推進するとともに、ライチ

などの新品目の現地実証試験に着手したところ

でございます。

次に、活動火山周辺地域防災営農対策につい

てであります。桜島及び霧島山新燃岳の降灰に

よる作物被害を防止・軽減するため、被覆施設

や洗浄機械の計画的な整備を進めたところであ

ります。特に、新燃岳の降灰被害に対しまして

は、茶の生葉洗浄脱水機や果樹の洗浄機等を緊

急に整備するなど、農家経営の安定向上に努め

たところでございます。

施策の成果等につきましては、今、御説明し

ました取り組みによりまして、消費者ニーズや

地域の特性に応じた農作物生産振興等が図られ

つつあると考えておりまして、今後とも引き続

き、競争力のある力強い産地づくりに向けた取

り組みを推進してまいります。

次は、224ページをごらんいただきたいと思い

ます。（４）の施策、環境と調和した循環型農業

づくりの事業、農業用廃プラ適正処理推進につ

きましては、ハウスの被覆資材やマルチ資材の

運搬処理経費を前払いするデポジット制度の普

及推進を図るとともに、集積所の機能向上など、

回収・運搬体制の整備に取り組んだところでご

ざいます。これらの取り組みにより、廃プラス

チックの回収が適正に行われますとともに、リ

サイクルを中心とする排出処理体制が確立され

ているところでございまして、引き続き、適正

処理の推進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

以上が、主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果でございますが、監査委員
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の決算審査意見書に関して特に報告すべき事項

はございません。

農産園芸課は以上でございます。よろしくお

願いします。

○田口主査 以上で４つの課の説明が終了いた

しました。委員の皆様から質疑を受けたいと思

います。

○福田委員 大変前向きな事業に取り組んでい

ただきまして、感謝しているんですが、しかし、

その成果については、まだいま一つかなという

感じがいたしております。まず、農政企画の関

係で、緊急課題研究、太陽熱を利用した高性能

温水蓄熱タンクの開発、これの実用化のめどは

どうですか。

○郡司農政企画課長 203ページの緊急課題研究

ということで書かれております、太陽熱を利用

した高性能温水蓄熱タンクの開発というもので

すけれども、これは、新聞紙上でも出ていたん

ですが、三鷹光器のハウスの冷暖房の施設整備

ということでございまして、そのタンクのほう

を緊急にこの事業で整備をさせていただいたと

いうことでございます。三鷹光器とはハウスを

使って、三鷹光器の持っております技術を生か

して実際、ハウスの冷暖房に集熱技術がうまく

使えるかどうかということで、今現在、取り組

みをいたしているところであります。ぜひ実現

させたいということなんですけれども、昨年度、

このタンクも設置いたしまして、この冬が最初

のデータとりになると思っております。新技術

でございますので、さまざまな課題も出てくる

とは思いますけれども、Ａ重油の価格も高どま

りをしているという現状でございます。何とか

こういう新技術が農家の実際の低コストにつな

がるように、しっかり今後とも取り組んでいき

たいという状況です。どこまで進んでいるかと

いうと、ことしの冬場の状況を若干見て、課題

も整理したいというのが現状でございます。

○福田委員 私も現地を見せていただきました

し、また三鷹光器にも行ってまいりましたが、

当初の説明からすると、農家段階に技術を移転

するには、かなり大がかりな施設ですね。もう

少しコスト的な面でも、あるいは設置の簡便さ

等も求めて研究開発をやっていただきたいとい

うふうに考えています。要望です。

次に、204ページのみやざき型集約物流体制確

立、これはフェリーを使った助成事業でありま

すが、これは県民政策部との関係もございます

が、長らく本格的な物流対策に取り組んでおら

れないと思うんです。40年代の後半、農政のほ

うでは、古い話ですが、黒木知事時代、本格的

な京阪神への海上物流の試験をやったんです。

その後カーフェリーにつながったんですが、例

のテクノスーパー以来、本格的な取り組みをさ

れていないから、小手先の対策で終わっていま

すから、これも非常に大事ですけれども、本格

的な農畜産物の物流改革の決め手にはちょっと

力不足かなという感じがいたしますから、ぜひ、

本格的な物流対策を県民政策部とタイアップし

てやってほしいと考えますが、この辺はいかが

でございましょうか。

○鈴木ブランド・流通対策室長 物流対策の関

係でございますけれども、農政水産部としては、

これまで、集約化の推進ということとモーダル

シフトということの二本立てで進めてまいりま

したけれども、委員御指摘のとおり、集約化を

進めてモーダルシフトにつなげて手取りを向上

させる、物流コストを下げるということを実現

するには、ＪＲ貨物ですとか、フェリーとか、

そういう物流業者との調整も不可欠でございま

すし、さらには、その下請といいますか、関連
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のトラック業者とかの調整も不可欠だと思って

おりますので、今後はそういったところとも積

極的な話し合いを通じて、県全体でのあり方と

いうものを今、総合交通課のほうが中心になっ

て議論しておりますけれども、それに積極的に

参加してまいりたいというふうに思っておりま

す。

○福田委員 毎回同じような答弁をいただくわ

けでありますが、私は、本音で話しますと、本

格的な取り組みがここ数年―数年どころか、10

数年ないと。これをやらないと、宮崎県の物流

は、50年代よりか悪いという感じを持っていま

すから、ぜひ、各部またがりますけれども、精

力的に取り組んでほしいと思います。要望です。

それから、213ページ、元気な農家をつくる経

営診断、中野委員からどんなことをやっている

のかとおしかりを受けたんですが、私はこの事

業の内容はよく知っているんですが、なかなか

その効果が上がらないんですね。3,482万7,000

円の費用の内訳は、ほとんど人件費ですか。

○山内営農支援課長 22年度分の人件費につき

ましては、経営管理指導センターのほうに配置

しております専門のコーディネーター３名分等

が計上されております。

○福田委員 ３名で幾らですか。

○山内営農支援課長 960万円です。

○福田委員 私はこの経営診断事業というのは

大事ではあると思いますが、しかし、直接関係

のないコンサルタントが行って、数字の上から

だけの判断では無理があるのかなというのを、

私はそういう方々の数字を検討して考えるんで

すよ。大事な事業でありますけれども、もう少

し効果が出るような事業になってほしいなと。

もちろん人が大事ですから人件費は使っていい

と思いますが、効果の出る事業に改善してほし

いなと。要望しておきます。

続きまして、農産園芸課、青果物価格安定対

策事業です。私は普通褒めることは少ないんで

すが、毎回、県の施策では非常にヒットした部

門だなというふうにお褒めするんですが、平成22

年も18年に次いで交付金が多いですね。品目ご

とにはどういう交付状況になっていますか。

○加勇田農産園芸課長 それぞれの事業で品目

は違うわけでございますが、例えば指定野菜で

ございましたら、宮崎県が取り組んでおります

キュウリ、ピーマン、トマト、ナス、里芋の５

品目すべて交付金が出ております。主なもの

は……。

○福田委員 上位３品目ぐらいでいいですよ。

○加勇田農産園芸課長 指定野菜ではキュウリ

がかなり多くなっております。特定野菜では８

品目で2,000万ほど出ておりますが、結構品目が

多くなっております。宮崎特産野菜ではズッキー

ニとかキュウリ、里芋。やっぱりキュウリが非

常に交付金としては多くなっております。野菜

経営価格安定強化につきましては、品目として

はカンショ、ニガウリ、ピーマンあたりが中心

になって交付金が出ております。そういったも

のが中心になっております。

○福田委員 品目ごとに上位３品目ぐらい、キュ

ウリに幾ら交付した、ピーマンに幾ら交付した

という数字が欲しいんです。

○加勇田農産園芸課長 指定野菜価格安定対策

につきましては、ピーマンが6,098万2,000円、

キュウリが４億1,471万7,000円。キュウリが多

いということになっております。あとは極端に

高いものはございません。特定野菜ではゴボウ

とかカンショがございますが、100万円と273

万5,801円というぐらいで、額としては小さい。

だから、指定野菜のキュウリが一番多く、４億
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ということになっております。

○福田委員 キュウリが昨年は安かったという

ことですね。それだけ青果物の補てん金が交付

されているわけですから。それで、私が考える

には、これから品目転換、いわゆる口蹄疫をきっ

かけに、本県の品目構造の転換を一部やろうと

いう考えも今、打ち出されておるわけでありま

す。この価格安定事業について私が心配するこ

とは、団体とか生産者は当然自分のことであり

ますから負担をするべきでありますが、県、市

町村が、生産量拡大に伴い、基金造成に耐えら

れるかどうかということも見通しとしてお聞き

しておきたいんです。

○加勇田農産園芸課長 交付率につきましては、

ここ数年、多くても20％ぐらいというような状

況にございまして、そういったことも踏まえま

して、国としましても、資金造成につきまして

は50％を積めばいいということに引き下げてい

ただいております。これまでの交付準備金が残っ

てございますので、その分を考えますと、毎年

積み立てる資金造成額はわずかな状況になって

きておりますので、今後とも引き続き、またこ

の資金造成については負担することが可能だと

いうふうに考えておるところでございます。

○福田委員 担当課長のお話では大丈夫という

ことでありますが、生産量が拡大しまして価格

が非常に不安定ですから、ここは注意して、宮

崎県が全国に先駆ける、誇れる青果物価格安定

事業ですから、交付ができない状態にならない

ように取り組みをお願いしておきたいと思いま

す。

それから、農産園芸課の関係で、強い産地づ

くりで、野菜加工施設のほうは外しますが、ハ

ウス関連、西都と関係しますね。耕種部門の転

換でハウスの増反、あるいは宮崎県がハウスを

始めてかなりの期間が経過していまして、更新

時期に来ていますね。いよいよ生産者がかなり

大きな金額を投資して更新しなくてはいけない。

その中にいろんな取り組みをしていただいてお

りますが、事業が22年度あたりまでは確保でき

ておると思いますが、これからについても同じ

ような方式で、例えば、ことしは新たに中古の

ハウス等の補助適用もなされたようであります

が、できるかどうか、そこも伺っておきたいと

思います。これは効果があったと見ていますか。

○加勇田農産園芸課長 特に農産園芸課では、

耐候性の高いといいますか、今、機能強化型ハ

ウスを中心に整備を進めているところでござい

ます。これまでのところでは、前段で要望をお

聞きして、その要望にこたえられるようにとい

うことで予算確保に努めてきたところでござい

ます。今後とも、ハウス整備についてはまだま

だ必要になってくる。今、委員御指摘のとおり、

今後、更新といったこともございますので、こ

れにこたえられるように予算確保に十分努めて

まいりたいというふうに考えております。

○福田委員 前向きに取り組んでもらってあり

がたいんですが、現場では、なかなか希望どお

りにいかないような話も出てきつつありますか

ら、過去の経過を踏まえて精力的な取り組みを

お願いします。

もう一つ、最後に、廃プラのデポジット制度

の問題でありますが、私はたまたまこの前、廃

プラの集積場に自分のを持っていったんですが、

そうしましたら、文書に「デポジット制度がな

くなります」と書いてございましたが、これは

どういうことですか。

○加勇田農産園芸課長 224ページの一番下の

表、施策の進捗状況に「デポジット制度による

回収率」というのがございます。デポジット制
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度で回収した率が、平成19年76％から年々低く

なってきております。これは、特に隣県と接す

るような地域、都城とか南那珂とかで隣県から

ハウス資材、ビニール等の購入があるといった

ところ辺で、なかなかデポジットができないと

いったことが一つございまして、そこのところ

が地域としては非常に困っているといったこと

がございます。もう一つは、デポジット制度、

これは個人別の資金管理になってございますの

で、非常に事務手続が煩雑だといったこともご

ざいまして、地域のほうから、県域のデポジッ

トではなくて地域でのデポジットあるいは現金

決済という、地域の要望にこたえてくださいと

いったような要望がございまして、昨年度１年

間検討いたしました結果、整理いたしまして、

地域でデポジットをやるところと、うちは現金

決済をやりますといったところと２つでござい

ますけれども、今後はそういった形になってく

るということでございます。

○福田委員 前々から私はデポジットの県内版

は無理だということを委員会等でもお話をして

きました。飲料メーカーのペットボトルあたり

と同じで、資材の原反が出るメーカーサイドの

デポジットがいいんではないかということをお

話をしておったんですが、４社しかないメーカー

でもなかなか足並みがそろわないというお話で

ございましたが、これがなくなることによって、

不平等感が解消されたというふうに解釈してい

いんですか。

○加勇田農産園芸課長 済みません。御質問は

平等感……。

○福田委員 原反を購入する段階で、ＪＡ系統、

商系があって、デポジットにかかっていない商

品が入ってきている場合があるんですね。だか

ら、これを排することによって、消費者のデポ

ジット、いわゆる生産者段階からデポジットを

なくせば、今までの不公平感はなくなるんです

ね。例えば、平成22年は52％の方しか適用を受

けていないわけですよ。そういう面では、前々

から言っているとおり、不公平感がなくなって、

みんな平等にその時点で現金決済とか、その都

度、再生負担料を払うということになるわけで

すね。

○加勇田農産園芸課長 おっしゃるとおり、前

もってデポジットで負担金を徴収しないという

ことでございますので、排出時にすべての排出

者が現金で支払うということになると思います。

○中野委員 成果報告書の203ページ、儲かる農

水産業を支援する試験研究機能強化5,5 4 3

万6,000円の内訳、これはほとんど機械購入費で

すか。

○郡司農政企画課長 試験研究の研究課題が21

ございまして、以前の常任委員会でも御説明し

ました、加工業務用のニーズに対応できる葉菜

類の安定・技術生産の開発、寒玉キャベツの話

を御報告したことについて記憶がおありかどう

かわかりませんが、21の課題、総合農業試験場

で16の課題、畜産試験場で３つの課題、水産試

験場で２つの課題について、それぞれ研究を行っ

ております。その研究費を積み上げたら5,476

万6,000円になっているということで、機械を購

入するということではなくて、それぞれの研究

費というふうに御理解いただけばと思います。

○中野委員 確認しますが、人件費は入ってい

ないということでいいわけですね。

○郡司農政企画課長 基本的には、試験場で試

験をやりますので、試験研究のために必要な資

材が中心で、この部分については試験場の職員

がやるということでございます。

○中野委員 タイトルが試験研究機能強化とい
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うことになっているから。わかりました。

213ページ、今、福田委員が質問したのに関連

ですけれども、元気な農家をつくる経営健康診

断、これは認定農家とか金を借りるためのあれ

ですか、実績内容のところをもうちょっと詳し

く。

○山内営農支援課長 この事業は、経営改善意

欲の高い農家群に対しまして、定期的な経営健

康診断とか、あるいはそれに基づく重点的な経

営管理指導を行う事業でございまして、具体的

には、宮崎県農業経営者組織協議会ということ

で、ＪＡ系統とも青・白申告等を行っている経

営農家群でございますけれども、この農家7,000

戸を対象に、系統と県で共同で経営コンサル事

業等を行っているものでございます。経営革新

プランといいますのは、青色申告データをもと

にいたしまして５年間の経営改善計画を策定し

て、毎年、青色申告の実績と照らし合わせて経

営改善計画の達成状況について確認し、問題が

あればコンサル等に移行していくというような

事業でございます。市町村の認定農業者等の計

画とはまた別ということです。

○中野委員 私、国富、綾が対象ですが、半分

以上は農家の方といろいろ話しているけれども、

ハウス園芸が主で、畜産、お茶、たばことかあ

る。経営健康診断の結果とか内容については協

議会でやっておられるということですけれども、

問題はこういうのをやって農家がどうなったか

というのが成果で、ここは実績だからいいけれ

ども、そういう内容はどうですか。今、どんど

ん農家戸数が減っている。この数というのは、

ずっと継続した数、新規に加わる数とかあるわ

けですね。そこ辺はどんなになっておるんです

か。大体固定した戸数とか。例えば、コンサル

ティングを受けている農家というのは、農業法

人とか個人、それはどんなになっていますか。

○山内営農支援課長 この事業は平成18年か

ら22年までの事業でございますけれども、経営

コンサルティングの実施が22年度で57戸となっ

ていますが、５年間で390戸ほどコンサルティン

グをやっております。中身といたしましては、

革新プランをやって健康診断等で点検し、経営

改善がかなり必要であるといったところに重点

的に経営改善を行っていくというタイプと、も

う一つ、近年力を入れておりますのが、モデル

農家というような形で、せっかくのことですか

ら、コンサルタントでデータ等を分析しながら、

さらにそういった成果等を各地域におろしてい

くような、いわゆるモデル性の高い農家等も一

部含めた取り組みをしております。

○中野委員 私、何年前か、ハウス園芸のキュ

ウリとかピーマン、所得はどれぐらいあるのか

と聞いたら、農政水産部としてはしっかりわかっ

ていないんですね。わかっておって出さんかっ

たのか知らんけれども。今からもうかる農業と

か、目立った言い方をしているからには、そう

いうところでしっかり内容を把握してやらんと、

問題は、これをやって何に活用しておるかとい

うこと。どんどん減っていっておるわけだし、

経営診断をするからには、いろんな業種がある

でしょうから、その中身をどうやって使うか、

そういうのを分析しながら農業政策に生かして

いかんと。私の周りでこんな診断とか経営革新

プランをつくっているようなのはどこがあるの

か。毎日、一生懸命朝から夜まで働いて、いつ、

こんなのをつくっているのか。例えば、国富、

綾で経営診断の対象になっておるのが何軒ぐら

いあるか、後でいいですから教えてください。

ただ数じゃないんです、問題は中身をどう分析

したか、部長が専門だから、そこ辺はしっかり
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部長のところで、次はこの資料をどう使うかと

いうことであれしてください。

214ページ、農業改良普及センター運営の7,900

万というのは人件費じゃないんですね。内訳は

ここに書いてある研修事業ですか。

○山内営農支援課長 これは、県下８カ所ござ

います農業改良普及センターの運営費というこ

とでございまして、人件費等は含まれてござい

ません。

○中野委員 指導対象農業者とか数が書いてあ

りますが、これは延べですか。

○山内営農支援課長 指導対象農業者数等につ

いては延べの人数です。

○中野委員 私、農家のハウスをずっと回って

おって、今まで９年やってたまたまかち合った

のが１回だけだったかな。国富はエリアが広い

ですけれども、ここら辺でも農業者の実態は、

研修なんて限られた人たち、若い青年の何人か

ぐらいかなと思うんです。私の周りの人は長年

ハウス園芸をやっている人たちで、よく聞くの

が、国富の中部農業改良普及センターに新規採

用された花の担当が来て、「指導じゃなくて、こっ

ちが教えてやりよっとやわ」という話です。こ

れは実態です。しようがないんですね。大卒で

入っても、菊の専門家はいないわけで。覚えた

ころにはまた異動になって、その異動になった

人が次のところでまた菊をやるかと。キュウリ

の担当をしたりとか。私は、これだけ何もかも

専門化しておれば、農業の技術者もプロをつく

らんと、行った先、行った先でゼロから覚える

というのは何か矛盾を感じるんです。異動とい

うのはしようがない。本課に帰ったり難しいと

ころはあるけれども、若いうちはみんな知った

ほうがいいという話もあるけれども、農業者か

らしてみれば迷惑―迷惑じゃないけれども、

何にもならん。指導にはならん。私もいろいろ

知っているけれども、学校では習わん湿度の問

題とか、微妙なところというのは体験せんとわ

からん話で。改良普及所は、法律でなくなった

ときになくなるかなと思って、あのとき、何百

人かの技術者がどうなるかなと思ったけれども、

どっちみち張りついている。今からは専門家を

育成せんと、農家に回ってきてもらっても……。

○山内営農支援課長 県下におきましては、８

カ所の農業改良普及センターに147名、営農支援

課のほうに県下全域を担当する広域普及指導員

が13名で、160名体制でやっております。平均年

齢は41歳ということでございますけれども、確

かに御指摘のように、例えば、20代の普及指導

員等は16％、年次の配置状況によって差はあり

ますけれども、経験というところでいくと、20

代ということをとらまえたときに、16％という

現状等はございます。こういった限られた中で、

農家の負託にこたえるような普及活動を積極的

にやっていかないといけないということでござ

いますので、各普及職員に対する体系的な研修

等も実施しているところでございますし、それ

ぞれの普及指導員に課題をしっかりと与えまし

て、その地域において確実に課題解決に取り組

んでいくという姿勢を持つような仕事の進め方

をしているところでございます。しかし、実態

的に県下160名という限られた体制でございます

ので、委員御指摘のような体制強化というのは

十分念頭に置いて進めていきたいというふうに

思います。

○中野委員 ＪＡの組合員の方は青色申告とい

うことで、データを名前を伏せて見せてもらう

ことがあるけど、ＪＡ以外の人たちというのは

それがないわけです。ＪＡのデータでもって宮

崎県の農業に対して物が言えんわけ、それが半
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分ぐらいしかないから。これから、もうかる農

業といえば農業所得。農業所得になると５年ご

との農業センサス、あれしかないですね。それ

じゃ遅いと思うんです。せめて平均値ぐらいと

るぐらいのシステムをつくらんと。農業何とか

という冊子が出ているけど、結局は農業センサ

スに基づいて宮崎版をつくり直している、そん

な感じを受けておるんです。これだけの事業を

やるからには、データをしっかりとらんとだめ

だと思います。部長、そこら辺、どうですか。

○岡村農政水産部長 御指摘どおりだと思いま

す。特にもうかる農業ということで言っていま

すので、今、営農指導課サイドでさまざまな経

営データを集めていますけれども、さらに充実

できるように工夫をしていきたいと思います。

○中野委員 私、２～３日前か、６次産業の補

助事業はどんなのがあるのかなと見たら、国の

だからしようがないとして、補助事業を見る限

りはそう簡単に参入できる内容じゃない。215

ページに商品開発数と書いてありますね。これ

はどこの分の目標数値ですか。

○山内営農支援課長 215ページの商品開発数、

目標値につきましては、説明がちょっと漏れま

したけれども、214ページの県単独事業で地域農

産物加工推進モデルを推進することによりまし

て、開発を行おうとする事業としての目標値と

いうことでございます｡

○中野委員 今のは196万8,000円の分でしょう。

こういう加工グループというのは、ひむかづく

りのときからずっと補助金をやって、県内にい

ろんなのがあるわけですよ。そういうところは

どうなっているんですか。この事業者対象だけ

でやるんであって……、これは新規じゃないで

すね。トータル的な加工グループを対象にせん

と、確かに新規に出る加工グループはあるかも

しれんけど、既存のものを対象というか、指導

範囲にしてやらんと、加工グループなんていう

のは、20年前からいろんな補助金をやって各市

町村にできているわけですよ。事業はこの分で

いいかもしれんけど、農政水産部としては、全

体を含めた新規開発事業とか、６次産業とか農

商工連携という中に入れたトータル的なもの。

これはこれとして別にしないと、「過去にやった

のはいいですよ。新しく対象になった事業だけ

を追っかけていますよ」じゃだめだと思う。こ

の報告書はこれでいいかもしれんけど、考え方

としては……。何かありますか。

○山内営農支援課長 この事業では、事業対象

としたものを載せているのは御指摘のとおりで

す。立ち上がりの支援というのも必要ですけれ

ども、立ち上がったところの業績等を伸ばして

いくという取り組みも必要だということで、産

地と食品製造事業者のマッチングということで、

県内の食品企業と加工グループが集って、自分

のところで開発した商品の需要拡大を進める場

づくり等もやってございます。県下全体で見ま

しても、例えば、助成企業で行っているグルー

プというのが74グループぐらいございますので、

こういった中で売り上げ1,000万円以上の取り組

みというのは、まだ８グループにとどまってい

るというのも現状でございます。確かに、事業

としては立ち上がりの支援が中心でございます

けれども、既存のところ、あるいは波及効果を

県下全域に取り組んでいくためにも、地域での

いろんな協議会活動というのを積極的に進めま

して、企業ができる限りすそ野を広く参画でき

るような取り組みを行っていきたいというふう

に思います。

○押川委員 207ページのみやざきフロンティア

農地再生でありますけれども、地元を見てもそ
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うでありますけれども、農業者の高齢化、そし

て後継者不足ということで、かなり放棄地があ

るわけでありますけれども、16市町村に4,000万

何がしかの金が、どのような形の中で補助あた

りでは出していただいておるのか。

そしてもう一つ、他産業からの農業参入支援

の実態を教えてください。

○工藤連携推進室長 この事業につきましては、

耕作放棄地の解消ということで、全市町村にプ

ロジェクトチームを置きまして、耕作放棄地の

解消に努めております。国のほうの耕作放棄地

の再生の直轄事業もございまして、それも活用

しながら、16市町村で189カ所、45.6ヘクタール

の再生整備を行ったということでございます。

事業ではこういうふうな実績ですが、センサス

によりますと県内に4,678ヘクタールの耕作放棄

地がありますので、市町村農業委員会、ＪＡさ

んと協力して、適宜、優良農地の再生に今後と

も努めていきたいというふうに考えております。

それと、他産業からの農業参入ということで

ございますが、現時点で、累計で建設業を中心

に約80社が県内に農業参入している状況にござ

います。以上でございます。

○押川委員 16市町村にどのような金額が出さ

れているかということに対してはわかりません

か。一律ですか。市町村で補助対象金額は違う

んじゃないですか。

○工藤連携推進室長 再生整備といいますと、

例えば、極端に言いますと、竹やぶになってい

るようなところもあれば、ちょっとトラクター

でならせば使えるような農地ということで、非

常にいろんな種類、程度の耕作放棄地がありま

すので、事業単価としましては、通常ですと反

当たり10万とか20万ぐらいでトラクター等で耕

うんして使えるようにするというのもあります

し、場合によっては、反当たり100万とか200万

とか、機械も投入しながら再生整備をするとい

うことでございまして、その場所によってかな

り単価の違いがございます。市町村ごとの取り

組みの一覧表はございますけれども、県内全体

で16市町村で取り組んでいるという状況でござ

います。

○押川委員 作業はどういう方々がされている

というのはわかりますか。放棄地解消に向けて

の取り組み。

○工藤連携推進室長 直接、直営でされるとこ

ろもあれば、農業振興公社が請けまして、公社

で工事を発注することもあります。また、通常

の建設業者で取り組んでいるというふうに伺っ

ております。以上でございます。

○押川委員 この事業は国・県でありますけれ

ども、今後さらに放棄地というのは拡大傾向に

あるだろうというふうに思いますので、国あた

りにもこの事業というのは継続、あるいは県に

おいても、さらに取り組みのお願いをしておき

たいと思います。

それから、他産業からの参入、建設業を中心

に80社ということでありますけれども、どういっ

た部門が多いんでしょうか。

○工藤連携推進室長 参入につきましては、耕

種部門ということで、園芸なり野菜関係とか、

畑作関係、そういうところのウエートが高いと

いうふうに承知しております。

○押川委員 畜産あたりはほとんどないですか。

○工藤連携推進室長 畜産のほうのウエートは

若干低うございます。

○押川委員 我々、建設業あたりから、農業分

野に入ってもなかなか厳しいという話をよく耳

にするんです。現状は80社でありますけれども、

トータルの中でどのくらい入られて現在が80な
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のか。どういう状況というか、入ってみたけれ

どもなかなか続かないとか、そういうものが出

てくるんじゃないかと思うんです。他産業から

の農業参入、よほど指導あたりも入れていかな

いと大変ではないかと思いますけれども、そこ

らあたりわかれば。

○工藤連携推進室長 この80社といいますのは、

これまでいろいろと参入事例がありまして、経

営として今、頑張っていらっしゃる法人等でご

ざいます。どのぐらいの参入数があったかとい

う数字は把握しておりませんけれども、今、経

営を展開されている法人ということでございま

して、栽培技術的な問題、資金力の問題、そう

いうことで途中で断念せざるを得なかった業者

の方がいらっしゃるというふうには伺っており

ます。

○押川委員 わかりました。

次に、先輩お二人からも出ているんですが、213

ページの元気な農家をつくる経営健康診断、私

も当時、ＪＡのほうから青色申告を中心にこう

いった診断を受けた経過もあるんですけれども、

大事なことは、県内全部の農家を皆さん方が対

象にするわけではありませんから、普及所が中

心となって、ＪＡあたりとの連携の中でこの事

業をやっていらっしゃるというふうに思います。

これは大変大事なことだと思いますから、私も

評価はするんですけれども、果たして県内の販

売農家はどのぐらいが対象になっているのかな

というのが気になるんですけれども、わかれば

教えてください。

○山内営農支援課長 県内の販売農家というの

は３万戸ほどあると思います。それから主業農

家、農業経営を主とする農家は１万戸余という

ふうに思っておりますが、その中で、この事業

としてデータ等を収集しながら対象としており

ますのは、先ほど中野委員に御説明いたしまし

たけれども、7,000戸というところでございます。

先ほど、データ等々のお話もあったわけですけ

れども、現状といたしましては、毎年、その7,000

戸の中から、各年次における農家所得の現状と

いうデータを収集いたしまして、活用等を図っ

ているところでございます。

○押川委員 記録としては毎年残っていくとい

うふうに理解します。その中で、品目の変更と

か、経営のあり方の中で相当そういう指導はさ

れると思うんですけれども、この数字から改善

をしながら、もうかる農業への移行に持ってい

かなければ意味がないわけでありますから、指

導員あたりとどのような連携の中でそういった

取り組みがされるのか。普及所を中心としたＪ

Ａあたりの指導の頻度といいますか、そういう

のは何か計画の中であるんでしょうか。

○山内営農支援課長 これにつきましては、農

家経営支援センター等でやっておりますけれど

も、ＪＡ中央会に置いております県域段階と、13

地域で各地域の支援センターを運営しておりま

す。その支援センターの中の構成員が地域コン

サルということで、農業改良普及指導員とＪＡ

等の営農指導員等が合同で進めているところで

ございます。

先ほど、毎年度の分析ということで御指摘も

ありましたけれども、例えば、会員１戸当たり

でいろいろデータ等をとっておりまして、耕種

農家であれば、ここ５年間で農業所得が390万か

ら342万等で変動しているというようなところ

で、その辺の品目別に要因等を分析しながら、

対策を進めております。特に申し上げたいのが、

この元気な農家をつくる経営健康診断は昨年度

までの事業でございまして、今年度からは経営

力アップ支援事業ということで、新規の取り組
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みで支援センターの事業等をやっております。

この考え方は、現場における経営改善の相談体

制が重要であるということで、地域段階におけ

る活動展開に重点化していこうという取り組み

で進めようとしてございます。

もう一つは、従来、経営コンサルといいます

と、いわゆる金融サイドからのお金の出入りの

分析というのが中心であったわけですけれども、

経営改善計画を達成する上では、技術担当の部

署と要因等を洗っていくということが大変重要

でありますので、従来の数字から見た分析に、

個々の農家、部会等の技術力の分析も加味しな

がら、トータル的な改善指導をやっていこうと

いう事業に改めて、今年度から進めているとこ

ろでございます。

○押川委員 ありがとうございます。これから

は、販売物が高く売れない時代の中で、反収を

いかに上げながら経営改善をしていくかという

ことが大事でありますし、より多くの方々に、

ＪＡ以外の方も、農業をする中では県の指導の

もとで取り組みを強化してほしいというふうに

要望しておきたいと思います。

それから、214ページの農産物安全・安心日本

一推進でありますが、御案内のとおり、３・11

の地震津波の関連で福島原発のセシウムの関係

もあるわけでありますけれども、それ以前にも、

安全・安心ということで農家に農産物の生産履

歴の記帳が義務づけられている中で、共販をさ

れる方々は履歴記帳の取り組みはかなり高いと

思うんですけれども、これに載っていますとお

り、系統外、県内の14青果市場ということであ

りますけれども、実態を教えていただくとあり

がたいと思います。

○山内営農支援課長 御指摘のように、系統外

については、それぞれのＪＡ等で生産履歴等は

産地対策で行っているわけです。この事業で書

いてございます系統外生産者に対する履歴記帳

の推進、ソフト活動ということで、県内14青果

市場のほうに記帳等の推進の取り組みをお願い

しておりまして、実績等は書いてございません

けれども、記帳の人数にいたしまして県内

で2,541名の方が、この事業で履歴の記帳に取り

組んでいただいているところでございます。

○押川委員 2,541名のうち、系統外出荷者はど

のくらいになるんでしょうか。

○山内営農支援課長 手元に数字はございませ

んけれども、系統共販率が半分程度ということ

であれば、これは推測でございますけれども、

販売農家が３万戸ぐらいあって、半分で１

万5,000戸が頭の中の数字としては上がってくる

のかなと思います。基本的には、青果市場等に

出していただいているところについては積極的

な取り組みをお願いしているということです。

○押川委員 系統外、あるいは系統でもそうで

すけれども、農薬関係の違反的なものが出てく

ると、宮崎のイメージというものは大変なこと

になってきますので、ＪＡ、共販、共販外あわ

せて、皆さん方のほうから、さらに履歴の記帳

なりについては積極的な呼びかけ、取り組みを

お願いしておきたいと思います。

それから、215ページでありますが、鳥獣被害

防止地域力パワーアップでマイスターの育成72

名ということでありますけれども、この方々の

人件費というのはわかるんですか。

○山内営農支援課長 マイスターというのは、

現地において鳥獣被害防止対策等の実務を指導

していく方々で、対象者といたしましては、県

の技術職員とかＪＡ、市町村の職員、いわゆる

技術指導者等でありまして、この事業で行いま

すのは、年間３回ほど、中央のほうからスペシャ
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リストを招聘いたしまして、鳥獣被害対策の総

合的な実務技術の習得研修を行うための経費と

いうことでございます。

○押川委員 72名というのは今言われたとおり

でありますから、今回の決算額の中には人件費

というのはないということで理解をしたいと思

いますが、井上先生を初め、招聘される方々の

経費、15市町村の35集落の現地研修会の経費の

内訳と、モデル集落の設置の６集落、これの内

訳がわかれば教えてほしいと思います。

○上山消費安全企画監 モデル集落につきまし

ては、６地区ということで挙げておりますけれ

ども、具体的には、西臼杵の高千穂町の黒口地

区、日之影町の興地地区、五ヶ瀬町の12区、児

湯地区の西都の穂北地区、木城町の駄留地区、

中部では、委員会のほうにも御視察いただきま

したけれども、綾町の割付地区となっておりま

す。

具体的な経費の内訳につきましては、今、手

元にはございませんけれども、昨年度の3,600万

の決算の中では、ハード事業等で約1,200万、ソ

フト事業等で2,400万ということで、その具体的

な内訳等についてはちょっとお時間をいただき

たいと思います。

○山内営農支援課長 井上スペシャリストを招

聘するにおきましては、決算額で220万となって

ございます。決算額3,642万円のうち、ソフト活

動につきましては、指導体制整備で※162万ほど、

指導員の育成ということで、研修費が中心でご

ざいますけれども、これが※160万円余、実証展

示圃等の技術研究等に※228万、あとはハード事

業等の地域における取り組みということでござ

います。

○押川委員 モデル集落、あるいはこういった

事業は数年やっていらっしゃるわけですけれど

も、モデル集落からいろんな結果を出されて、

次年度またどこかにということがモデル事業で

あって、そのモデル事業からの発展というのは、

どこかでそういったものをやられていらっしゃ

るとか、そういう実績はあるんですか。

○山内営農支援課長 この事業は昨年からの事

業でございまして、モデル集落につきましては、

平成22年度から26年度までにかけまして、県内

で26のモデル集落を設ける予定にしてございま

す。昨年、６集落ということでございまして、

今年度、各地域において積極的な取り組みをお

願いいたしまして、新たに13ということで、目

標は、先ほど申し上げましたけれども、今年度

で県下全域で19、取り組む予定にしております。

重点指導を各地域の特命チームにおきまして

行って、成功事例というか、そういうのを一つ

でも生み出していこうということでございます。

その辺の波及でございますけれども、先般、一

般質問等でもいろいろ御指摘もいただきました

けれども、国の災害防止対策等のハード事業等

を積極的に活用して、県下全域にモデル集落の

取り組み、被害防除の取り組み等を展開してい

こうという考え方に沿ったものでございます｡

○押川委員 今後においても、この鳥獣被害と

いうのはさらに多くなってくるだろうというこ

とも予想されるし、そういう事業の中で対策も

打っていただきますけれども、さらにその効果

が出るような形の中で、今後とも、またよろし

くお願いしておきたいというふうに思います。

それから、福田委員からも出たんですが、施

設園芸関係の事業でありますけれども、昭和40

年当初ぐらいから宮崎県も、ＡＰハウスあたり

からだんだん作物荷重が入り、強化ハウスになっ

てきて、現在、施設園芸は大分強固なハウスに

※72ページ右段に訂正発言あり
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移動しつつあるわけであります。そういう中で、

始められた方が30数年、40年ぐらいになってく

るわけですね。そうすると、ハウスの老朽化、

さっき言われましたように、建てかえが起きて

くる。残念なのは、一番中堅になる50代ぐらい

の方の資金がほとんどないということなんです

ね。そこらあたりの対策をぜひお願いしたいと

いうことと、今回も口蹄疫で畜産から耕種部門

へということで、そちらのほうに移動される方

もいらっしゃると思うんですけれども、そういっ

た方々がハウスに取り組みたいけれども、取り

組む支援の体制がない。ここらあたりの対策は

何か考え方があるのかなというような思いがあ

るんですけれども、どなたかわかればお聞きし

たいと思います。

○山内営農支援課長 冒頭に、資金の関係で御

指摘がございましたけれども、213ページの利子

補給金・助成金等で、本県におきましては、農

業近代化資金の実績等が昨年は51億、スーパー

Ｌ資金で38億ということで、全国的に見まして

も、例えば農業近代化資金の融資枠の準備額に

つきましては日本で一番大きい額を準備してご

ざいます。今年度に当たりましても、資金需要

等いろいろ勘案しながら、農業近代化資金につ

いては60億、スーパーＬ資金については30億の

枠で確保しているところでございます。

なお、今年度につきましては、国のほうも近

代化資金、スーパーＬ資金等、一定の要件を満

たす場合につきましては、認定農業者に対しま

してゼロ％まで引き下げるという措置も行って

おりますので、そういった有利制度の活用を積

極的に進めようというふうにしてございます。

○押川委員 わかりました。安い資金でハウス

をつくりたいという方も結構いらっしゃるし、

そういう相談があるものですから、近代化資金

はわかるわけでありますけれども、ある程度年

がいってくると返還期間が短くなってくるとい

うようなこともありますから、そういう対策も、

今後また検討していただくとありがたいと思い

ます。

それから、佐土原の農業試験場で試験をされ

ておられました宮崎型ハウスの価格と普及状況

を、わかれば教えてください。

○加勇田農産園芸課長 低コスト耐候性ハウス

のさらなる低コスト化といったことで、平成22

年度から県単事業の中で取り組んでいるもので

ございます。現在は、現状から16％ぐらいコス

ト削減が見込めるタイプのハウスができました。

それを20年度事業として総合農試内に設置した

ところでございます。本年度につきましては、

さらにまた、耐腐食性パイプ等を使った補強型

を、また事業対象設備としてコスト低減に努め

ているところでございます。これ自体が国の低

コスト耐候性ハウスの事業の対象となっていな

いといったこともございますので、その辺につ

きましても、以前から国には要請はしていると

ころでございますが、また引き続き要望しなが

ら、国事業等で採択できるようにぜひお願いを

してまいりたいというふうに思っています。

○押川委員 今のところは実用化には至らない

ということでいいですね。

○加勇田農産園芸課長 そのとおりでございま

す｡

○押川委員 それから、222ページの活動火山周

辺地域防災営農対策ということでありますけれ

ども、新燃岳の噴火によって西都・児湯あたり

まで降灰があったわけでありますけれども、降

灰事業としての対策というのは、今回、県内の

どこらあたりまで該当するんですか。

○加勇田農産園芸課長 現在は、新燃岳につき
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ましては、日向市以南の８市９町１村はすべて

事業対象となるということでございます。ただ

し、野菜とかにつきましては、旧来の桜島対象

の２市１町、南那珂と北諸県だけが対象となる

ということでございます。

○押川委員 そこを聞きたかったんですけれど

も、再度、品目ごとに教えていただくとありが

たいと思います。ここに載っているのはお茶と

か果樹とか葉たばこという関係でありますけれ

ども、日向以南で該当するものを教えてくださ

い。

○加勇田農産園芸課長 茶につきましては、先

ほどの18市町村すべてが対象となります。あと

の野菜、花卉、果樹、葉たばこについては、日

南市、串間市、都城市、三股町の南那珂と北諸

県だけが対象ということになります。

○押川委員 今後、さらに噴火が激しくなって

降灰の量が多くなったり回数が多くなってきた

ときの対策というのは考えていらっしゃるんで

すか。

○加勇田農産園芸課長 影響があるということ

であれば、品目ごとに被害状況等をきちんと把

握いたしまして、国のほうでも被害状況がなけ

れば対象としないということになってございま

すので、そういった要件にかなうような状況に

なれば、この品目につきましても、追加して認

めていただくように要請をしてまいりたいと考

えております。

○押川委員 今回、たばこの廃作でかなりの面

積のあれが出てくるわけですね。西都に冷凍野

菜工場ができて、土物は別として、ホウレンソ

ウとか野菜類は、降灰が多くなってきたときに、

商品価値関係も我々は心配するものですから、

そこらあたりまで影響が及んだときには降灰事

業が生かされるような形の中で対策をやっても

らわないと、なかなか普及しづらいんじゃない

かという気もするものですから。あわせて、起

きたときだけじゃなくて、起きることも想定し

ながら、最大、国のほうにも要望していただき

たい。今、鹿児島のほうでは市内に向けて相当

灰が降っていて、べたべたの状態で大変だとい

う話も聞いておりますから、起きてからでは遅

いと思いますので、新燃岳が激しくならないう

ちに、そういう形の中での対策をちゃんとつくっ

ておいてほしいなというふうに要望しておきた

いと思います。以上です。

○田口主査 暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時１分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

引き続き、委員の皆様の御質疑をお受けいた

します。

○坂口委員 農政企画課、203ページ、地球温暖

化対応産地構造改革モデル関連です。温暖化に

よる農業への将来的な影響評価の委託事業とい

うのがあるんですけど、勉強不足なんだけど、

平成23年度予算にはこれは何らか措置されてい

るんですか。

○郡司農政企画課長 ここに掲げております地

球温暖化対応産地構造改革モデル実証というの

は、３カ年の事業で22年度で終了しまして、こ

としはこの後継事業ということで、地球温暖化

対応「みやざきモデル」確立事業ということで、

引き続き、この事業を同じ趣旨で進めてまいる

こととしておるところであります。

○坂口委員 短期的にも具体的な対応をしてい

かんといかんという当面の課題解決のための取

り組みと、あわせて長期的なものが一つ要ると

思うんです。特に長期的なことなんですけど、



- 48 -

今の温暖化現象を見てもそうですけど、動植物

の生息の適応できる環境というんでしょうか、

その環境をはるか超えるような環境ストレスと

いうものも今後考えていかにゃいかんと思うん

です。環境ストレスが限界を超すような、ある

いは限界ぎりぎりに近いようなものがストレス

としてかかってきてもしっかりした生産につな

がる、そのためのデータを蓄積していくという

作業が一つ要ると思うんです。温暖化とかこう

いった環境変化に。ほかにもあるのかもわかり

ません。酸素の割合が変わってきているとか、

炭酸ガスの量がふえているとか。そういうもの

を考えたときに、データを即生かす方法と長期

的にいく方法とで今後試験に取り組んでいく、

こういった事業に取り組んでいくときの考え方

はどういうのを持っておられるのかというのを

ひとつ。

○郡司農政企画課長 温暖化に対しては、御指

摘のとおり、長期的な取り組みと短期的に解決

すべき課題対応、２つあると思います。基本的

な考え方としては３つの視点を考えておりまし

て、暑さから農作物を守るという対策、暑さを

逆に生かすという対策、温暖化そのものを抑え

るという、この３つの視点からさまざまな技術

対応をしていく必要があるというふうに考えて

おります。

御指摘のように、長期的な取り組みについて

はすぐすぐというわけにはいきませんけれども、

これまでの分析の中から、これは国の農業環境

技術研究所とも連携しながら分析しておるんで

すが、2050年ごろには20世紀末より平均気温が

約２度上昇する。2100年ごろには約３度上昇す

るという予想結果を今持っております。それと、

年間の降水量自体は変わらないんだけれども、

降るパターンが変わってくると。ことしの気候

を振り返ってみますと、春に干ばつがあり、今、

秋は長雨が続いていますが、この分析予測でも、

春の降水量が減り、夏の降水量が増大するとい

うことが報告されております。さらに、台風の

来方についても大きく変わってくるということ

が予測結果として出ていますが、まさに本年度

の気候状況を見るとさもありなんというふうに

考えます。今の状況は、緯度にして約２度、約210

キロメーターぐらい気候的に南下していること

に相当するんだという分析結果で、本県の沿海

地帯の温度状況は、現在の屋久島・種子島地方

の温度の状況に近いということが言われていま

す。海のことについてもいろいろ調べていまし

て、新聞でも出ましたけれども、日向灘の魚の

３割近くが南方系のものに変わってきていると

いうことが、宮大が一緒になってやっていただ

いている研究で出てきていますし、その中で、

ウシエビ（ブラックタイガー）が東南アジアで

はウイルスの関係で打撃を受けていますが、こ

ういうものも実は日向灘にも来ているというこ

ともわかっていまして、こういう基礎的なデー

タは、今後、期間をかけてしっかり取り組んで

いくべき課題だろうというふうに思っておりま

す。

一方で、すぐやれること等についても対応し

ていく必要があると思っていまして、お米の耐

暑性品種の問題であるとか、畜産の分野では温

暖化対応簡易牛舎（サンシャイン牛舎）である

とか、園芸作物の夏場の高温にどう対応してい

くかという技術であるとか、こういう短期と長

期をうまく組み合わせながら対応していくこと

が肝要かというふうに考えているところです。

○坂口委員 今のを含めとなるとて４つになる

んですか、３つの対応、長所・短所を生かすと

いうのと温暖化を抑えるということだったけど、
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今、品種の改良というので水稲が出たですね。

品種の改良関連ですけど、次のページの農事試

験で54事業取り組んでおられますね。今言った

ようにすごく難しいと思うんです。将来予測を

立てながら、限られた財源の中で課題をある程

度絞り込んで、よし、これで行こうということ

での54のテーマ設定だと思うんです。ここで、

試験研究に係る、特に基礎的な研究に係る事業

のスクラップ・アンド・ビルドの仕分けのあり

方、これはどんなことを基本に実際選んでやっ

ていかれているのかということです。

○郡司農政企画課長 試験研究機関における試

験課題の設定につきましては、技術調整会議と

いう組織が中心になってやっています。まずは

現場のニーズを把握するということで、普及、

ＪＡ等、生産者からさまざまな試験ニーズを聴

取します。まずそれを試験場でいろいろ議論す

るんですけれども、その際に、基礎的研究にお

ける試験研究者のシーズというものもあわせな

がら、さらには第三者の外部機関の意見を聞き

ながら設定するということになります。今回54

課題ということで挙げていますけれども、シー

リングもあって予算はなかなか大変なんですけ

れども、これら積み上げてきた課題については、

できるだけ研究できるように予算の確保に努め

ていく必要があるというふうに考えていますし、

この農事試験の予算でもし不足があるときに

は、203ページの一番頭に、儲かる農水産業を支

援する試験研究機能強化とありますが、緊急的

な課題等については行政事業として設定し、支

援するという形で、できるだけ現場のニーズあ

るいは基礎的な研究者のシーズにこたえられる

ように、予算についても、厳しい中ではありま

すけれども、確保に努めていきたいというふう

に考えているところです。

○坂口委員 説明がうまくいかんのですけど、

わかるんですよね、いろんな手だてに優先順位

つけざるを得ないということ。当面しているも

のとか、費用対効果が判断できやすいもので確

立とかそういった、今、目にあるところの必要

性と効果とかをせざるを得ないという宿命はわ

かるんです。さっき言ったように、環境ストレ

スというのは、種の遺伝子の一つの群の中から

逸脱したものが必要になるという時代が、当面

していますよね、すぐそばに来ている。海の中

なんかでもそう。そうなったときに、将来必要

になるそういったものをキープしておくための

試験研究といったらいいんでしょうか。

例えばコシヒカリ、我々若いときは宮崎が開

発した米ぐらいに思っていました。でも、これ

の歴史を見ると、昭和19年にまず新潟県の農事

試験場でしょう。戦争に巻き込まれて中断して、

昭和22年にはこれが福井県に行って、福井県に

行ったときというのが、国が中に入って、新潟

県に、捨てるようなものがあったら福井にくれ

てやれというのが事の起こりですね。それを福

井県も何年かやった。越南17号と14号を開発し

た。14号というのはわせということで普及した

けど、17号は人気がなくて全国20ぐらいに散ら

ばしたんですか。でも、倒伏してしまうとかい

ろいろで芽が出なかった。これが福井県に渡っ

たときのいきさつというのは、たった20粒なん

です。それも第３世代を仕分けるだけ仕分けて、

要らないよというものをあげている。たまたま、

あれ、石墨さんだか、高橋さんだか忘れたけど、

試験場にいた人が大事にそれを膨らませていっ

てやったからつながったということ。今、国内

の米の半分ですよね。

だから、試験研究というのはこういうものだ

ということで、捨ててしまったらだめなものが
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あるけど、そのときは捨てなさいというものに

なってしまうという宿命を持っている中で、今

言われたように、温暖化がすごい深刻な状況に

あるとか、種自体が毎年相当な数、絶滅していっ

ているとか、新たな種がどんどん出てきている

という中にあって、僕はそれは国によるところ

がすごく大きいと思うんですけれども、県とし

ての考え方、そういうものに対して、将来まで

含めて必要なものはしっかり持っておくんだと、

あるいは取り組んでいくんだということと、そ

の役割分担についてどう考えるんだと、その基

本的なところが聞きたいんですよ。

○郡司農政企画課長 この地球温暖化の問題に

ついては、温暖化研究センターというのを平成20

年度に設置しました。設置当時は、都道府県で

は初めてのセンター設置であったというふうに

記憶をしております。地域の試験場の役割とし

ては、御指摘のとおり、現場の生産者のニーズ

にしっかりこたえていくというのは一つ大きな

役割でございますけれども、食を預かる産業の

試験研究機関として長い目で取り組むべき課題

もあります。そういう中では、国との連携、大

学との連携、さらには民間との連携、これは非

常に大事だと思います。基礎研究は基本的には

国という考え方もありますけれども、私どもと

しては、やはり現場でいろんな事象は起こって

いるわけで、その連携の中でこそ基礎研究もしっ

かりと根づくものではないのかなと思っており

ます。そういう意味では、研究センター、平成20

年度の設置でございますけれども、このセンター

を核に、今いろんな機関から、宮崎と組みたい

というお声もいただいておりますので、この連

携をもとに、温暖化の流れはすぐすぐとまりそ

うな勢いはありませんので、将来に向けてしっ

かり研究をやっていきたいと、そんなふうに考

えているところです。

○坂口委員 なかなか自分も答えが出せないよ

うなことを聞いているんですけど、とにかく財

政状況がすごく厳しくなっていく中にあって、

査定のあり方なんかでも、まず、緊急性とか費

用対効果とかそういったものに走りがちだけど、

絶対大丈夫ですよと言えない分野、全く無駄と

言っていたものが、将来これがあったばかりに

というような領域なんですね。国なんかも今度、

政策的経費一律10％カットなんて言ってくるわ

けでしょう。当然、地方にもその考え方での概

算要求になっていく。そういう中で、試験研究

というものと、宮崎の農業なり水産業なりの行

く末というものを考えたときに、この予算の編

成のあり方ですね、これは企画課長じゃなくて

部長あたりの答えをもらうことになるんでしょ

うけど、この領域をしっかりしたものとして、

他のハード事業とは違うよと、事業に対しての

予算の考え方では将来間違うこともあるんじゃ

ないのということ。これは答弁はできないと思

うんですが、うまく説明できないんですけど、

この領域に神経を使ってほしいなと。

それで、また農政企画課長ですけど、藻場の

データベース化がここで入ってきていますね。

水産サイドじゃなくてここでというのは。

○郡司農政企画課長 この地球温暖化対応産地

構造改革モデル実証というものは、全体で13の

プロジェクトを実施しておりまして、センター

長は総合農試の場長さんにしてもらっているん

ですけど、プロジェクトそのものについては、

それぞれの担当課に割り振ってやっていただい

ております。藻場については、水産政策課が役

割分担ということでやっていただいております

ので、横断的に事業をやっている関係から、農

政企画課のところでの記述となっているという
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ことでございます。

○坂口委員 これはデータベース化された。今

後、これを事業につなげるために現課に戻して

いかれるということになっていくんですか。

208ページ、地域農業推進課、さっき福田委員

が聞かれたみやざき担い手経営資源継承総合対

策なんですけど、新規就農者がよそから入って

きたときに、ハウスなんかをちょっと扱えばと

いうような事業だったと思うんですが、農業用

の資源を持ちながら、後継者がいないとかいろ

んな事情で今後やめていく人が続いていくと思

うんです。そういったものの将来の予測ですね。

そういった資源が生かされなくなる。新規なり

あるいは新たに規模拡大なりという県の数値目

標というのもあるわけです。そこらで今のうち

からこれを把握しておいて、何年後にはどこで

どういった資源が使われなくなりますよ、県の

目標では、何年後にはどれぐらい新規参入者な

り、あるいは全く新分野から、別分野からのと

いう、そういうものと整合していくようなもの

というのは何か取り組みはされているんですか。

○奥野地域農業推進課長 この事業は、委員おっ

しゃるように、経営資源継承モデル事業という

形で今やっておりまして、ある産地におきまし

て、例えば農地とかビニールハウスがどれだけ

あるのか。10年後どうなるかという姿を産地の

中で考えていただいて、10年後にちゃんと後継

者が見つかるかどうかというところまで把握し

た形で、資源継承計画というのを産地ごとにつ

くってもらうというモデル事業をやっています。

これを去年から始めまして、このデータが積み

上がっていくと―振興公社あたりでデータ

ベース化しようと思っているんですが、そのデー

タを各地域の産地で生かしていくというような

形で、今ある資源がうまく次の世代につながっ

ていくような形で、モデル事業として考えてい

るところです。

○坂口委員 具体的にはそれを補修していった

り。時間差のある場合の保全なんかに対しての

補助というのは、現在はまだ無理なんですか。

○奥野地域農業推進課長 老朽化したハウスの

修繕とかはこの事業で見られるようになってい

ます。去年は１カ所だけだったんですが、日向

のＪＡが300万ぐらいの事業をしていただいてお

ります。ほかの事業も組み合わせまして、例え

ば国の経営体育成支援事業とかもありますが、

いろんな事業を組み合わせて経営資源を継承し

ていくような仕組みをつくっていきたいと思っ

ております。

○坂口委員 そのときは、所有者が、それを受

け継ぐ、新規にやる人に名義が変わらなきゃだ

めなわけですか。それとも持ち主は従来の持ち

主のままで対象になるんですか、そういう施設

に対しては。

○奥野地域農業推進課長 この事業の中では、

ハウスにつきましてはＪＡのほうで取得してい

ただいて、ＪＡがリースするという形を考えて

います。

○坂口委員 221ページ、農産園芸課。これは確

認ですけど、茶業経営構造改革総合対策の中の

製茶技術研修会です。試験場に新たなほかの補

正でやりましたよね。あそこのは、僕はちょっ

と記憶が定かでないんですけど、わせ品種か何

かに対しての技術移転か何かでの施設だったん

ですか。それとも通常の技術向上のための施設

だったんですか。

○加勇田農産園芸課長 茶業経営の場合は、や

はり一番茶が経営上ウエートの高いお茶でござ

いますので、一番茶の前に加工技術を研修する

といった形をとっております。
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○坂口委員 それはこれとは関係ないんですね。

１団体しか受けておられないから。

○加勇田農産園芸課長 １団体と申しますのは、

みやざき茶推進会議というのを茶の関係者で構

成しておりますが、その中で受けて、実際は県

内のお茶の全戸に声をかけてという形をとって

おります。

○新見委員 まず１点確認なんですけれども、

先ほど坂口委員が質問された203ページの地球温

暖化関係の事業です。20年度に総合農試にセン

ターを設置されたということですが、この事業

そのものが３カ年ということで、その後、何と

か確立事業というふうに続いていくということ

なんですけれども、このセンターそのものは新

たな確立事業の中でも継続して設置されたまま

になっているのか。それとセンターの人員体制

ですね。水産関係、あと、ほかの部署との兼務

なのか専属でそこで働くのか、ちょっと教えて

ください。

○郡司農政企画課長 新規事業の話を少ししま

したけれども、センターというのは継続的に設

置をしておるということでございます。専任の

職員というよりも、総合農業試験場の場長がセ

ンター長になっているんですけれども、人員的

には、各試験場の職員等が集まって一つのセン

ターを組織すると。アドバイザー的な外部の方々

にも入ってもらって運営する形をとっておると

ころであります。

○新見委員 204ページの一番上、「みやざきブ

ランド」連携型プロモーション強化事業ですけ

れども、昨年度、海外でみやざきフェアを10回

開催されたということですが、これを見ると、

中国、東南アジア圏を中心にされているようで

す。目に見えた実績というか、23年以降に継続

できるような成果が出たかどうか、その部分を

教えてください。

○鈴木ブランド・流通対策室長 みやざきブラ

ンド連携型プロモーション強化の中での、海外

でのみやざきフェアの開催についてでございま

すけれども、ＪＡ宮崎経済連が行うものと法人

経営者協会が行うもの、２つのルートで実施し

ております。例えばＪＡ宮崎経済連が実施した

商談フェアの効果ですけれども、新たな販路と

して、例えば、タイの伊勢丹への輸出を開始し

たとか、香港のジャスコでズッキーニが新たに

取り扱いの開始になったと、そういうような効

果もございます。また法人経営者協会のほうで

も、香港のシティスーパーなどでミニトマトの

取り扱いが拡大されたという成果も伺っており

ます。こういったことで、23年度についてもフェ

ア、商談等は実施していくということを考えて

おります。

○新見委員 216ページ、営農支援課の事業です

けれども、みやざき食の安全・安心確保総合対

策、ここで食品表示ウオッチャーあるいはみや

ざきブランドＧメン、これらはかなり前から取

り組んでいらっしゃると思うんですが、まず、

食品表示ウオッチャーの委嘱期間、それとみや

ざきブランドＧメンの任期といいますか、これ

を教えていただきたいんです。

○上山消費安全企画監 まず、食品表示ウオッ

チャーでございますけれども、委嘱期間は１年

となっております。景品表示法を所管しており

ます県民政策部の生活・協働・男女参画課と協

力して委嘱を行っております。みやざきブラン

ドＧメンにつきましても、30名、これも１年と

いうことで、東京、福岡、大阪、名古屋で実際

に活動をしていただいております。

○新見委員 それぞれの職務内容、あと、どう

いった権限があるか、教えてください。
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○上山消費安全企画監 まず、食品表示ウオッ

チャーでございますけれども、これは一般公募

という形で募集をさせていただきました。県の

ほうで大体月２店舗とか指定するんですけれど

も、そういったところの中で問題があった場合

は報告していただくという形になっております。

また、みやざきブランドＧメンにつきましては、

県外でブランドが適正に表示されているかの確

認をしていただくということでございますので、

実際の消費活動の中で見ていただいて、問題が

あった場合には報告していただくと。ただ、ブ

ランドＧメンにつきましては、昨年度を含めて、

特に問題があったという報告は受けておりませ

ん。

○新見委員 その下のみやざきモデル食育・地

産地消推進事業ですけれども、学校の給食にお

ける地元食材の活用を見ると、21年度が11校、22

年度が７校ということです。これは学校の経営

とも直接的にかかわってきますし、教育委員会

との絡みもあると思うんです。21年、22年で合

わせて18校になっていますが、これらは今も継

続して地元の食材を使っていらっしゃるのかど

うか、教えてください。

○山内営農支援課長 この事業で行いました学

校給食における取り組み促進の指定校につきま

しては、推進体制の整備と一部食材の供給等を

図るということで現在でも進められております。

ちなみに、この数として上がっておりますが、

実は21年から22年度にかけまして、国のほうの

別の、いわゆる県の予算を通らない事業で県民

会議のほうに予算が流れてくる食材供給のため

の予算事業がございまして、国が直接採択をす

るという事業でございますが、この辺の実績を

見ますと、県内で、例えば平成22年は、387校に

おきまして９万6,934名の児童生徒に対する食材

の供給がなされております。ちなみに紹介させ

ていただきますと、本県の学校給食における地

場産物の活用状況ですが、文科省調べで、品目

数で全国が26.1％に対しまして本県では35.6％

ということで、高い水準となってございます。

○田口主査 ほか、よろしいですか。

それでは、以上をもちまして、農政企画課、

地域農業推進課、営農支援課、農産園芸課を終

了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時35分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

これより、農村計画課、農村整備課、水産政

策課、漁村振興課、復興対策推進課、畜産課の

審査を行います。平成22年度決算について各課

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、６課の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

では、説明をお願いいたします。

○三好農村計画課長 農村計画課でございます。

初めに、お手元の平成22年度決算特別委員会資

料の３ページをお開きください。農村計画課に

おきましては一般会計のみでございます。平成22

年度の最終予算額50億1,469万9,000円に対し、

支出済額は49億7,184万9,280円、翌年度への繰

越額は3,501万7,500円、不用額は783万2,220円

であります。執行率は99.1％であり、繰り越し

を含めた執行率は99.8％となっております。

次に、当課の決算事項別の明細は、22ページ

から24ページに記載しておりますけれども、23

ページをごらんください。

農林水産業費、農地費の（目）土地改良費に

つきまして、不用額が490万6,427円となってお
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ります。不用額の主なものとしましては、畑か

ん用水有効活用推進事業における補助金に執行

残が生じたものでございます。そのほか、旅費

や需用費等を節約したこと等による事務費の執

行残となっております。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について御説明いたします。

報告書の225ページをお開きください。１）美

しい景観づくりでございます。主な事業の地籍

調査につきましては、一筆ごとの地籍を明確化

するもので、土地に関する最も基本的な調査で

ありますけれども、平成22年度は、宮崎市ほか17

市町村等において、面積76平方キロメートルの

調査を実施しました。下段の表にありますとお

り、平成22年度までの県全体の進捗率は約60.7

％となっております。今後も、土地所有に関す

る権利の保全や明確化、課税の公平化及び公共

事業等における用地取得事務の円滑化を図るた

め、地籍調査を進めてまいります。

次に、226ページをお開きください。（２）力

強い産地づくりでございます。主な事業の土地

改良事業負担金につきましては、国営土地改良

事業及び緑資源機構事業に係る県及び地元負担

金でありまして、平成22年度は、両事業合わせ

て７地区で執行いたしました。施策の成果とし

ましては、国営事業及び関連する県営事業等に

より畑地かんがい施設の整備を進め、平成22年

度は393ヘクタールの整備を実施したところであ

り、作物の品質向上や新品目の導入が図られる

など、大規模畑作の産地づくりが進められてお

ります。今後も、営農と連携した効率的な事業

実施により、早期の効果実現を図ってまいりま

す。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果についてでありますけれど

も、監査委員の決算審査意見書に関して、特に

報告すべき事項はございません。

農村計画課は以上でございます。

○宮川農村整備課長 農村整備課でございます。

農村整備課の平成22年度予算に係る決算状況に

つきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の３ページをお

開きください。農村整備課では一般会計のみを

予算計上しております。一般会計の中ほどの農

村整備課をごらんください。最終予算額は140

億4,757万4,000円、支出済額は110億7,166

万2,837円でございます。翌年度への繰越額は明

許繰り越しで29億2,295万5,000円、不用額

は5,295万6,163円となっております。執行率

は78.8％であり、繰越額を含めた執行率は99.6

％でございます。

次に、当課の決算事項別の主な明細につきま

して御説明いたします。

26ページをお開きください。（目）農地総務費

につきましては、不用額が3,052万3,084円となっ

ております。これは全額県費措置の職員の給料

等の経費ですけれども、この経費の一部を公共

事業の事務費を節約した分によりまして手当て

したことによるものでございます。

（目）土地改良費につきましては、翌年度へ

の繰り越しが21億2,621万2,000円、不用額が160

万5,730円、執行率は78.5％となってございます。

これは用地交渉に日時を要したことや、口蹄疫

によりまして地元との協議調整がおくれたこと

などにより繰り越しが生じたこと、また、工事

の入札残などによりまして不用額となったこと

によるものでございます。

次に、27ページをお開きください。（目）農地

防災事業費につきましては、翌年度への繰り越

しが２億700万円、不用額が1,995万円となり、
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執行率が86.1％となっております。これはため

池の改修等におきまして、軟弱地盤の露出によ

る工法の変更などによりまして繰り越しが生じ

たこと、それから、掘削時の土質変更による工

法変更によりまして工事費が減額し、不用額と

なったことによるものでございます。

続きまして、28ページをごらんください。（目）

海岸保全費につきましては、本年１月に国の補

正予算で手当てしたことから翌年度への繰り越

しが生じまして、繰越額が2,915万1,000円、執

行率が11％となっております。

次に、29ページをお開きください。（目）耕地

災害復旧費につきましては、国の査定後の発注

となるために市町村の発注時期がおくれまして、

翌年度への繰り越しが５億2,673万3,000円、執

行率が56.6％となっております。

続きまして、主要施策の成果につきまして、

代表的な事業を御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の227ページを

お開きください。１）災害に強い県土づくりに

ついてであります。228ページをお開きください。

県営ため池等整備事業によりまして宮崎市の冷

窪地区ほか11地区、さらに、団体営ため池等整

備事業により宮崎市の天ヶ山地区ほか７地区、

計20地区におきましてため池などの整備を行っ

ております。

それから、229ページをごらんください。施策

の成果等にありますように、近年の集中豪雨の

頻発等も踏まえ、災害の未然防止は重要な課題

であると認識してございます。引き続き、事業

の推進に努めていくこととしてございます。

次に、230ページをお開きください。（２）力

強い産地づくりについてであります。県営畑地

帯総合整備事業によりまして、宮崎市の七野・

八重地区ほか26地区、計3,275ヘクタールを対象

に、国営事業と連携した畑地かんがい施設の整

備を行っております。

231ページをごらんください。県営経営体育成

基盤整備事業によりまして、高原町の宇都地区

ほか16地区、計928ヘクタールを対象に、担い手

への農地集積を条件とした水田の区画整理など

を行ってございます。

232ページをお開きください。県営広域営農団

地農道整備事業によりまして、門川町の沿海北

部５期地区ほか、西臼杵地区で農道の整備を行っ

てございます。

233ページをごらんください。施策の成果等で

ございますけれども、①、②にありますように、

畑地かんがい施設の整備等によりまして、天水

に依存した畑作から、生産性の高いもうかる畑

作農業の産地づくりを進めておりまして、今後

とも、重点的な実施に努めてまいりたいと考え

てございます。また、③にありますように、水

田の整備につきましては、区画整理や換地等に

より、担い手への農地集積や営農組合の設立が

行われており、生産性の向上や地域農業を担う

経営体の育成が図られておりますけれども、特

に水田地域につきましては、高齢化や担い手不

足による耕作放棄地の発生が懸念されておりま

すので、今後とも、担い手の育成とあわせた生

産基盤の整備を図ってまいりたいというふうに

考えてございます。

次に、234ページをお開きください。（４）環

境と調和した循環型農業づくりについてであり

ます。農地・水・環境保全向上対策事業により

まして、宮崎市南部地区ほか300地区で、農地や

農業施設、農村環境の保全に向けた地域住民に

よる共同活動を支援しております。施策の成果

等でございますけれども、②にありますように、

農地・水・環境保全向上対策事業によりまして、
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県内各地で地域住民の共同活動による農村の資

源保全が図られてございます。さきの東北大震

災においても、集落のきずなの重要性が認識さ

れたところでございますが、今後とも、地域住

民の助け合いによる共同活動を支援してまいり

たいと考えてございます。

次に、235ページをごらんください。（５）元

気な地域づくりについてであります。これにつ

きましては、236ページをお開きください。中山

間地域総合整備事業によりまして、都城市の高

崎地区ほか４地区で、圃場整備などの生産基盤

の整備と営農飲雑用水などの生活環境の整備を

あわせて行っております。

237ページ、施策の成果等でございますけれど

も、これらの事業によりまして、中山間地域に

おける農業の振興や生活環境の改善を図ってご

ざいます。中山間地域につきましては、食料の

生産のみならず、水源の涵養、洪水の防止ある

いは豊かな自然などの多面的機能を有している

一方で、過疎化、高齢化が著しく進んでいると

いうことでございます。農業の継続が危ぶまれ

ている地域もございますので、今後とも、地域

の条件に即したきめ細かな整備を進めてまいり

たいと考えてございます。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果についてですが、監査委員

の決算審査意見書に関します報告事項はござい

ませんでした。

農村整備課は以上です。

○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます。

初めに、当課の決算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の３ページをお開きくだ

さい。一般会計の水産政策課の欄をごらんくだ

さい。平成22年度の最終予算額は14億8,198

万5,000円、支出済額は14億4,786万94円、繰越

額は2,404万5,000円、この結果、不用額は1,007

万9,906円となりまして、執行率は97.7％でござ

います。

次に、特別会計の水産政策課の欄をごらんく

ださい。平成22年度の最終予算額は２億1,721

万2,000円、支出済額は2,040万3,737円、その結

果、不用額は１億9,680万8,263円となりまして、

執行率は9.4％となっております。

決算事項別の明細につきまして、30ページを

お開きください。まず、（目）の水産業総務費で

ございますけれども、不用額が192万5,268円と

なっております。これにつきましては、主に職

員手当の執行残及び資源回復計画実践強化事業

におきます天候不良等による旅費、需用費の執

行残でございます。

次に、32ページをお開きください。（目）の漁

業取締費でございます。不用額が337万2,651円

となっております。こちらは、船舶運航管理費

であります漁業取締船「たかちほ」の定期ドッ

クや燃油代などの需用費、また船員旅費の執行

残が主なものでございます。

次に、33ページをお開きください。（目）の水

産試験場費でございます。不用額が281万7,943

円となっております。これは、船舶運航管理費

の漁業調査取締船「みやざき丸」の燃料代に当

たる需用費や船員旅費の執行残が主な内容と

なっております。

次に、35ページをお開きください。沿岸漁業

改善資金特別会計についてであります。（目）の

水産業振興費でございますが、不用額が１

億9,680万8,263円となっております。これは、

水産業を取り巻く環境が厳しく、設備投資意欲

が減退していることなどから、貸付金の執行残

が生じたことが主な要因と考えております。

次に、主要施策の成果について御説明いたし
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ます。

報告書の238ページをお開きください。（１）

の豊かな資源の持続的利用と水産技術開発の推

進についてでございます。主な事業でございま

すが、まず、宮崎県沿岸資源育成強化でござい

ます。この事業では、本県沿岸の重要資源であ

りますヒラメ、マダイ等の稚魚75万3,000尾を生

産・放流するとともに、水産生物の産卵、育成

の場となります藻場、干潟等の保全を行う漁業

者組織に対する支援を行い、沿岸資源の維持回

復を図っております。

次に、239ページをごらんください。漁業取締

監督でございます。この事業では、取り締まり

関係機関や財団法人宮崎県内水面振興センター

と連携しました漁業取り締まり等を実施するこ

とにより、ウナギ稚魚関係で５件、その他で５

件の違反を検挙する等、漁場利用の秩序維持を

図っております。その下の水産業資源でござい

ます。この事業では、水産資源の持続的利用や

安全・安心な水産物の供給のため、資源の効率

的な利用技術や鮮度保持技術等、水産業関連の

技術開発に取り組んでおります。

次に、241ページをお開きください。（２）競

争力のある経営と消費者に信頼される水産物の

供給の推進についてでございます。まず、水産

金融対策でございます。この事業では、漁業経

営の安定と向上のため、金融面から支援を行っ

ておりますが、主に漁船エンジンの更新や漁船

建造に利用されております漁業近代化資金につ

きましては、22年度は22件、融資額約５億9,600

万円に対し新たに利子補給を行っております。

次に、「みやざきの魚」販売力強化・情報発信

でございます。この事業では、いきいき宮崎の

さかなブランド確立推進協議会と連携しまして、

キンフグのブランド化を初め、本県水産物のＰ

Ｒや販路拡大に取り組んだところでございます。

その下の魚価確保のための新しい流通づくり

推進でございます。この事業では、漁家所得の

向上を目的に、県漁連や漁協が行います新たな

販売モデルの検討及び実証の取り組みを支援し

ているところでございます。

次の地域漁業経営改革支援でございます。こ

ちらの事業では、漁業生産及び漁業収益の向上

を図るため、漁業者グループが地域と一体とな

りまして実施します操業の効率化や付加価値向

上等の新たな取り組みを促進しているところで

ございます。22年度につきましては、日南市の

小型カツオ船グループ等の取り組みに対し支援

を行ったところであります。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、平成22年度宮崎県歳入歳出決算審査

意見書について御報告いたします。

お手元の審査意見書の37ページをお開きくだ

さい。沿岸漁業改善資金特別会計についてであ

ります。ページの一番下に記述がありますとお

り、「歳入歳出差引額が、前年度に比べ増加して

おり、毎年度多額となっていることから、より

一層の資金の効果的な活用についての努力が望

まれる」という意見・留意事項等がございまし

た。この繰越金の増加につきましては、先ほど

触れましたけれども、近年の厳しい漁業情勢を

背景に、漁業者の設備投資が低位にあることな

どが要因と思われますが、一方で、経営の改善

のためには、省エネエンジンへの交換、また省

力機器の導入等の投資を促すことも必要である

と考えております。このため、20年度に、省エ

ネ機器等の導入につきまして貸付回数制限を撤

廃し、また、22年度には、貸付対象漁船の制限

をこれまでの10トン未満の漁船から20トン未満

の漁船にまで拡大するとともに、貸付限度額の
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引き上げを行うなど、貸し付け要件の緩和を実

施し、またそのＰＲにも努めてまいりました。

これらの効果もありまして、23年度につきまし

ては、貸し付け状況に改善が見られている状況

にございます。

水産政策課は以上です。

○神田漁村振興課長 漁村振興課の平成22年度

予算に係ります決算状況について御説明いたし

ます。

初めに、平成22年度普通会計決算特別委員会

資料の３ページをごらんください。漁村振興課

のところでございます。一般会計のみで、最終

予算額は43億9,441万6,000円で、支出済額は35

億4,630万2,941円となってございます。翌年度

への繰越額は、明許繰り越しで７億86万8,000円、

その結果、不用額は１億4,724万5,059円となり、

執行率は80.7％、繰越額を含めた執行率は96.6

％となってございます。

次に、当課の決算事項別の明細につきまして

は、同じく36ページから39ページに記載してご

ざいますが、36ページをお開きください。（目）

水産業振興費につきましては、翌年度への繰越

額が２億1,978万円、不用額が１億2,558万9,788

円となり、執行率が74.6％となってございます。

これは、栽培漁業施設の改修工事や漁場の水産

基盤整備に係る工事につきまして、工法の検討

に日時を要したことなどにより繰り越したこと

や、また、コイヘルペスウイルス病の大量発生

がなかったことによりまして処分経費が不要と

なったこと、また、漁場の水産基盤整備におき

まして、浮き魚礁の設置箇所の調整変更や工法

の変更などによりまして、不用額が生じたこと

によるものでございます。

次に、38ページをお開きください。（目）漁港

管理費につきましては、不用額が170万6,854円

となってございます。これは、台風襲来が少な

かったことによる漁港海岸の廃棄物処理費の残

や事務経費の節約などによる執行残でございま

す。

次に、（目）漁港建設費につきましては、翌年

度への繰越額が４億8,108万8,000円、不用額

が1,903万9,048円となり、執行率が80.7％となっ

てございます。これは、漁港の水産基盤整備に

係る工事につきまして、関係機関との調整等に

日時を要したために繰り越したこと、また、漁

港の水産基盤整備で入札に伴う残が生じたこと

などによるものでございます。

続きまして、主要施策の成果につきまして主

なものを御説明いたします。

平成22年度主要施策の成果に関する報告書

の243ページをお開きください。まず、（１）豊

かな資源の持続的利用と水産技術開発の推進で

ございます。主な事業でございますが、まず、○改

漁場環境監視強化対策につきましては、水産試

験場等と連携しながら、養殖漁場環境調査や赤

潮プランクトン調査を実施しまして、養殖魚の

突発的な死亡事故の防止に努めたところでござ

います。今後も定期的な調査を実施するととも

に、赤潮などの発生予察及び被害の軽減を図り、

養殖経営の安定化に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、内水面漁業振興対策につきましては、

県内の主要河川におきまして、アユやヤマメな

どの種苗の放流を実施したほか、外来魚の繁殖

を抑制するために、ブラックバス等の捕獲や産

卵床の破壊を実施したところでございます。ま

た、五ヶ瀬川及び一ツ瀬川におきましては、簡

易魚道の設置など魚道機能の改善を図ってござ

います。今後も、稚魚の放流や外来魚の駆除な

どによりまして、内水面におきます資源の維持・
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培養に努めてまいります。

次に、244ページをお開きください。○新マグロ

養殖種苗供給基地実証につきましては、今後高

収益が見込まれますマグロの種苗（ヨコワ）の

実証事業を門川地区で実施しております。具体

的には、ヨコワの採捕漁業の実証におきまして

は、約2,400尾を蓄養実証に向けて販売してござ

います。蓄養の実証におきましては、９割近い

高い生存率となったところでございます。今後、

出荷時の種苗のサイズの大型化など、マグロ養

殖業者のニーズに合わせた種苗を供給する漁業

者の取り組みへの支援を行ってまいります。

次に、水産基盤整備の漁場についてでござい

ます。広域水産物供給基盤整備といたしまして、

沈設型魚礁の造成を串間市沖合ほか１カ所で、

また、浮き魚礁による魚礁造成やマウンド魚礁

の調査等を実施しまして、基礎生産力の向上に

取り組んだところでございます。今後も、安定

的な漁獲や燃油等のコスト削減を図るための漁

場整備や、えさ環境や資源の増大を図るための

増殖場整備について、海域条件に適した日向灘

の一体的な整備を計画的に推進してまいります。

次に、246ページをお開きください。（３）多

様な担い手の確保と多面的機能を有する魅力あ

る漁村の創造でございます。主な事業でござい

ますけれども、○改 みやざきの漁業を担う人づく

り支援につきましては、新規就業者確保のため、

県漁業就業者確保育成センターと連携いたしま

して、就業情報の収集及び発信を行うとともに、

地域漁業を担うリーダーとして漁業士等の認定

を行っております。今後も、漁業士等の活動支

援等を通じまして、地域漁業リーダーの育成並

びに新規就業者の確保に努めてまいりたいと

思っております。

県単漁港維持管理につきましては、北浦漁港

ほか21港におきまして、岸壁の附属物の取りか

え工事や、泊地等のしゅんせつ工事を実施し、

漁港の機能回復を図ったところでございます。

続きまして、247ページをごらんください。水

産基盤整備の漁港についてでございますが、広

域水産物供給基盤整備では、大堂津漁港ほか４

港で防波堤や岸壁工事等を、また、水産物供給

機能保全では、老朽化により更新が必要となり

ました漁港の施設の長寿命化を図るため、目井

津漁港ほか５港で機能保全計画の策定を実施し

てございます。漁港施設の整備につきましては、

浮体式係留岸壁や防風さくなど、漁業関係者の

方々からの整備に対する要望が依然として高い

ことから、今後も、重点的・効率的な整備が必

要であると考えているところでございます。ま

た、これまでに整備されました施設につきまし

ても適切な維持管理を行いまして、施設の延命

化と有効な利活用を図っていく必要があると考

えているところでございます。

以上が主要施策の成果でございます。

最後に、監査結果についてでございますが、

監査委員の決算審査意見書に関しまして、特に

報告すべき事項はございません。

漁村振興課は以上でございます。

○日髙復興対策推進課長 復興対策推進課の平

成22年度予算に係ります決算状況等につきまし

て御説明いたします。

まず初めに、お手元の普通会計決算特別委員

会資料の３ページをお開きください。復興対策

推進課におきましては一般会計のみでございま

して、一般会計の復興対策推進課の欄でござい

ますが、平成22年度の最終予算額は1,054億5,377

万円でございまして、支出済額が1,053億4,999

万7,039円となってございます。不用額は１億377

万2,961円となっておりまして、執行率は99.9％
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となっております。

次に、決算事項別の明細についてでございま

すが、お手元の資料の40ページをお開きくださ

い。（目）計画調査費につきましては、不用額が12

万2,416円となってございまして、執行率が99.9

％となってございます。

続きまして、41ページをお開きください。（目）

家畜保健衛生費につきましては、不用額が１

億365万545円でございます。これは、鳥インフ

ルエンザの発生等によりまして、当初予定して

おりました牛の農場の巡回件数が実施できな

かったことによります委託料の執行残や、事業

の確定等によります補助金の執行残に伴うもの

でございまして、執行率は94.6％となってござ

います。

続きまして、主要施策の成果につきまして、

その主なものを御報告させていただきます。

報告書の249ページをお開きください。まず、

（２）力強い産地づくりでございますけれども、

その施策推進のための主な事業及び実績の欄を

ごらんいただきながら御説明させていただきま

す。まず、口蹄疫復興メッセージ発信につきま

しては、感謝なり復興のメッセージを発信する

ために、全国紙４紙への新聞広告の掲載なり、

ポスター等の制作を行ったところでございます。

口蹄疫復興対策基金設置につきましては、口

蹄疫からの再生・復興を継続して実施していく

ために、約34億円の宮崎県口蹄疫復興対策基金

を造成いたしました。

口蹄疫復興対策運用型ファンドにつきまして

は、宮崎県口蹄疫復興財団がファンドを設置す

るために、３月29日付で1,000億円を無利子で貸

し付けたところでございます。

最後に、口蹄疫復興財団設立につきましては、

畜産のみならず、県内経済全体につきまして口

蹄疫からの再生・復興を図るために、宮崎県口

蹄疫復興財団を３月４日付で設立したところで

ございます。

施策の成果等でございますけれども、全国か

らのさまざまな支援に対する感謝なり、さらな

る支援をお願いするためのメッセージを発信さ

せていただくとともに、口蹄疫の復興対策基金

を設置いたしまして、畜産業者の経営の復興や

再建、県内経済の回復なり雇用の維持等に資す

る事業を行ったところでございます。これらの

基金やファンドを有効に活用しながら、地域の

実情に応じたきめ細かな措置を一体的かつ継続

的に実施していくことで、口蹄疫からの再生・

復興を図ってまいりたいというふうに考えてご

ざいます。

次に、250ページをお開きください。（３）の

食と農の絆づくりでございます。まず、農場再

開安全・安心確保につきましては、経営再開に

向けて観察牛を一定期間飼養して農場の清浄性

を確認するために、176戸を対象といたしまし

て321頭分の経費を助成したところでございま

す。

埋却農地再生利用対策につきましては、社団

法人宮崎県農業振興公社が農地保有合理化事業

によりまして確保しました埋却地、全体で52カ

所の38.9ヘクタールでございますが、その保守

管理等に必要な経費を助成いたしたところでご

ざいます。

人工授精業務停止影響緩和対策につきまして

は、人工授精業務の停止の影響を受けました乳

用牛902頭、肉用繁殖雌牛２万2,645頭の飼養管

理経費等の助成を行ったところでございます。

最後に、宮崎県種畜再生対策基金造成につき

ましては、種雄牛の造成対策及び種豚の早期供

給体制に係ります基金といたしまして、総額15
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億円規模の宮崎県種畜再生対策基金を設置いた

したところでございます。

続きまして、施策の成果についてでございま

すけれども、これまで御説明申し上げました取

り組みを初め、畜産農家の経営再開を促進する

取り組みを進めてまいったところでございます

が、口蹄疫からの再生・復興の観点からは、ま

だまだ努力が必要であるというふうに考えてお

ります。このため、県といたしましては、市町

村など関係機関や団体の意見を伺いながら、各

種基金なりファンドを活用して、農業者や地域

の実態を踏まえた取り組みをさらに進めて、早

期の再生・復興が図られるよう努めてまいりた

いというふうに考えてございます。

最後に、監査結果についてでございますが、

監査委員の決算審査意見書に関しまして、特に

報告すべき事項はございません。以上でござい

ます。

○児玉畜産課長 畜産課でございます。畜産課

の平成22年度予算に係る決算状況等について御

説明いたします。

まず初めに、お手元の平成22年度普通会計決

算特別委員会資料の３ページをごらんください。

畜産課におきましては一般会計のみを予算計上

しております。一般会計の畜産課の欄をごらん

いただきたいと思います。平成22年度の最終予

算額449億9,545万4,240円に対しまして、支出済

額が405億1,693万8,216円となっております。翌

年度への繰越額は、明許繰り越しが34億7,135万

円、事故繰り越しが155万8,000円、不用額は10

億560万8,024円となっております。執行率は90.0

％で、繰越額を含めた執行率は97.8％となって

ございます。

次に、当課におきます決算事項別の明細は、42

ページから45ページに記載してございます。42

ページをお開きください。（目）畜産振興費につ

きましては、翌年度への繰越額が７億8,301万円、

不用額が657万4,488円となり、執行率が75.1％

となっております。これは、耕畜連携による資

源循環型農業確立事業のほか３事業について、

事業主体の事情により繰り越したことや、みや

ざき地頭鶏販売ＰＲ活動が１月下旬以降、鳥イ

ンフルエンザの発生により縮小したことによる

委託料の執行残などに伴うものでございます。

次に、43ページをお開きください。（目）家畜

保健衛生費につきましては、翌年度への繰越額

が、明許、事故を合わせまして26億2,957万3,000

円、不用額が９億9,806万6,116円となり、執行

率が91.0％となっております。繰越額につきま

しては、高病原性鳥インフルエンザ緊急防疫対

策事業ほか２事業につきまして、事業主体の事

情により繰り越したことなどによるものでござ

います。また、不用額の主な理由につきまして

は、口蹄疫や鳥インフルエンザに係る家畜防疫

対策に要する諸経費の執行残と、影響を受けた

農家に対する手当金等の事業費確定に伴う執行

残でございます。

主なものを御説明いたします。44ページをご

らんください。需用費の不用額２億3,000万円余

につきまして、主なものとして、高病原性鳥イ

ンフルエンザ緊急防疫対策に係る消毒薬や防護

服、燃油などの防疫資材等の消耗品、さらに家

伝法に基づきます各種検査の実施に必要な医薬

材料費等の執行残でございます。

次に、負担金補助及び交付金の５億7,700万円

余につきましては、鳥インフルエンザの発生農

家に対する補てんとして、評価額の５分の１を

県で予算措置しておりましたが、家伝法の改正

により国が負担することとなったことによりま

す執行残、さらに、口蹄疫の影響を緩和するた
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めの子牛の出荷遅延対策や子牛競り価格対策等

を実施いたしましたが、事業費の確定に伴う執

行残でございます。

次に、（目）畜産試験場費につきましては、翌

年度への繰越額が6,032万5,000円、不用額が95

万9,923円となり、執行率は76.7％となってござ

います。繰越額につきましては、畜産試験場汚

水処理施設整備事業ほか３事業について、経済・

雇用緊急対策の実施に伴う補正の関係によりま

して、工期、納期が不足することなどによるも

のでございます。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の252ページを

お開きください。（２）力強い産地づくりについ

てでございます。まず、優秀種雄牛安定確保対

策事業におきましては、毎年、優秀な種雄牛を

造成してきましたが、22年度は、口蹄疫の発生

により待機種雄牛が処分されましたため、残念

ながら新規種雄牛は作出されておりません。そ

のため、新たな種雄牛の早期造成に向けての取

り組みを実施したところでございます。

肉用牛繁殖基盤強化対策事業におきましては、

県内全域において優良繁殖雌牛を確保するため、

優秀な雌子牛の地元保留を推進してきたところ

でございます。

次に、253ページをごらんください。公共畜産

基盤再編総合整備事業におきましては、霧島南

部、西都・児湯、宮崎中央の３地区におきまし

て、草地等の造成・整備や畜舎の整備、電気牧

さくなどの鳥獣害防止施設の整備を行いまして、

生産基盤の充実を図ったところでございます。

続きまして、施策の成果等についてでありま

すが、254ページをお開きください。まず、肉用

牛につきましては、口蹄疫の発生に伴い、県有

種雄牛を含む約７万頭を失ったわけでございま

すが、優秀な種雄牛の早期造成や優秀繁殖雌牛

群の整備に取り組んだところでございます。次

に、養鶏におきましては、みやざき地頭鶏の生

産流通体制の確立に努めまして、需給バランス

に配慮した素びな供給により、安定した生産を

行ったところでございます。また、飼料の確保

対策におきましては、飼料作物の増産推進及び

飼料生産集団の育成、飼料作物の収穫調製用機

械の導入に対する支援を実施してきたところで

ございます。

次に、255ページをごらんください。（３）食

と農の絆づくりについてであります。○新 高病原

性鳥インフルエンザ緊急防疫対策事業の経営支

援対策につきましては、ブロイラーのインテグ

レーターとともに、移動制限区域外で影響を受

けた農家等に対する出荷遅延等に伴う損失補て

んのための基金造成を行っております。

○新 口蹄疫防疫対策事業の発生農家対策につき

ましては、口蹄疫の発生に伴い、殺処分した家

畜や汚染物品の評価額の５分の４が手当金とし

て国から交付されましたことから、残りの５分

の１相当額を経営再建支援補助金として交付を

いたしたところでございます。

○新 口蹄疫防疫対策事業の生産安定緊急対策に

つきましては、口蹄疫の発生に伴い、子牛競り

市が中止または延期されましたために、出荷遅

延となった肉用子牛に対し、遅延期間に応じた

子牛のかかり増し経費の支援や、競り市での売

却または購買に対し助成を実施いたしまして、

影響の緩和を図ったところでございます。

○新 口蹄疫防疫対策事業の感染拡大防止緊急対

策につきましては、口蹄疫のワクチン接種後に

殺処分された家畜の所有者に対しまして、家畜

の評価額相当額とワクチン接種から殺処分日ま
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でに要した飼料費等を、口蹄疫蔓延防止対策事

業補てん金等補助金として交付をいたしており

ます。

続きまして、施策の成果等についてでござい

ますが、256ページをお開きください。平成22年

４月に発生いたしました口蹄疫では、約30万頭

の牛・豚を処分し、ことし１月に発生いたしま

した高病原性鳥インフルエンザでは、13例、約100

万羽を処分いたしまして、県内の畜産業のみな

らず、本県経済にも甚大な影響をもたらしまし

た。このため、発生農家やワクチン接種農家等

に対する支援を実施いたしますとともに、本県

畜産の再生・復興に向けた種々の施策を実施し

てきたところでございます。今後とも、口蹄疫

からの再生・復興方針に基づき、スピード感を

もって再生・復興に当たることといたしており

ます。

次に、257ページをごらんください。（４）環

境と調和した循環型農業づくりの取り組みにつ

いてでございます。耕畜連携による資源循環型

農業確立事業につきましては、県内３基目とな

ります畜ふんを燃料とした発電施設の整備に着

手いたしますとともに、家畜排せつ物の堆肥化

処理施設等の整備によりまして、家畜排せつ物

の適正な管理及び利用の促進を図ってきたとこ

ろでございます。

最後に、監査結果についてでございますが、

監査委員の決算審査意見書に関して、特に報告

すべき事項はございません。

畜産課は以上でございます。

○田口主査 説明が終了いたしました。

ここで、５分間休憩いたします。

午後２時23分休憩

午後２時28分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○中野委員 成果に関する報告書の207ページ、

ここは耕作放棄地のこと、それから、231ページ

に県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備と書

いてある。これはどこが違うんですか。地域農

業推進課がしているのと農村整備課がしている

耕作放棄地の関係。

○宮川農村整備課長 231ページの県営耕作放棄

地解消・発生防止基盤整備事業につきましては、

基本的には水田地域の圃場整備ということで、

区画を大区画にして換地もして集積を図ってい

きましょうといった圃場整備事業の中の一つの

変形バージョンみたいなものですけれども、要

は圃場整備するときに、その面積の６％以上の

耕作放棄地を含めてやる場合にはこの事業でで

きますということでございます。その前の耕作

放棄地解消事業は、まさに耕作放棄地を自分た

ちの手で解消していきましょうという事業なん

ですけれども、これは基本は圃場整備の事業で

あるというところが違うという感じです。

○中野委員 要望しておきますけど、耕作放棄

地を再生して、後がどうなったかというのが興

味があるという話じゃないけど、前と後ろと一

覧でわかるように農政水産部としては整理をぜ

ひしておいてほしい。要望しておきます。

○押川委員 228ページ、ため池関係であります

けれども、ことしは渇水で、早期水稲を初め、

大変な水不足があったところでありまして、現

在、ため池は県内でどのくらいあるんでしょう

か。

○宮川農村整備課長 県内にあります農業用た

め池につきましては、699カ所ございます。

○押川委員 例えば、使えるけど現状使ってい

ないため池というのはどのくらい。わかります
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か。

○宮川農村整備課長 699カ所については、※す

べて使われているため池をカウントしてござい

ます。中には使われていないため池もあろうか

と思うんですが、それについては今のところ把

握してございません。

○押川委員 新規にため池というのは、現在５

つぐらいだろうと思うところでありまして、新

しくため池をつくっていただきたいという要望

は聞くけど、設置が少ないということでありま

して、もし使われていないところがあればとい

うことであったものですから、そういうものを

活用することと、新規に２つでも３つでも予算

をとってつくっていただく、そういう要望があ

りましたから、ちょっと聞いてみたところであ

りました。今後においては、こういう方向の中

でやっていただきたいと思いますが、これは補

助事業ですから仕方ありませんけど、ある程度

決まってくるというのはわかるんですが、地元

負担が少なくなるような形でお願いを申し上げ

ておきたいと思います。

それから、234ページ、農地・水・環境保全向

上対策でありますけれども、これはなかなかい

い事業でありまして、私の集落も導入している

んですが、本年度で一回切れるのかなというお

話を聞いているんですが、この継続関係はわか

りますか。

○宮川農村整備課長 農地・水・環境保全向上

対策につきましては、平成19年度から５年間の

対策ということで、平成23年度が最終年度になっ

てございます。これは今後継続するかどうかと

いうことでございますけれども、国の事業であ

りますので、まずは国が24年度の概算要求をす

るかしないか、農水省がやるかどうかというこ

とであろうかと思います。９月末が概算要求の

締め切りでございますので、じきに判明すると

は思いますけれども、県としても強く継続を要

望してきましたし、農家からも高い評価を得て

いると。現政党も進めている事業でございます

ので、継続されるのではないかなと思いますが、

結果を待ちたいと思っております。

○押川委員 継続できたとしたときには、農家

の人が営農しながら農地・水の事務まで一緒に

するのは、相当労力的に大変だという話を実は

地元でも聞いています。いいことでありますし、

農村の景観を初め、用排水を維持していくため

にも必要な事業だと思うんです。だから、でき

れば、事務量の見直し、事務のやり方の見直し

をして―農家の人たちができるようなもので

できると思うんですよ、そんなに難しい縛りを

しなくても。こういうことがあるからこそ農村

が維持できると思うんですよ、農道も、素掘り

の用水・排水も。もし継続になれば、そのあた

りも要望をつけていただければありがたいと思

います。要望しておきます。

○福田委員 226ページ、大淀川左岸の事業関係

ですが、非常に順調に園芸地帯に畑地かんがい

事業が進んでおるようでございまして、既に園

芸産地の中に入っていっているわけですから、

すぐ効果が出ると思います。そこでちょっとお

聞きしたいんですが、受益農家でこの左岸事業

に参画しないような農家がおるんでしょうか。

その辺はどうですか。

○三好農村計画課長 左岸地区におきましても、

関連事業がすべて着工しているわけではござい

ませんので、現段階で受益農家がすべて参画し

ている状況ではございません。

○福田委員 宮崎県のハウス園芸の発祥の地あ

たりですから、本当なら早く。私の地域は40年

※70ページに訂正発言あり
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前に入ったんですね、綾川は。こっちは旧住吉

地区が中心になりますが、見ていますとハウス

の大産地なんですね。事業が完全に終わってい

るわけではありませんが、せっかくこういう膨

大な資金を投下してやるわけですから、ぜひ利

用促進が100％いくように、関係行政団体と力を

合わせて進んでいく必要があるのではないかと

いうことを、いろいろのお話の中から考えるも

のですから、その辺の対策も同時進行でお願い

しておきたいと思います。大変立派な事業が進

んでいることには敬意を表したいと思います。

○三好農村計画課長 左岸地区につきましては、

現在、関連事業の進捗率が84.9％ということで、

まだ若干残っておりますので、今言われたよう

に、この水源を生かして地域農業の推進を図る

ために、関連事業の推進に全力を挙げて取り組

んでまいりたいと思っております。

○福田委員 234ページ、農業集落排水事業、か

つては農村集落排水事業は盛んに実施されたわ

けでありますが、これからも同じような事業を

コスト的に高くなってもやっていくのか。一方

では、特に宮崎市あたりは、農村集落排水から

合併処理槽、しかも公設に移行しております。

最終的には、受益者負担ですから、あるいは市

町村もかなり財政負担が重くなってくると思う

んです。受益者がそんなに多くないですから、

農村集落は。旧佐土原町でも比較試験をやった

ところ、合併処理槽によるし尿浄化とか生活排

水の処理がコスト的に安く上がるのではないか

ということを結論づけておられるんですが、そ

の辺はどうお考えですか。診断調査とか新規と

書いてありますが。

○宮川農村整備課長 排水処理につきましては、

委員おっしゃるとおり、公共下水道、農業集落

排水、合併浄化槽といった種類がございます。

その地域が一番効率的なものとして何を選ぶか

というのは、各市町村が選ぶと。一番効率なも

のをやっていただくということになってござい

ます。その中で、農業集落排水につきましては、

現在、関係各市町村から新規のものは上がって

きておりません。ここで書いています機能診断

調査、新規２地区につきましては、過去に整備

した集落排水施設が老朽化してきているもので

すから、機能診断調査をやって長もちさせるた

めの調査を新規地区としてやるという意味でご

ざいます。以上です。

○福田委員 既存の設置したものの機能調査で

すね。以後は合併処理槽のほうですね。わかり

ました。

それから、251ページ、畜産基金の関係です。

ちょっと心配な記事がきょうの全国紙に載って

おったんですが、畜産基金塩漬け、会計検査院

が農水省に改善指導したと、指摘したと。これ

は私どものいろんな基金は触れないんでしょう

ね。ちょっと心配だったものですから、お聞き

しているんですが。

○日髙復興対策推進課長 今御質問いただきま

した関連につきましては、国庫補助事業等を活

用して実施された基金ということでございまし

て、先ほど御報告申し上げました、例えば口蹄

疫の復興対策基金なりファンド等の部分につき

ましては、今回の部分では該当しないというふ

うに考えております。

○福田委員 該当しなければ大変ありがたいん

ですが、口蹄疫関連以外で、既存の基金の積み

立ても、この記事を見ますと、東京都を除く46

道府県で積み立てと書いてありまして、80億円

ぐらいが塩漬けの状態にある。即使っていない

ということですね。これに対して、基金を国庫

に返還させるというような記事が出ているもの
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ですから、大変なことだなと思ったんですが、

その辺はつかんでおられるわけですか。本県は

うまく運用して使い切っておると。問題ないと

いうことでしょうか。

○児玉畜産課長 今、御質問の畜産基金の塩漬

けにつきましては、畜産協会等の運営費に充て

る基金のようでございまして、本県ではどの程

度活用されているか、私も今、詳細なデータを

持っておりませんけれども、後日調べて御連絡

したいと思います。

○福田委員 私が心配するのは、かなり使い勝

手のいい資金でしたから、本県は畜産振興事業

団当時から使ってまいりまして、恩恵を受けて

いるんですね。こういうことをやられますと畜

産県としては大変厳しいなと考えておりますし、

さらに先般、独法の理事長が宮崎県出身者が就

任することが決まりましたから、なお本県にとっ

てはいいなと思った矢先、こういう問題が出て

きたものですから、ぜひ手抜かりのない使い方

をされて、これは畜環資金が財源だと思います

が、大いに畜産県として畜産振興に役立てるよ

うにしてほしいなという気持ちからお尋ねをい

たしました。

○押川委員 250ページの○新人工授精業務停止影

響緩和対策、これについてちょっとお聞きした

いと思います。

○日髙復興対策推進課長 人工授精業務停止影

響緩和対策につきましては、口蹄疫の発生に伴

いまして、全県的に人工授精の業務の停止をお

願いしたところでございまして、その影響を受

けました乳用牛なり肉用牛の繁殖雌牛の飼養農

家に対しまして、影響を受けた期間のかかり増

し経費ということでえさ代の助成等を行ったも

のでございます。

○押川委員 県単でやるということでいいんで

すか。

○日髙復興対策推進課長 この事業につきまし

ては、全体事業のフレームといたしましては、

農畜産業振興機構（alic）の助成が３分の２、

それ以外に３分の１の県の助成が入ってくると

いうものでございます。計上させていただいて

いるのが３分の１の部分ということでございま

す。

○田口主査 ほかにございませんか。

○坂口委員 238ページの資源の確保というか維

持というか、マダイ、ヒラメ、カサゴの養殖は

取り組んでおられるんですけど、ウニとかアワ

ビとかの完全な根つけのもの、これらは長く放

流事業とかそういうのがないんです。それがな

い事情というのは、藻場の衰退が一番の原因か

なと思うんですけど、今これらに対しての取り

組みはどうなんですか。根つけ資源の将来的な

考え方とか、どうやっていこうかという。

○成原漁業・資源管理室長 根つけ資源の資源

管理についての御質問なんですけれども、根つ

け資源については、特にウニ、アワビについて

は、御指摘のように藻場というものが生息場で

あり、えさにもなっているということでござい

ますので、藻場の管理を進めなければいかんと

いうことで我々も考えております。現在、国の

事業になりますけれども、同じページ、238ペー

ジの一番下に環境・生態系保全活動支援と書い

てありますけれども、国が２分の１、県が４分

の１、市町村が４分の１という負担割合で、各

地域にグループ形成をいたしまして、そのグルー

プの藻場の維持管理活動に対して支援をすると

いう事業でございます。これはソフト事業なの

で、活動するための賃金だとか資材費を見ると

いうことなんですが、そういうもので回復する

ものはそれで進めていくと。一方、そういうも
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のでは解決できない部分もあると思いますので、

水産試験場の技術開発というものもあわせて行

いつつ、ハード整備なども組み合わせていきた

いというふうに考えております。

○坂口委員 まず最初言われたのは、磯焼けで

藻場が全国的にだめになったということだった

んです。それから、本格的と言えるかどうかわ

からんですけど、それぞれ水産試験場が藻場回

復とか、あるいは今度は事業の中での藻場造成

とかやってきたんです。これがずっととまって

いますね。今の民間に対しての助成といったっ

て、ここで75万尾からの稚魚を入れたもの

で1,800万ぐらいでしょう。そうすると、報告し

てください、たまに状況を教えてくれぐらいの

域でしかなく、藻場回復事業につながるような

事業じゃないと思うんです。その後、藻場を本

気でやろうということの取り組みが今まで継続

的に試験場でなされてきているのか。具体的に

どんな取り組みを試験場はなされているんです

か。データベース化したから、農政企画課にデー

タは送られて持っておられると思うんですけど、

実際藻場を復活させようということと、根つけ

資源をどうするのかということです。そこらに

対しての流れがどんなぐあいになってきている

のか。

○成原漁業・資源管理室長 行政的にも取り組

んでいるものですから、私のほうで答えさせて

いただきます。

試験場では、基本的には、藻場の衰退原因、

この辺がどういうふうにあるのかということを、

仮説を立てながら検証を続けているということ

で、冬場、水温が１度以上上がっているという

こと、それと、藻を食べる魚とかウニ、アワビ

との食う食われるの関係の影響とか、それから、

海藻のつき方というのは波浪に影響を受けます

ので、波浪とか、それから、光環境という意味

で濁りの発生状況というところを検証してきた

ということがございます。

その中で、食う食われるの関係については、

魚とウニが、食圧と言いますけれども、圧力を

かけているということがわかってきましたので、

例えば魚については、網で囲って育つのかどう

なのかということを検証したと。これは網で囲

うと育つということは検証済みでございます。

それから、ウニについても、適切な密度に管理

してやれば回復してくるということも検証済み

ということでございまして、一定の規模で管理

するということを続ければ、藻場はある程度確

保されるであろうという見通しはあるんですけ

れども、広大な、かなり広いエリアとなると、

その手法をどのようにすれば拡大できるのかと

いうところが一つの課題として現在残っている

という状況でございます。

したがって、そういうこともあわせて、人海

戦術じゃないんですが、先ほど申し上げた漁業

者が生産しつつ、藻場を維持管理するという行

動もあわせて、先ほど言ったように、ハード整

備が必要だったらハード整備もあわせて、その

辺の課題の壁として残っているエリアを拡大す

るというところに結びつけていきたいというふ

うに考えております。

○坂口委員 結論は、財源が確保できないとい

うところかなと思うんです。もう10数年来そう

なんですよ、食害ということに対して。食害に

対してどうすればいいのと。食べられる以上に

藻を増殖していけばいいということ。これに対

しても種苗をつけるぐらいで、１匹の魚が年間

１キロの藻が必要としたら、0.何グラムの藻を

つけたってそんなもの一面食ってしまいますよ。

親藻を１本つければ十分１キロ確保できるとい
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う、まず、つける藻の問題。そこで一つ行き詰

まったのが、シールドをやろうということでシー

ルドをやった。日光不足だった。日光もある程

度要りますよということもわかった。基礎的な

ものは10年以上前にわかっているんです。波浪

ではがれてしまう。じゃ、核藻場を波形にした

り、根が付着する面積を確保してあげればはが

れないということもわかっている。温暖化だ。

じゃ、暖かいところの藻を持ってきて、クロメ

なり、ワカメなり、ホンダワラなり何なりにか

えていくということ。それから、深さに合わせ

た藻をということ。すべてわかっているんです。

後はやるかやらないかだと思うんです。接着剤

を使う方法とかさまざまな取り組みを全国で

やって成功しています。

宮崎県内を見たとき、環境的に厳しいところ

に来てしまってやれないのかとなると、今でも

ウニがたくさん育っているような門川の付近と

か、現に自然の藻場があるところはあるんです。

環境が一変したなら、宮崎の沿岸はすべて藻は

育たないはずです。食べられる以上に成長させ

る。波が来たって外れない。そして本当にここ

が温暖化で育たなければ、今までのそこに適し

たものをあきらめてもっと暖かいところのもの

を持ってくる。そして、今まで砂地だったとこ

ろに瀬をつくってまで藻場にしていこうという

取り組みもされた。はがれてしまった。はがれ

ない接着剤を使う方法とか、はがれないように

波形を使う方法とか、そんなのはたくさんある

と思うんです。

だから、試験、試験とやっていて、ひどいで

しょう、稚魚を放流するといいながら、一方で

は、食害をするからと、ウニとかそういったも

のの稚魚を除去しなきゃならないような作業ま

で伴ってくるようなことでしょう、藻場をやろ

うと思ったら。だから、もう方向を出して、や

るならやると。やれないなら仕方がないですよ。

僕はやれると思うんです。だから、今持ってお

られるデータなり情報の中で、宮崎の藻場は本

当に―財源を別としたとき―復活できるの

かできないのかということは、どんな判断をさ

れていますか。

○成原漁業・資源管理室長 ある一定規模であ

れば可能だというふうに考えていますので、委

員がおっしゃったような核になる藻場、現存し

ている藻場、これを中心に拡大をしていきたい

と考えていますし、これまで積み重ねてきたあ

らゆる技術を総動員して資源管理を進めていく

というふうに、県も今度新しく体制を組み直し

ましたので、そういった視点からもあわせて取

り組んでいきたいと考えております。

○坂口委員 財源が厳しい中で、わかるんです

よ、やりたくてもやれないというのは。例えば

先ほどのヨコワの種苗、これだって背に腹はか

えられないということなんですね。本当ならや

らないほうがいいんですよ、宮崎の近海マグロ

のためには。小さいものをとって、１匹が3,600

円ぐらいついていますよ、2,000円のものが。効

率はいいようにあるけど、それは回り回って自

分らが、価格にすれば300倍、500倍になるもの

をちっちゃいうちにつかまえてよその養殖屋さ

んのために売るという、せっぱ詰まってしまっ

ているんですよ、宮崎の漁師は。そして、僕が

議員になったとき、宮崎は漁業経営体は5,700経

営体ぐらいありましたよ。今は2,000を切っ

て1,800台でしょう。そこまで落ち込んできて、

しかも高齢化が十何年進んで、そのまま平均年

齢が上がってきています。そしたら、将来は根

つけ資源ですよ。荒海に出ていって大きい船つ

くって―だから、やっぱり藻場を大切にして
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いって、ここのところはもうそろそろ事業に移っ

てほしいなと。

よくわかるんですよ、銭がないのに何をやろ

うといったってやれないじゃないかと言われる

けど、知恵を出せば、さっきも言いましたよう

に、種苗から藻を育てるところに親藻を持って

きて入れたり、そういうものでとにかく核をつ

くっていって面にしていくというような取り組

みをやっていかないと、なかなか藻場復活とい

うのは難しいんじゃないか。理想を追ったって。

やれる範囲内でぜひやっていただきたいという

ことですけれども、それは置いておいて、放流

量にしても、平成18年に100万尾ぐらいから来て

いたのが、３つ合わせて75万尾なんです。ここ

らというのは、放流技術がよくなったことで生

存率が高まったのか。それともだんだん減らし

ていかざるを得ないのか。それとも資源が復活

してきているのか。どういう理由によって放流

量は年々下がってきているんですか。

○成原漁業・資源管理室長 天然に許容される

一定量というものが存在するであろうという考

え方に立っていまして、基本的には、漁獲量に

相当する程度の放流にしようという考え方に

立って放流量を決めております。したがって、

全体的な漁獲量としては少し落ちているという

状況なので、それが反映されて少しずつ放流量

が下がってきているということでございます。

○坂口委員 ということは、資源という視点か

ら見たときに、漁獲量全体が減ってきていると

いうのは、これはある意味じゃ、水揚げ量は減っ

てきているけど、資源はふえているということ

にもつながる。経営体が半分以下に減ったわけ

ですから。そこらのところは本当にそうなのか

というと、僕らが地元の漁業を見ている感覚で

は、資源は決してふえていないような気がする

んです。この75万3,000尾というのが、33万尾ぐ

らいがカサゴですけど、これを外してやったと

きに、それぐらいずつは水揚げされて、それを

補てんするぐらいの量を入れられているという

ことで本当に来ているのかどうか。そこはどう

ですか。

○成原漁業・資源管理室長 従来は栽培漁業と

いう形で、天然に少しでも上乗せしようという

考え方で進めてまいりました。ただし、天然の

ほうも資源量は評価しつつ、今後はその効率的

な添加というものを考えていかなきゃいけない

という考えに転換しようじゃないかという考え

方に立っていまして、我々、資源管理を進めて

いくということを言っていますけれども、魚種

ごとに市場データをすべてとろうと思っている

わけですが、それをベースにして資源評価をしっ

かりとやって、動向を見ながら放流を今後考え

ていきたいというふうに考えております。

○坂口委員 資源をとにかく維持していく。そ

のための必要量をやっていく。今度は生存率な

んかも考えて、放流のあり方とか、放流した後、

放流したものをとられちゃ何もならんわけで、

そこらは漁業者とのしっかりした考え方を統一

していくというか、効率いい放流というのはぜ

ひやっていただきたい。これはお願いにしてお

きます。

○田口主査 ほかにございませんか。

○中野委員 255ページ、口蹄疫防疫対策（感染

拡大防止緊急対策）、さっきの説明で、ワクチン

接種後処分された補てん５分の１、これは患畜

分は入っていないんですか。240億の内訳を大ま

かでいいから。

○児玉畜産課長 感染拡大防止緊急対策につき

ましては、ワクチンを接種して殺処分した家畜

の補てん金の分でありまして、疑似患畜はこれ
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には入ってございません。

○中野委員 ちょっとわからんのは、私が聞い

た範囲では、口蹄疫の殺処分のトータル金額、

大体530億、これは豚も入っているかな。そうし

ますと、牛だけではトータルで何ぼになるんで

すか。

○児玉畜産課長 まず、疑似患畜とワクチンの

トータルは、今、委員が言われましたとおり、

疑似患畜が約291億、ワクチンが239億でござい

まして、合わせて531億が疑似患畜とワクチン畜

のトータルの手当金でございます。家畜別に

は……。

○中野委員 家畜別はいいです。この240億とい

うのは―ワクチンだから牛だけですね。豚は

入ってないですね。

○児玉畜産課長 いや、豚も入っています。

○中野委員 じゃ、牛だけ。

○児玉畜産課長 牛が約450億です。

○中野委員 そうすると、国が補てんした残り

の５分の１を県がするということで見ると、５

で割ると100億ぐらいですよね。240億の内訳が

ぴんと来んとですけどね。

○児玉畜産課長 ちょっと細かく言いますと、

疑似患畜の国の５分の４分が233億です。そして

県がつけた５分の１が58億です。合わせて291億

です。それから、ワクチンは先ほど言いました

ように239億で、疑似患畜とワクチン合わせて531

億になるということです。

○中野委員 今回の口蹄疫、トータルで大体600

億ぐらい。今言ったように殺処分が530億。その

５分の１が県費負担とか。そこら辺の口蹄疫絡

みの内訳みたいなのがあれば、後で資料でいい

ですから、ください。

○児玉畜産課長 後でお持ちいたします。

○田口主査 ほかに質疑はありますか。

○宮川農村整備課長 先ほど押川委員に対する

回答で誤りがありましたので、訂正させていた

だきたいんですけれども、使われていないため

池、全体ため池で699に対して、実は使われてい

ないため池が38、最近の調査ではあるという報

告があります。訂正しておわび申し上げたいと

思います。

○押川委員 地元でも多分１～２あったなとい

う記憶があったものですから、聞いたところで

ありますけれども、そういう中で、使えるとい

うことになれば、こういったものは復元できな

いんでしょうか。

○宮川農村整備課長 それぞれのため池によっ

ていろいろ状況があろうかと思いますので、そ

こはまた場所等特定していただければ、調べて

いきたいと思いますので、後ほど報告するとい

うことでよろしいでしょうか。

○押川委員 できれば調査していただいて、活

用できるものであればこれを生かしてほしいと

いうふうに思うんです。できるだけそのような

方向でお願いをしておきたいと思います。あり

がとうございました。

○田口主査 それでは、以上をもって、農村計

画課、農村整備課、水産政策課、漁村振興課、

復興対策推進課、畜産課の審査を終了いたしま

す。

引き続き総括質疑に入りますが、準備のため、

しばらく休憩いたします。

午後３時７分休憩

午後３時11分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

各課の説明及び質疑がすべて終了いたしまし

たので、総括質疑に移ります。農政水産部の平

成22年度決算全般につきまして質疑はございま
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せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、以上をもって農政水産

部を終了いたします。執行部の皆様、御苦労さ

までした。

しばらく休憩いたします。

午後３時12分休憩

午後３時16分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、審査の最

終日に行うことになっておりますので、10月３

日の１時半に採決を行いたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。委員の皆様、お疲れさまでし

た。

午後３時17分散会
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平成23年10月３日（月曜日）

午後１時30分再開

出席委員（８人）

主 査 田 口 雄 二

副 主 査 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

営 農 支 援 課 長 山 内 年

農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

○田口主査 分科会を再開いたします。

○山内営農支援課長 営農支援課でございます。

答弁の訂正の御報告をさせていただきます。

９月29日に開催されました環境農林水産分科

会、農政水産部第１班の審査におきまして、押

川委員から、鳥獣被害防止地域力パワーアップ

事業におきますスペシャリストの経費、現地研

修会の経費の内訳、モデル集落６集落の経費の

内訳に関する御質疑がございまして、私のほう

から答弁をいたしましたけれども、改めて精査

をいたしましたところ、金額を取り違えて報告

しておりました。

まず、ソフト活動における指導体制整備につ

きまして、162万円と申し上げましたが、正しく

は68万5,000円でございます。指導員の育成や現

地研修会に要する経費につきましては、160万円

余と申し上げましたが、正しくは220万7,000円

でありまして、この中にスペシャリストの井上

先生の招聘に要する直接的な経費が157万9,000

円含まれております。実証展示圃や技術研究に

つきましては、228万円と申し上げましたが、正

しくは453万2,000円でございます。

なお、モデル集落の経費につきましては、こ

れらソフト活動の経費をもって総合的に育成支

援を行っているものでございます。

おわびして訂正申し上げます。大変申しわけ

ありませんでした。

○田口主査 今の答弁に質疑はありませんか。

よろしいですか。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時34分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、議案第24号についてお

諮りいたします。

原案どおり認定することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。



- 73 -

主査報告の内容として御要望はありませんか。

暫時休憩します。

午後１時34分休憩

午後１時37分再開

○田口主査 分科会を再開いたします。

主査報告につきましては、正副主査に御一任

いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 それでは、そのようにいたします。

そのほか、何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口主査 何もないようですので、以上で分

科会を終了いたします。委員の皆様、お疲れさ

までした。

午後１時37分閉会
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環境農林水産分科会主査 田 口 雄 二






